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序文 

 

 政府開発援助においては、1975 年以来個別プロジェクトの事後評価を実施して

おり、その対象を拡大させてきました。また、2003 年に改訂された「ODA 大綱」

においても「評価の充実」と題して「ODA の成果を測定･分析し、客観的に判断

すべく、専門的知識を有する第三者による評価を充実させる」と明記されていま

す。 

 こうした背景の中、より客観的な立場から事業の成果を分析し、今後の類似事

業等に活用できる教訓・提言の抽出を目的として、インドネシア国「気候変動対

策プログラムローン(1)～(3)」に係るフランス開発庁（AFD：Agence française de 

développement）との合同事後評価を外部評価者に委託して実施しました。本報告

書にはその評価結果が記載されています。 

 本評価から導き出された教訓・提言は、国際協力機構内外の関係者と共有し、

事業の改善に向けて活用していく所存です。 

 終わりに、本評価にご協力とご支援を頂いた多数の関係者の皆様に対し、 心

より感謝申しあげます。 

 

2014年 3月 

独立行政法人 国際協力機構 

理事 植澤 利次 

 



 

 

本評価結果の位置づけ 

 

 本報告書は、より客観性のある立場で評価を実施するために、外部評価者に 委託

した結果を取り纏めたものです。本報告書に示されているさまざまな見解・提言等は

必ずしも国際協力機構（以下「JICA」という。）の統一的な公式見解ではありません。 

また、本報告書をJICAのウェブサイトに掲載するにあたり、体裁面の微修正等を行

うことがあります。 

なお、外部評価者とJICA事業担当部の見解が異なる部分に関しては、「JICAコメン

ト」として評価結果の最後に記載することがあります。 

本報告書に記載されている内容は、JICAの許可なく、転載できません。 
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温室効果ガス排出量削減に係る

国家行動計画 

RAN-PI National Action Plan Addressing Climate Change 気候変動に係る国家行動計画 

REDD Reducing Emissions from Deforestation and 
forest Degradation 

森林減少・劣化の防止による温

室効果ガス排出削減 

REDD+ An enhanced concept of REDD including the 
objectives of conservation, the sustainable 
management of forests and enhancement of 
forest carbon stocks 

途上国における森林減少と森林

劣化からの排出削減並びに森林

保全、持続可能な森林管理、森

林炭素蓄積の増強 

REFF-BURN Integrated Program for Reducing Emissions from 
Fossil Fuel Burning 

化石燃料燃焼からの温室効果ガ

ス排出量削減に係る統合プログ

ラム 

RENSTRA Strategic Plan 戦略計画 

RIKEN National Master Plan for Energy Conservation 省エネのための国家マスタープ

ラン 

RKP Government Action Plan 政府作業計画 

RP JMN National Medium-Term Development Plan 中期開発計画 

RPP Draft of Government Regulation 政府規則案 

RUEN National Energy Plan 国家エネルギー計画 

RUPTL Electricity Supply Business Plan 電力供給事業計画 

SBGS Standard General Budget Support 標準的な一般財政支援 

SBS Sectoral Budget Support セクター財政支援 

SC Super Critical Technology (of Coal Power Plant) 超臨界技術 

SC Steering Committee (of ICCPL) 諮問委員会 

SIGN National Greenhouse Gas Inventory System 温室効果ガスインベントリシス



 

 

テム 

SIIAM The Supporting Implementation of Irrigation 
Asset Management Project 

灌漑資産管理プロジェクトの実

施支援 

SITRAMP Study on Integrated Transportation Master Plan 
for Jabodetabek 

ジャカルタ首都圏総合交通計画

調査 

SMIEE Emissions and Energy Management Information 
System 

排出およびエネルギー管理情報

システム 

SNC The Second National Communication to the 
United Nations Framework Convention on 
Climate Change 

国連気候変動枠組み条約への第

2次国家報告書 

SOE State Owned Entreprise 国営企業 

SOP Standard Operation Procedure 標準作業手順書 

SRI System of Rice Intensification コメ高収量システム 

SVLK Timber Legality Verification System 木材合法性保証システム 

TA Technical Assistance 技術協力 

TDL Electricity Basic Tariffs 電力基本料金 

TKPSDA Water Resource Management Coordination 
Team 

流域評議会 

TTM Technical Committee / Technical Task Force 
Meeting (of ICCPL) 

技術委員会 

UKP4 Presidential Working Unit for Supervision and 
Management of Development 

大統領開発管理調整ワーキング

ユニット 

UNDP United Nations Development Program 国連開発計画 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization 

国連教育科学文化機関 

UNFCCC United Nations Framework Convention on 
Climate Change 

気候変動枠組み条約 

USC Ultra-Super Critical Technology (of Coal Power 
Plant) 

超々臨界圧技術 

USD United States Dollar 米ドル 

VPA Voluntary Partnership Agreement (between 
European Union and the Republic of Indonesia) 

自主的二国間協定 

WKP Mining Work Area (of Geothermal) (Wilayah 
Kerja Pertambangan) 

地熱開発の鉱業地域 

WS River Basin (Wilayah Sungai) 河川流域 
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要約 

2008から 2010年にかけて、国際協力機構（JICA）およびフランス開発庁（AFD）は、

インドネシアにおける気候変動対策のために策定された政策の実施を支援するため、

インドネシア政府に対して財政支援を行った。2010 年には、この JICA と AFD の取

り組みに世界銀行が加わった。インドネシア気候変動対策プログラムローン

（ICCPL）として知られる本件枠組みの下（JICA：9 億米ドル、AFD：8 億米ドル、

世界銀行：2 億米ドル拠出、計 19 億米ドル）、気候変動対策に係る政策の実施状況

に応じて、インドネシア政府の各年の国家予算に資金供与が行われた。合意された

各ステップおよび指標はポリシーマトリックスに要約されており、モニタリングの

際の主要なツールとして利用された。 

インドネシア政府は、バリで実施された第 13 回気候変動枠組条約（UNFCCC）締約

国会議の開催国となり、2007 年 12 月に「気候変動に対する国家行動計画」を公表し

ていることからもわかるように、2007 年以降、気候変動対策に積極的に取り組んで

いる。2009 年 9 月、G20 において、インドネシアの大統領は、2020 年までに温室効

果ガスの排出量を、現状のまま対策を講じない場合（BAU：Business as usual）に比

べて 26%削減し、さらに国際的な支援を受けて BAU比 41%削減を目指すという、革

新的な取り組みの実施を発表した。 

本評価の全体的な目的は、2008-2010 年に JICA 及び AFD（以下「ドナー」という。）

によって実施された支援を通じて、インドネシア政府が、気候変動対策に関する効

果的な戦略を策定し、いかに効率的に実施することができたかを評価することであ

る。 

本評価の目的は、財政支援供与の経験から教訓を得ること、財政と気候変動対策と

いう目的が組み合わさった結果、いかなる便益が得られたかをレビューすること、

また、ICCPL は気候変動のインパクトを管理するための政策策定・実施支援におい

て適切な手段であったか、今後、気候変動や関連する問題に取り組む際に適切な手

段であると考えられるか、あるいはインドネシアやその他の国でどのような形態で

あれば適切な手段であると考えられるか、についてレビューを行うことである。 

本合同評価を実施する理由は、関係者の理解を深めるという点にある。本合同評価

は、ドナーより供与された資金が適正に利用されたか、ドナー側の納税者への説明

責任を果たし、ICCPL の実施によってインドネシア側の債務が増加することの正当

性を各国民に対して説明することを目的としている。 

本評価の結論を述べる前に、本評価の制約について述べる必要がある。第一に、本

合同評価の実施は、各ドナーの関与のロジックが異なっているという点だけではな
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く、評価の運営の仕方についてアプローチ方法や理解が異なっているという点で困

難があった。第二に、本評価（2012-13 年）は ICCPL が完了してからしばらく時間

が経過した後に実施されたため、組織に蓄積された記憶の多くが失われてしまって

いた。他方、測定可能なインパクトが発現するまでには時間を要するが、その観点

からは本評価はかなり早いタイミングで実施された。最後に、評価チームのメンバ

ーに変更が生じたことは、評価の実施において大きな障害となった。特に、当初の

評価チームが 3 ステップ・アプローチを用いて評価を行っていなかったため、チー

ムの交代によって多くの情報が失われた。 

インドネシアは、気候変動対策における最大の貢献国の 1 つである。また、インド

ネシアは島国であり、国民の生計は農水産業に依存しており、林業が国家の大きな

収入源であることから、気候変動の影響を最も強く受ける国の 1 つである。インド

ネシアは、2008 年、約 397 メガトンを排出し、2009 年の国連の化石燃料使用による

二酸化炭素排出量分類によると、世界第 16 位である。最大の排出国は中国（6,538

メガトン）、第 2 位は米国（6,094 メガトン）である。しかし、インドネシアの温室

効果ガス排出量の大部分、全体の 3 分の 2 は、同国の 70%を占める森林喪失と泥炭

地帯から排出されている。 

ICCPL 評価を行うにあたり、本評価では OECD/DAC の 3 ステップ・アプローチを採

用し、気候変動対策に係る課題について、特に ICCPL の文脈に則して評価枠組みを

構築した。従って、本評価は、ICCPL のインプットを分析し、国家の財政上・制度

上の仕組みへの直接的・間接的な影響について分析し、気候変動に係る課題の主流

化の観点から、インドネシア政府の対応とインパクトについて評価を行った。 

 

ICCPL のインプット、直接的アウトプットおよび誘発されたアウトプット 

ICCPL の資金の投入量は、ハイレベルでの政策対話を支えるべく決定され、技術協

力は関係省庁の支援のニーズに応えるように設計された。加えて、政策対話が様々

なかたちで行われ、本件課題に関する認知度を向上させ、高度な専門的知識を動員

した点で、インドネシア政府の期待に対応するものであった。 

国家政策との整合性については、ICCPL はそれまでに既に進展していた国家気候変

動戦略を踏まえて策定されており、ドナーの気候変動対策へのアプローチとも整合

的である。 

ICCPL は、気候変動対策に係る資金支援の草分けであり、インドネシアの文脈およ

び具体的な課題に沿って策定されている。このため、同国の政治・経済・制度の状

況に適合していると言えるが、改善の余地はある。インドネシア政府の財源への貢

献という点では、本件財政支援の規模はさほど重要ではないことから、本件プログ
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ラムを通じた気候変動対策について、インドネシア政府に対する影響力の制約が生

じうる点について留意する必要がある。 

ICCPL により供与された資金の規模はインドネシアのマクロ経済の観点からは少額

である（インドネシア政府の歳入の 0.7%未満）。従って、ICCPL による資金投入の

国家予算プロセスの効率化への直接的な影響は限定的である。これまでおよび現在

のインドネシア政府の財政状況は健全である。一方、経済危機時の本プログラムを

通じた資金供与は景気刺激策への支援にもなり、債務持続可能性へのマイナスの影

響を抑えて、価値あるインプットとなった。 

様々な委員会を通して、ICCPL は気候変動対策に係るインドネシア政府の戦略に焦

点を当てた協議の枠組みを構築し、関係省庁およびドナー間のコミュニケーション

を促進した。しかし、関係省庁の意識やインセンティブは不十分であり、省庁間の

対話の枠組み強化について改善の余地はある。 

モニタリング・プロセスを通じた、国家情報システムの向上および気候変動対策に

関する関係機関の強化を図ることにより、ICCPL は気候変動対策に係る政策プロセ

スおよび実施の質の改善に大きな影響を与えた。 

ICCPL は気候変動対策に係る公共支出を特定することにも貢献した。また、現在、

インドネシアにおける業績評価（Performance Based Budgeting: PBB）では気候変動対

策に係る政策も考慮に入れている。ICCPL はエネルギーに関する補助金（2008 年／

230 億米ドル）削減のためのインドネシア政府のロードマップの制定にも貢献してい

る。しかし、これには時間を要しており、2013 年より前に決定することはできない

と考えられる。 

ICCPL は、定期的なパフォーマンスのモニタリング実施や、資金面でのインセンテ

ィブを付与することで、気候変動に係る課題を、政府の政策策定・実施の中心課題

に位置付けたことに大きく貢献していると関係省庁や職員の間で認識されている。

この点に関して、分野横断的な目標の達成は、既に長期的なプログラムの一部とな

っている緩和策・適応策の成果を完成させるものとして、最大の影響を及ぼしたと

いえる。 

さらに、ICCPL はインドネシアのマクロ経済にはほぼ影響は与えていないものの、

金融市場に資金源を提供したと言える。 

ICCPL は、バリで開催された第 13 回 UNFCCC 締約国会議において勢いづいた気候

対策を具体化するという点で、気候変動に係る課題の主流化に影響を与えた。また、

ICCPL は気候変動対策に係る意思決定および資源配分プロセスにおける、国家開発

企画庁（BAPPENAS）の正当性を示した。しかし、気候変動対策に関する公的な議

論における改善の根拠を著者は確認することはできなかった。 
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ICCPL はそのようなものとして周知されていないこともあり、ICCPL に直接関連し

たデータの普及はない。しかし、ヒアリング調査によると、ICCPL を通じて実施さ

れたモニタリングおよび温室効果ガスの測定に関する能力開発によって、気候変動

対策関係のデータの質が向上したとの指摘があった。ICCPL のフェーズ 1 で策定さ

れた政策指標に含まれた気象気候地球物理省（BMKG）の早期警報システムの導入

は、気候変動に係るデータの質の向上および普及に貢献した。 

 

ICCPL が支援したインドネシア政府の政策のアウトカムおよびインパクト 

温室効果ガス排出に係るこれまでの正確かつ明確なデータはなく、温室効果ガスの

減少（もしくは増加）に関する正確な評価を行うことはできない。しかし、気候変

動対策に関する明確な改善は見られた。 

気候変動対策に係る政策への市民社会の参加の点では大きな改善はみられなかった。

しかし、地方政府の気候変動政策への関与、温室効果ガス排出削減に係る地方行動

計画（RAD-GRK）への関与は増えてきており、環境や生物多様性への影響をより考

慮するようになった民間企業も出てきている。 

最後に、インドネシア政府は気候変動対策に係る政策のオーナーシップを有してい

る。しかし、ICCPL によって促進されたプロセスの持続可能性は、インドネシア政

府の政策プライオリティの根本的な変更等によって変わる可能性があり、それによ

って、気候変動対策への資金配分に負の影響が出る可能性がある。今のところ、こ

のようなリスクは発生していない。逆に、ICCPL によって発現した成果は ICCPL 終

了後も継続しているものもあり、ICCPL の持続可能性は 2010 年以降も向上している

と言える。 

 

変化は ICCPL のインプットとどの程度リンクしているか？ 

ICCPL は、気候変動対策に関する議論の機会を創出し、政府内のコミュニケーショ

ンの促進・強化を図ることにより、気候変動課題の主流化に大きく貢献した。しか

し、ICCPL という資金プログラムの利用や、国連気候変動枠組み条約の非附属書締

約 I 国であるというインドネシアの立場から、ICCPL は気候変動対策に係るインド

ネシア政府政策の国際的な知名度の向上には大きくは貢献できなかった。 

ICCPL の影響は、土地利用・土地利用変化および林業（LULUCF）並びにエネルギ

ーという二大支援分野においてより明確である。LULUCF 関連の活動について、

ICCPL は特に森林管理ユニット（FMU）の実施において大きな役割を果たした。し

かし、他のサブセクターにおける貢献については、制度上の問題（ガバナンスの問

題、不透明な役割等）や、他ドナーから供与された多くの支援（グラントおよび技

術協力）が存在するため、評価が難しい。 



5 

 

エネルギー分野に対し、ICCPL は、主にエネルギー効率の向上に係る対策の促進を

図ることにより大きな影響を与えた。しかし、ドナーが支援するエネルギー補助金

の削減に対するインドネシア議会の否定的な反応により、ICCPL の全体的な影響は

限定的であった。運輸については、同分野の複雑性を考慮すると、ICCPL の影響は

中程度（moderate）であった。 

ICCPL の重点分野の 1 つである適応策については、気候変動対策を実施している機

関の組織強化や、インドネシア政府の能力向上のために実施された制度支援を通し

て、やや強い（moderate to strong）貢献があった。 

最後に、ICCPL は公共財政管理に中程度（moderate）の影響を及ぼし、気候変動対策

に関する支出の特定に貢献した。ICCPL のインドネシアの財政規模に比べて限定的

な役割と、インドネシアの不平等な経済状況ゆえに、ICCPL のマクロ経済安定への

影響は更に小さい。 

技術協力が実施されたことにより、中央および地方レベルで政府の能力が向上し、

インドネシアの制度環境における政策指標の実施改善が図られた。 

 

主要な結論と提言 

教訓として、ICCPL のようなプログラムは、いくつかの省庁の影響力を強めること

で省庁間の関係にも影響を与えうることが指摘できる。これはインドネシアにおい

て BAPPENAS が、開発計画を確保する手段として、また、関係省庁がコミットメン

トを果たすよう BAPPENAS がプレッシャーを与える手段として、ICCPL を捉えてい

るような場合にあてはまる。 

加えて、気候変動対策に、明確で公に承認されたコミットメントを政府が有してい

ることは、ICCPL のようなプログラムの実施や効果の持続性において決定的に重要

である。 

最後に、ハイレベルの政策対話は ICCPL の主要な成果であり、今後、他国において

も慎重に実施されることが重要である。このトップレベルの政策対話は、その有効

性の向上に貢献した、技術面での政策対話と深く関係している。 

提言に関しては、以下の前提条件の重要性を強調する。1）気候変動対策に関する公

式・非公式なコミットメントの存在、これらのコミットメントとインドネシア政府

のグローバルな開発戦略との一貫性、2）気候変動対策戦略の主流化の当初のレベル、

3）行政および市民社会の技術的な能力、4）CCPL 実施に先立ち、最終的に実施され

る評価に係る質問項目を含む、明確かつ共有されたロジカルフレームワークの存在。 
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なお、ICCPL が年次のサイクルであるため、影響力を行使し、手続きの迅速化を図

るためにプログラムの当初から考慮すべき様々なステップを十分に検討することは

難しい。3 年間のローリングプログラムを網羅しているポリシーマトリックスは日々

のモニタリングには良いが、気候変動対策は長期に渡るプロセスである。このため、

年間プログラムの全体像を把握するため、当初より参加型の長期戦略が策定される

べきである。 

長期的なビジョンと短期的な活動を一致させるためには、長期間維持できるパート

ナーシップの構築が妥当である。毎年の融資関係から長期のパートナーシップ関係

への移行によって、リスクに関する出口戦略が検討されるべきである。 

政策対話に携わる全ての関係者（関係省庁、地方自治体）のインセンティブ構造に

注目すべきである。行動計画の実施と、その成果の評価・報告・検証に際しては、

過大な負荷は避けるべきである。関係者に対しては追加的な能力開発・技術協力の

実施など、目に見える便益の付与を考慮するべきである。 

最後に、CCPL は予期せぬ事態の発生によって、ドナーにとっての評判リスクを引き

起こす可能性がある。したがって、ポリシーマトリックスにおいて、｢ネガティブプ

レッジ条項｣や「ネガティブトリガー」のようなものを導入し、事前に設定した条件

の下では資金供与を停止することができるようにすべきである。 

2007-2010 年の間に、インドネシア政府は様々な法令・規則を制定し、気候変動の緩

和政策に関して多くの意思通達を行った。ICCPL の下での継続的な政策対話は、期

待したとおりこのようなプロセスを強化する重要な役割を担った。関係省庁がプロ

セスに関与することにより、国営企業や更には民間企業をも含む、気候変動政策の

主流化は大きく進展した。ICCPL は気候変動政策の主流化の進展に直接・間接に貢

献した。しかし、政策のアウトカムやインパクトが見えてくるのは未だ先である。

これらの成果の発現にはタイムラグが伴う。全体として、温室効果ガスの排出は継

続して増加しているが、BAU に照らした進歩を計測するためのデータが無いことか

ら、短期的には明確な結論は得られない。 

 

評価手法：CCPL の事例における DAC の標準的な 3 ステップ・アプローチの利点と

限界 

DAC の評価アプローチは、主に低所得国における貧困削減のための財政支援を評価

する際に利用されている。中所得国は金融市場へのアクセスを有し、それゆえ政策

へのオーナーシップもより強いと考えられることから、中所得国において本アプロ

ーチが利用される際に問題が生じる。我々の知る限り、気候変動対策の事例におい

て、この評価手法が使用されたことはない。 
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本評価を通じて、DAC の評価アプローチは以下の点では有用であることがわかった。 

1. 評価のための正しい設問を設定すること。正しい設問が設定できなければ、

評価で使用する一連の設問が、問題のいくつかの側面をカバーしないという

リスクを引き起こす。DAC の 3 ステップ・アプローチは、インプットをイン

パクトへと結びつける様々なレベルの連鎖の関係性のもつれを解く、総合的

な評価枠組みに基づいている。 

2. 誤った帰属性（attribution）や貢献（contribution）の検証を防ぐ。評価者は

ドナーのインプットによってもたらされるアウトカムやインパクトへの貢献

を検証する必要があることから、ステップ 3 は、誤った帰属性や貢献の検証

を防ぐという点において興味深い。さもなければ行われた支援の結果、イン

パクトが生じた、と誤って示される可能性がある。しかし標準的なアプロー

チを利用した評価でさえも、あるインパクトがあるインプットに起因すると

主張されることはない。インパクトを説明するには、多くの変数を考慮に入

れなくてはならず、この点においては、高度な計量経済手法でさえ多くの光

を当てることは難しい。 

3. インプットからインパクトへの影響の連鎖を考慮に入れる（包括的枠組み）。

ステップ 1 は、どの程度インプットが、誘発されたアウトプットに影響を与

えたか（または、影響を与えなかったのか）を検証する。しかし、これらの

誘発されたアウトプットは政策のインパクトに対して全く、もしくはほとん

ど影響を与えていない場合もありうる。 

しかし、ICCPLの場合、以下の問題が発生した。 

1. 反事実的な状況を検証することはできない。評価は、（インドネシアにおい

て ICCPL が実施されていなかったら、どのようなことが起こっていたか？と

いう）反事実的な状況に比して行われるべきである。しかし、政策の優先順

位が高いのであれば、インドネシア政府は、CCPL の支援を受けずとも、市場

から必要な資金を調達して実施することが可能であるため、反事実的な状況

に対して検証を行うことはできない。 

2. アウトカムおよびインパクトの測定が難しい。ICCPL の場合、アウトカムお

よびインパクトを詳細にモニタリングできるようなインドネシア政府のポリ

シーマトリックスがなかった。例えば、違法伐採の変化を把握することは難

しい。温室効果ガス排出量の様々な測定結果が公表されているが、第三者に

よるチェックは行われていない。 

3. インプットが行われてからインパクトが発現するまで時間の隔たりがあるた

め、本評価において全ての影響を考慮に入れることができなかった。政策の

最終的なインパクトが発現するには多くの時間を要する。一方、支援の終了

後かなり時間が経ってから評価が実施された場合、組織に蓄積された記憶の

ほとんどは失われてしまうであろう。 
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4. 成果発現においては供与する資金の額は重要ではない場合が多いため、影響

のリンケージを明らかにするのは困難である。標準的な評価アプローチの場

合、資金投入や資金支出に基づいて、財政支援のインプットがどのようにア

ウトカムとインパクトに貢献したかを把握することはより容易である。CCPL

の場合、主に政策策定支援とリンクしており、標準的なアプローチのように

公益サービスの提供とリンクしていないため、特に技術協力の役割を評価す

る際、リンケージが説明しにくいものとなった。 
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序論 

本報告書は、OECD/DAC の標準的な 3 ステップ・アプローチを利用して行った、

AFDおよび JICA共同実施によるインドネシア CCPLの事後評価報告書である。本報

告書は、2 名の JICA 側専門家および 3 名の AFD 側専門家の 5 名1によって構成され

た評価チームによって提出された前回の報告書を参照して作成した。当該評価チー

ムは、財政支援、気候変動政策および気候変動関連の 2 つの主要分野である森林管

理とエネルギー分野の各専門家から構成された。本報告書は、JICA の資金によるモ

ニタリングチーム2（公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）の調査団）による

分析や情報の貴重なインプットも参照している3。当該調査のモニタリング・評価報

告書のいくつかの項をそのまま本報告書に取り込んでいる。本報告書では国連の標

準的な専門用語（Box 1参照）を使用している。 

目的および評価のスコープ  

2008-2010 年にかけて、国際協力機構（JICA）およびフランス開発庁（AFD）は、イ

ンドネシアにおける気候変動対策のために策定された政策の実施を支援するため、

インドネシア政府に対して財政支援を行った。2010 年には、この JICA と AFD の取

り組みに国際復興開発銀行（IBRD もしくは世界銀行）が加わった。インドネシア気

候変動対策プログラムローン（ICCPL）として知られる本枠組みの下、気候変動対

策に係る政策の実施状況に応じて、インドネシア政府の各年の国家予算に総額 19 億

米ドル（JICA9 億米ドル、AFD8 億米ドル）の譲許的な融資が行われた。同融資は特

に対象を限定せずに財政支援として供与されたが、そのディスバースは、気候変動

の経済・環境に与える影響を管理する政策の実施のために合意されたステップのパ

フォーマンスによって行われた。 

留意すべき点として、本件プログラムローンは資金使途を限定しない財政支援であ

り、気候変動対策関連の支出とプログラムローンの資金との直接的なリンクはない

ということである。 

                                                 
1 評価チームは以下の 5名より構成された。Peter Tasker （AFD）チームリーダー、評価専門家・資金

援助プログラムスペシャリスト；Abdul Rahman、エネルギー・運輸専門家; Virza Sasmijtawidjaja, 気候

変動政策専門家; 島村真澄 (JICA)、財政支援及び公共財政管理専門家；Joseph Weinstock、林業専門家。

本評価においてはいくつかの制約がある。詳細は 6.3項にて説明している。 

2 不破吉太郎、シニア・コンサルタント、グローバル・グループ 21 ジャパン；市原純、ポリシー・リ

サーチャー、プログラム・マネジメント・オフィス、IGES；藤崎泰治、アソーシエイト・リサーチャ

ー、森林保護プロジェクト、IGES；Jane Romero、ポリシー・リサーチャー、気候変動プロジェクト、

IGES；渡部厚志アソーシエイト・リサーチャー、プログラム・マネジメント・オフィス、IGES 

3 本件評価の完成にあたっては IGES 調査団および島村、Virza Sasmijtawidjaja からの貴重な支援を得

た。 
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本評価の全体的な目的は、2008-2010 年に AFD および JICA によって実施された本件

支援が、インドネシア政府が同国における気候変動対策に係る効果的な戦略を効率

的に実施し、発展する上で、どの程度貢献したかを評価することである。 

本評価はこの財政支援の経験から教訓を得ることを意図し実施された。財政支援と

気候変動対策支援という目的が組み合わさった結果どのような便益があったのか、 

ICCPL は気候変動対策に係る政策策定・実施支援のための適切な手段であったか、

今後インドネシアや他国において気候変動や関連事項に取り組む際に適切な手段で

あるといえるのか、適切な手段でないと判断される場合はどのような手段が適切で

あるか、について評価を行った。 

本合同評価は、関係者の理解を深める目的がある。本評価では、ドナーから供与さ

れた資金が適切に利用されているかドナー各国の納税者に対して説明を行うと共に、

インドネシア国民に対して、CCPL による債務増加の正当性が説明可能であるかにつ

いてみていく。（AFD は若干後からの参加となったが）JICA および AFD はほぼ当

初より ICCPL における主要なドナーであった点を考慮すれば、本合同評価が実施さ

れるのは妥当といえる。両ドナーは、ICCPL を通じた資金供与の有効性や、一般的

な経済・社会開発支援並びに特定の気候変動政策促進に関する財政支援の利用につ

いて、教訓を得たいと考えている。さらに両ドナーは、ICCPL のようなプログラム

の事後評価にに OECD の 3 ステップ・アプローチを適用することの利害得失に関し

て、共通の関心を抱いている。 

しかし、本合同評価は特別な困難を伴うものであった。実際、AFD に当てはまるこ

とは必ずしも JICA にも当てはまるとは限らず、逆の場合もあった。両機関はインド

ネシアにおいてそれぞれ異なる支援のロジックを有している。AFD はインドネシア

においては新しいプレイヤーであり、この国との経験は限定されたものであった。 

JICA はインドネシアにおける主要ドナーであり、長期間にわたって同国で支援を実

施してきており、CPPL は JICA の数ある支援（開発政策借款（DPL）、技術協力、

プロジェクトなど）の中の 1 つの支援手段であった。他方、AFD にとって CCPL は

初めての大規模なインドネシアへの支援であった。加えて、ICCPL のいくつかの要

素は、AFDおよび JICAで使用される際、異なる意味を持つものもあった。例えば、

ICCPL に適用されるトリガーの概念の理解は同じではない。JICA は、ポリシーマト

リックスは古典的なトリガーとして考慮されうるという考え方を持っているが、

AFD はそのような考え方を持っていない。技術協力プログラムと ICCPL とのリンケ

ージについての考え方に関してもある程度これは当てはまる。同様に、両機関で共

有された ICCPL の理論枠組み（ロジカルフレームワーク）をたどることはできなか

った。もしこれがプログラム実施前に共有されていたならば、影響の連鎖について

のドナーの認識を明確に理解することができたであろうと思われる4。 

                                                 
4
 評価は常にロジカルフレームワークに沿って行われるべきであるということを意図して記述したわ
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これらの困難に加えて、本調査のいくつかの制約5について言及する必要がある。本

調査が直面した 2 つの主要な制約は、時間と調査チームの継続性に関するものであ

った。 

以下の 3 点において、時間的な制約が顕著であった。第一に、本評価（2012-13 年）

は ICCPL が完了してから相当の時間が経った後に実施されたため、組織に蓄積され

た記憶の大部分が失われてしまっていた。ICCPL の立ち上げ期に本プログラムに携

わったインドネシアおよび日本の関係者にアクセスすることができず、評価におけ

る重大な制約となった。同時に、インパクトが発現し、測定可能になるには長い期

間を要するが、本評価の実施は（インパクトの測定の観点からは）時期的に早すぎ

た。 

さらに、当初の評価チームが 3 ステップ・アプローチを使った評価を実施していな

かった点が制約として挙げられる。（このことがチーム交代の理由であった。）こ

のため、当初収集された情報は、3 ステップ・アプローチに基づいて関連すると判断

される設問に答えるものではなかった。加えて、当初の評価チームによって実施さ

れた聞き取り調査の記録を手に入れることができなかったため、2013 年 4－5 月に再

度聞き取り調査を実施しなくてはならなかった。当該聞き取り調査において、前回

面談を行った全ての人々に聞き取り調査を行うことは不可能であった。 

本報告書の構成は以下のとおり。第 1 章では、全体の背景情報を記す。ICCPL の主

な特徴や AFD および JICA の支援ロジックについてだけではなく、インドネシアに

おける気候変動およびインドネシア政府の政策に関連する主なイシューについて、

概説する。 

第 2 章では、本報告書で使用した評価手法を提示する（気候変動課題に対応した、3

ステップ・アプローチのより一般的な考察については Appendix 1 で取り上げる）。

第 2 章以降の章では、評価の各ステップについて説明を行い、評価の際に利用した

設問やそれに対する回答を提示する。 

第 3章では、ステップ 1（インプットおよび直接的かつ誘発されたアウトプット）に

ついて説明を行い、第 4章では結果とインパクト（ステップ 2）に関して説明を行う。

第 5 章では、アウトカムと、インプットおよびアウトプットを関連付けて説明を行

う。 

最終章では、CCPL のインドネシアにおける影響について結論を示し、CCPL 実施に

よって得られた教訓を説明するとともに、今後の提言を記述する。  

                                                                                                                                                         
けではない。ロジカルフレームワークが不適切であったり、その目的がプログラム実施中に変わって

いく可能性があるためである。（例えば、意図していない新たな機会から便益が得られる場合もあれ

ば、意図していない制約に直面する場合もある。） 
5
  評価手法に関する制約については第 2章および第 6章の最終項において述べる。 
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第1章 背景 

1.1. 概要 

インドネシアは、気候変動に最も重要な貢献をしている国の 1 つであるとともに、

島国であり、国民の生計は農水産業に依存しており、林業が国家の大きな収入源で

あることから、気候変動の影響を最も強く受ける国の 1 つである。インドネシアは、

森林および泥炭地帯に膨大な炭素ストックを有しており、途上国における森林減少

と森林劣化からの排出削減並びに森林保全、持続可能な森林管理、森林炭素蓄積の

増強（REDD＋）のような、気候変動メカニズムへの大規模な資金供与を実施する候

補国となっている。 

インドネシアは、2008 年約 397 メガトンを排出し、2009 年の国連の化石燃料使用に

よる二酸化炭素排出量分類によると、世界第 16 位に位置している。最大の排出国は

中国（6,538 メガトン）、第 2 位は米国（6,094 メガトン）である。しかし、インド

ネシアの温室効果ガス排出量の大部分、全体の 3 分の 2 は、同国の 70%を占める森

林喪失6と泥炭地帯7から排出されている。これに LULUCF の排出が加わると、イン

ドネシアは世界で二酸化炭素排出国第 3 位となる。LULUCF の排出は、2000 年は

897メガトン（全体の 65%）であったのが、2005年には 1,206メガトン（全体の 67%）

に増加している。 

現在のところ、土地利用および森林伐採による二酸化炭素の排出量は、化石燃料燃

焼より多い。エネルギー部門は、2005 年には 370 メガトン（運輸部門を含む）の二

酸化炭素を排出した。これは、LULUCF を除く全体の排出量の 63%を占めているが、

LULUCF を含めた場合、全体の 21%未満である。土地利用変化および森林伐採が抑

制されれば、化石燃料の燃焼による排出量は一層重大なものとなり、これらをコン

トロールすることは非常に重要かつ緊急を要するものとなる。 

 

表 1-1：インドネシアにおける温室効果ガス排出量（Mt CO2e） 

セクター 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
平均増加率

（年率%） 

エネルギー 280.9 306.8 327.9 333.9 372.1 369.8 5.8% 

産業プロセス 43.0 49.8 43.7 47.9 48.0 48.7 2.9% 

農業 75.4 77.5 77.0 79.8 77.9 80.2 1.2% 

廃棄物 157.3 160.8 162.8 164.1 165.8 166.8 1.2% 

LULUCF 649.2 560.5 1,287.5 345.5 617.4 674.8 変動あり 

泥炭火災 172.0 194.0 678.0 246.0 440.0 451.0 変動あり 

合計（LULUCF および

泥炭火災を含む） 

1,378.0 1,349.4 2,576.9 1,217.2 1,721.2 1,791.4 変動あり 

                                                 
6
  特に泥炭地帯の劣化、森林火災および森林破壊 

7
  森林（泥炭地を含む）は、58%を占める。 
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セクター 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
平均増加率

（年率%） 

合計（LULUCF および

泥炭火災を含まない） 

556.7 594.9 611.5 625.8 663.8 665.5 3.6% 

出所：国連気候変動枠組み条約へのインドネシア第 2次国家報告書 

 

温室効果ガス排出の管理・コントロール・削減の必要性に加えて、気候変動問題は、

インドネシアの開発において、様々な未来への機会や可能性を提示するとともに、

過去の発展により得た便益を危ういものとする可能性がある。気候変動問題に特に

脆弱な地域もある。人口密度が多く生産性が高い地域であるジャワやバリ島の東部

および西部、スマトラ島の沿岸部の多く、スラウェシ島の西部および北部、パプア

島の南東部は特に脆弱性が高く、複数の気候ハザードマップにおいて、上位にラン

クされている。温暖化問題は、多くの地域において、唯一かつ最大の危機ではない

が、集中的な豪雨や海面上昇は、食料安全保障、保健、水資源、農業、沿岸地域の

暮らし、森林や海洋生物多様性に悪影響を及ぼしている。 

気候変動対策に適切に取り組まない場合、経済のみならず、特に貧困層に悪影響を

与える。2009 年、アジア開発銀行は、今世紀末までに、気候変動の影響によってイ

ンドネシアは 2.5%から 7%の GDP が失われると予測した。最貧困層、特に農業や漁

業などで生計を立てている人々や、例えば干ばつ、洪水、地滑りに影響を受けやす

い地域に住んでいる人々が最も影響を受けると思われる。貧困層は、気候変動がも

たらす生産性や社会的生活水準への負の影響を和らげ、自然災害や異常気象、経済

停滞による荒廃から回復し、負の影響を相殺するための資産や、柔軟な生計の手段

を持っていない。さらには、貧困層の中でも、女性、女性が家長である家庭、多く

の子どもがいる家庭、少数民族の人々は特に影響を強く受けると思われる。よって、

インドネシアにおける気候変動の影響は、経済的だけでなく社会的な争いの種とな

りうる。 
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囲み 1-1：気候変動に関する用語解説 

適応 

実際のもしくは予期される気候による刺激あるいはその影響に対する自然界もしくは

人間のシステムを調節し、これにより被害を軽減もしくは便益の機会を活用する。 

 

附属書 I国 

FCCC の附属書 I に記載されている国（先進国）のこと。第 4 条 2 (a)およびおよび(b)

によると、これらの国は 2000 年までに温室効果ガスの排出量を 1990 年レベルまで落

とさなくてはならない。京都議定書第 3 条およびおよび Annex B によると、これらの

国々は、2008－12 年の排出目標に合意している。これらの国々は OECD 原加盟国 24

カ国、ヨーロッパ連合加盟国、移行経済圏 14 カ国を含んでいる（クロアチア、リヒテ

ンシュタイン、モナコ、スロベニアは、気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）

において、付属書 I 国に参加。チェコおよびおよびスロバキアはチェコスロバキアに

取って代わった）。 

 

附属書 II国 

FCCC の附属書 II に記載されている国のこと。開発途上国に対して資金を提供し、技

術移転を実施する、特別の義務を有する。附属書 II国は、OECD 原加盟国 24 カ国およ

びおよびヨーロッパ連合加盟国を含んでいる。 

気候変動枠組み条約締約国会議（COP） 

気候変動枠組み条約における最高機関。年に一度開催され、気候変動枠組み条約の進

捗を審査している。「会議」という語句はここでは、「会議」という意味ではなく、

「団体」という意味で使われている。「会議」は、「第 4 会締約国会議」というよう

に、会期ごとに行われる。 

宣言 

主要会議に参加した閣僚による拘束力のない政治声明（例：COP7 におけるマラケシュ

閣僚宣言） 

 

資金メカニズム 

先進国（附属書 II 国）は、途上国に対し気候変動枠組み条約実施を支援するため資金

の供与が必要である。気候変動枠組み条約の実施を促進するため、途上国へ資金を提

供する資金メカニズムを設置したもの。気候変動枠組み条約国は、資金メカニズムの

継続的な実施を地球環境ファシリティ（GEF）へ割り当てており、4 年毎に見直しを行

っている。資金メカニズムは COPに説明責任がある。 

 

土地利用・土地利用変化および林業（LULUCF） 

人間によって引き起こされた直接的な土地利用・土地利用変化およびおよび林業の結

果、排出された温室効果ガスの排出と除去を含む、温室効果ガスインベントリに係る

分野 

 

緩和 

気候変動の文脈において、温室効果ガスの排出源を削減し、吸収を促進するための人

間の取組。工業プロセスもしくは発電における化石燃料のより能率的な利用、太陽光

発電、風力への移行、建物への絶縁材の使用、大気から多量の二酸化炭素を除去する
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ための森林およびその他の吸収源の拡大。 

 

開発途上国による適切な緩和行動（NAMAs） 

2010年にカンクンで開催された COP16において、参加国政府は、国際的な支援を求め

る、途上国の適切な緩和策の登録システムの創設を決定した。これにより、財政・技

術・能力開発に係る支援のマッチングを促進し、その他の NAMAsが認識される。 

 

非附属書 I国 

気候変動枠組み条約を批准・受諾した国のうち、附属書 I国に含まれていない国々。 

REDD 

森林減少・劣化の防止による温室効果ガス排出削減 

 

UNFCCC 

気候変動枠組み条約 

 

脆弱性 

気候変動性や極端な現象を含む気候変化の悪影響によるシステムの影響の受けやす

さ、または対処できない度合い。脆弱性はシステムが受ける気候変化の特徴・大き

さ・速度と、システムの感受性、適応力の関数。 

 
出所：UNFCCC 

 

1.2.  気候変動に係るインドネシア政府の政策展開 

重要なマイルストーン 

インドネシア政府は気候変動問題を経済・社会開発の主要課題として位置づけてい

る。緩和や適応に関わる早期活動は、インドネシアにとって戦略的かつ経済的に有

益であると認識されてきた。政府が、気候変動への対応を管理するための政策策定

に係る多くの調査に着手したことにより、多数のポリシーステートメントや行動計

画が作成された。これらが政府の気候変動政策の枠組み8を形成した。 

インドネシアの気候変動対策への取り組みは、インドネシアがバリにおいて第13回

UNFCCC締約国会議を開催し、2007年12月に「気候変動に対する国家行動計画」を

制定した、2007年以来明らかなものとなっている。「国家行動計画」は以下の3つの

主要分野において更なる活動を提案した。インドネシアの温室効果ガス排出の規模

および増加の緩和もしくは削減、気候変動に最も影響を受ける分野における変わり

つつある物理的・経済的環境への適応、気候変動の効果に対するインドネシアの回

復力を強化するための制度上の発展・能力開発である。 

                                                 
8
 インドネシアにおける気候変動政策の展開に関する詳細は Pumomo (2013) を参照のこと。 
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2008 年、インドネシア政府は、気候変動政策策定・調整・実施のための中心機関と

して、国家気候変動協議会（NCCC/DNPI）9を設立し、気候変動問題を管理する活動

を国家の中心課題とし、気候変動対策に係る立案・予算編成手続きを実施するため

の実践的な手段である「気候変動に対する国家開発計画」を制定した。この取り組

みを奨励することを目的として、2007 年 JICA によって開始された議論の後、2008

年に CCPLは正式に開始された。 

2009 年、インドネシア政府は気候変動問題とその影響の技術的理解をより強固なも

のにするとともに、気候変動緩和基金を設立し、気候変動対策のための資金調達を

促進した。2009 年の金融危機および総選挙にもかかわらずインドネシアは気候変動

対策のための国内外の技術的・政策的活動を強化した。 

2009 年 9 月、G20 において、インドネシア大統領は、2020 年までに温室効果ガスの

排出量を BAU比 26%削減し、国際的な支援があれば（BAU比）41%削減を目指すと

いう、革新的な取り組みの実施を発表した。2009 年 12 月にコペンハーゲンにおいて

実施された COP15 に先立って、この大胆な取り組みは他の開発途上国を刺激し、気

候変動対策に係る取組を実施させた。G20 において、インドネシア政府は化石燃料

のための補助金を段階的に停止することを約束した。 

2009年 11月、COP15に先立って、インドネシア政府は、温室効果ガスの排出・削減

並びに UNFCCC 実施のための取り組みの詳細に係る情報を提示し、12 月にコペンハ

ーゲンにて開催された COP15 において取り上げられた課題に取り組むため、環境省

が中心となり「国連気候変動枠組み条約への第 2 次国家報告書（SNC）」を作成し

た。 

インドネシアにおいて、複数年にわたって実施される戦略的政策および低炭素成長

のための投資プログラムが、2009 年 12 月「気候変動部門別ロードマップ（ICCSR）」

において BAPPENAS によって概説された。ICCSR は、コペンハーゲン合意（2009

年 12月 18日）の履行にあたって、2010年 1月末に UNFCCCへ提出された。2010年

1 月末は、以前発表したように、排出削減へ向けて正式に取り組みを行う旨インドネ

シア政府が再度明言を行った年でもある。 

インドネシア政府は、BAPPENASが作成した「中期開発計画（MDTP）2010-2014」

および2010年以降の年間「国家開発優先事項」である国家開発計画と気候変動課題

                                                 
9
 2008 年大統領規則第 46号において DNPIのタスクが規定されている。a) 気候変動対策に係る国家政

策・戦略・プログラム・活動の形成、b) 気候変動適応・緩和・技術移転・資金調達を含むタスク実施

のための活動の調整、c) カーボントレードのための政策や手段を整備するための仕組み形成、d) 気候

変動対策に係る政策実施のモニタリング・評価、e) 他の開発途上国に気候変動対策に対する責任を持

つよう促すというインドネシアの立場の強化。8 つのワーキンググループが、それぞれ適応、緩和、

技術移転、資金調達、ポスト 2012 年、林業および土地利用変化、基礎科学及び温室効果ガス一覧、

海洋に関する分野を担っている。適応に関するワーキンググループは、農業における適応、災害によ

るリスク軽減、気候変動に係る情報の普及、気候変動に係る集中開発計画の発展、極端な気候と気候

変動の影響に対応するインフラストラクチャー計画の策定・強化に特に焦点を当てている。 
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の統合を試みている。MDTPは、国家優先事項の1つとして、気候変動、環境被害お

よび公害抑制、早期警報システム、災害緩和のための能力向上という4つの構成要素

を持つ、環境・災害管理を含んでいる。 

温室効果ガスのインベントリおよび測定・報告・検証（MRV）の仕組みを設けた

2011年大統領規則第71号並びにBAPPENASによって作成された2010年から2020年ま

でを含む「温室効果ガス排出量削減に係る国家行動計画（RAN-GRK）10」を承認し

た2011年大統領規則第61号により、温室効果ガス排出量削減のための取り組みが強

化された。2012年後半、これらの国家削減目標は州レベルの緩和に関する取り組み

を含む地方緩和行動計画（RAD-GRK）へと発展した。国家気候変動適応行動計画は

現在策定中である。 

緩和  

これらの様々な調査や合意に基づき、インドネシア政府は排出量を削減するための

戦略を採用し、2009年には野心的な温室効果ガス排出削減目標を立て、主要経済分

野における気候変動による影響を抑制するための適応戦略を導入した。これらは同

時に、インドネシアに対する気候変動の影響を予測し、インドネシア政府の全ての

国家および分野別政策、特に貧困削減や経済成長関連において、気候変動は横断的

に影響を及ぼすということが予期されるにつれ、気候変動課題に係る意識向上を図

ることが目的であった。 

インドネシア政府の緩和に関する優先事項は、まず、林業・土地利用変化・泥炭地、

次に、発電・製造・運輸分野における化石燃料の使用である。両分野において急速

に増加している排出量は、排出削減へ向けて開発経路をシフトしていくべき政策上

流のコンディションやおよびガバナンスに係る課題に帰属すると考えられる。イン

ドネシア政府の適応政策は、水資源管理、農業生産、災害対策および耐性力強化の

ための事前準備を含む。政策の改善およびガバナンスの枠組みの強化を図ることは、

より強固な水資源管理アプローチや農業への重要な取り組みへの第一歩である。国

家レベルで気候変動問題に取り組む制度的課題として、複数の分野における調整が

あげられる。主要な緩和・適応政策分野およびインドネシア政府が気候変動問題に

対応するために優先する活動分野を中心に、気候変動政策が策定された。 

インドネシア政府の温室効果ガス排出量の大幅削減への取り組みのフォローアップ

として、「温室効果ガス排出量削減に係る国家行動計画（RAN-GRK）」が策定され、

2011年大統領規則第 61号によって承認された。 

排出削減目標を達成するため、インドネシア政府は、主要排出源であるため排出削

減に大いに貢献するであろうと思われる 4 分野（林業、泥炭地管理、エネルギー・

運輸、廃棄物処理）を特定した。排出量の最大割合を占めるのは土地利用および森

                                                 
10

 これは国家緩和行動計画としても知られている。 
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林伐採である（60%超）。しかし今後は大きく増加することもないと思われる。エ

ネルギー分野は、2005 年排出量全体の約 20%を占めており、今後世界的な景気後退

からインドネシアが回復し成長していくことにより増加するエネルギー需要に伴っ

て、排出量が増加していくであろう主要排出源とみなされている。これは 1990 年

(142.2 MtCO2)から 2009 年(376.3 MtCO2)にかけて 2.6 倍以上に増加した化石燃料の燃

焼による排出量増加によっても見て取れる。 

（BAU シナリオ比で）2020 年までに排出量 26%削減（767 MtCO2 に等しい値／参

照：図表 1-2）を目指す試みとして、インドネシア政府は、排出削減目標量の 88%近

く（672 MtCO2）を林業および泥炭地管理に係る取組によって、約 6%（48 MtCO2）

を廃棄物処理能力の向上によって、約 5%（38 MtCO2）をエネルギー・交通部門にお

ける排出削減によって、削減可能であると期待している11。 

表 1-2：RAN-GRK－2020 年までの 5 分野における排出削減計画（BAU シナリオ比） 

セクター 削減目標（Gton CO2e） 

26% 41% 

森林および泥炭 0.672 1.039 

農業 0.008 0.011 

エネルギーおよび運輸 0.038 0.056 

産業 0.001 0.005 

廃棄物 0.048 0.078 

合計 0.767 1.189 

出所：2011年大統領規則第 61号 

（BAU シナリオ比で）2020 年までに 41%削減目標を達成するには、ほぼ 1.2 GtCO2

の排出削減が必要となる。国家行動計画では、林業および泥炭地管理による 1.039 

GtCO2 の排出削減（全体の削減量の 87%）、廃棄物処理能力向上による 78MtCO2 の

排出削減（7%以下）、エネルギー・交通部門における 56MtCO2 の排出削減（約 5%）

を提案している。 

BAPPENAS はこれらの目標達成のための行動計画実施には以下の資金が必要である

と考えている（図表 1-3）。BAPPENAS の見積もりによると、226 兆 IDR（約 226 億

米ドル）が中心的な活動に、18.5 兆 IDR（19 億米ドル）が支援活動に必要である。

中でも、資金のほとんどの割合（42%／95 兆 IDR）がエネルギー・運輸部門におけ

る削減（1 MtCO2 削減するために 1,725IDR）に必要と考えられている。林業・泥炭

地における排出削減は 1 MtCO2削減するためにわずか 46IDR、全体で 48兆 IDRであ

り、全体の見積額の 21%、目標排出削減量全体の 87%にあたる。エネルギー・運輸

部門における活動計画実施のために必要な資金は 100兆 IDRである。 

                                                 
11

 代替シナリオは、増加する電力需要に対応するため石炭火力発電による発電量の増加（ほぼ 2 倍）

を図ることである。これは石炭の利用および補助金依存を継続することを意味する。 
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表 1-3：RAN-GRK実施のために必要な資金(2010-2020） 

セクター 主たる活動（10億 IDR） 補助的活動（10億 IDR） 

森林および泥炭 48,357.89 2,286.10 

エネルギーおよび運輸 94,654.18 6,955.54 

農業 36,804.07 882.1 

産業 1,000.00 1,290.00 

廃棄物 44,709.33 4,949.52 

その他の補助セクター - 2,129.26 

合計 225,525.47 18,492.52 

出所：BAPPENAS, 2012 

林業・土地利用 

急速な森林破壊、非合法な伐採、森林火災、泥炭地の劣化によって二酸化炭素が排

出され、インドネシアの自然資源が枯渇しており、コミュニティの生計や収入増加

の可能性を脅かしている。インドネシアは森林の喪失および土地利用の変化によっ

て大量の温室効果ガスを排出している。森林伐採や森林火災はインドネシアの潜在

的開発を妨げており、国際的な評判を落としている。ほとんどの森林伐採と森林火

災は10州で発生している（乾燥林の78%および沼沢林の96%が消失した）。リアウ、

中央カリマンタン、南スマトラだけでも森林伐採および消失全体の半分以上を占め

ている。インドネシア政府は、より正確に排出量を計測しようとする試みを継続し

ているとともに、林業および土地利用が緩和策の主な対象であるという幅広い合意

を形成している。 

林業および土地利用に関するガバナンスに関する課題は複雑で骨の折れる作業であ

るが、十分理解できる。林業に係る主要課題は以下のとおりである。(i) 脆弱な法

的・政治的な説明責任、(ii) 中小規模のビジネス活動よりも大規模商業活動を支持す

る政策、(iii) 木材の価格設定・運輸セクターの歪んだインセンティブ、(iv) 貧困層や

地元の土地利用者保護に関する不適切な法的枠組み、(v) 森林資源に対する低評価と

低収入、(vi) 汚職。これらの根本的な問題は、温室効果ガス排出、社会的な損失およ

び景観に目に見えるインパクトを与えるであろう。森林地帯や泥炭地の現場レベル

への影響を抑制するためには、政策上流の制度・ガバナンス面およびインセンティ

ブに係るより幅広い文脈において、人々の行動を変え、森林伐採を減らすためのス

キームを検討するべきである。 

エネルギー 

インドネシアのエネルギー利用は急速に増加している。それに伴い、温室効果ガス

の排出は更に加速度的に増加している。1人当たりの化石燃料利用による温室効果ガ

ス排出量は、他の中所得国と比べて未だ低い。化石燃料利用による排出にのみに注

目すると、石油利用による排出量が最大のシェアを占めている一方、石炭による排

出量が最も増加している。過去10年における排出量の増加は、主に発電における石
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炭利用増加によって引き起こされた。製造業は、大量の化石燃料を使用しており、

非効率的なエネルギー利用および脆弱な環境管理のため、重要な排出源となってい

る。非効率なエネルギー利用は、競争力の低下をもたらす。また、急増する車両の

数、燃費の悪さ、大量輸送システムへの投資不足のため、運輸業も主要な排出源と

言える。政策を見直し、再生可能エネルギーやエネルギー効率性向上等への投資を

増やすことによって、これらの排出源から温暖化効果ガスの排出量を減らす可能性

がある。 

エネルギーに関する価格設定および政策は、中期的なエネルギーに係る補助金の段

階的削減に関する取り組み（2009年9月ピッツバーグにて開催されたG20において発

表）を含むインドネシアの改革の重要な要素である。現在、国際価格のわずかな変

化は財政にさほど影響を与えるものではないが、中期的に、固定された燃料・電力

価格とそれらに関する補助金は、財政上の持続可能性を脅かすものである。また、

補助金は、開発支出を抑制し、便益の逆進的な分配を行い、効率化へのインセンテ

ィブを妨げるものであるという点においても、機会費用を発生している。インドネ

シア政府の市場価格への移行計画は進行しているものの、過去数年間は段階的なア

プローチが実施されている。インドネシア政府は、基本的には、補助金からではな

く、より強力かつ重点的な社会支援プログラムの実施が必要であると主張してい

る。2005年に導入され、2008年に利用が再開された現金給付はその一例である。し

かし、その他の貧困・社会プログラムも実施されるべきである。さらに、インドネ

シア政府は、燃料価格の増加に反対している地方政府にも影響を及ぼそうと試みて

いる。2009年度予算において、地方政府は中央政府と補助金の負担を共有しなけれ

ばならず、従って、中央政府の予算への影響力が減少した。予算に対する圧迫が急

激に増加するにつれ、インドネシア政府は社会的な安定を維持するために（時に急

激に）価格を引き上げた。しかしながら、採用されたアプローチは、段階に応じて

様々な方法を用いた、より漸進的なものであった。現在の優先事項は電気料金であ

り、2010年より徐々に増加させる予定である。また、車両年数や場所によってガソ

リンに対する補助金12を段階的に削減していく計画も進行中である。 

気候変動問題に対する適応  

インドネシアは気候変動問題への適応対策に関して、より多くの研究とより具体的

な適応策の実施が必要であると認識している。インドネシア政府は、適応のための

ロードマップを以下のとおり策定した。2015年までに地方の脆弱性および適応に関

する情報システムに係るロードマップを作成する、2020年までに気候変化に対する

耐久性確保のための政策や制度を制定する、適応のための開発プログラムを実施す

る、適応に関する開発を実施するなどである。国家気候変動適応行動計画は現在作

成中である。 

                                                 
12

 2013年 7月、燃料補助金が削減された。 
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今後数年間、コミュニティの支援を得て、適応への投資は以下のように優先順位を

決めていく予定である。(a) 水不足や干ばつ、洪水の際、人々が適切に対応できるよ

うになることを目的とした水資源分野への投資、(b) 海水温が変化した結果生じる漁

業の生産性や生物の帯状分布の変化、異常気象、沿岸部の氾濫に人々が対応できる

ようになることを目的とした海洋・漁業分野への投資、(c) 変化する気候や、結果と

して変化する種まきや収穫の時期、食品や大農場で生産された穀物の生産性の変化

に取り組むための農業分野への投資、(d) 呼吸器や胃腸疾患だけでなく、マラリアや

デング熱のような伝染病に関するリスク増加を考慮した、医療分野への投資等であ

る。長期的には、気候変動問題に対する回復力を強化し、気候変動問題による影響

へのコミュニティの取り組みを促進するため、エコシステムを基盤とした適応措置

を拡大させる予定である。沿岸部のマングローブ林を取り戻し、劣化した泥炭地や

森林を修復することなどは、エコシステムを基盤とした適応措置の一例である。こ

れらによって、エコシステムの回復力が増し、コミュニティの生計手段を保護する

ことにもつながる。 

食料安全保障は気候変動により脅かされるであろう。気候変動によって、降水量、

蒸発量、地中に吸収されずに流れる水量、地中に含まれる水分量が変化する。それ

によって、特に米などの農業生産に影響を与え、最終的には食料安全保障に影響を

与える。1997年エル・ニーニョ現象13により引き起こされた洪水は、426,000ヘクタ

ールの米に影響を与えた。1965‐1997年の8つのエル・ニーニョ現象により生産量の

損失は平均4%にもなる（5年間の平均からの百分率乖離により測定）。東ジャワや

バリ等の特定の地域では、非常に短期間の台風でも損失は更に大きく、1‐4月の収

穫期において18%損失していると言われている(Naylor et al., 2007)。コーヒー、ココ

ア、ゴム等の、所得創出効果の高い重要な作物も影響を受けている(FAO, 1996)。二

酸化炭素濃度が変化するように、これらの数値は不確かなものである。 

降水量の変動も水資源に負の影響を与える。水力発電や飲料水の供給量は貯水池か

らの安定的な供給に大きく頼っており、雨量の増減はこれらに悪影響を与えると思

われる。一方、混濁度が高い激しい降雨は、水処理施設に被害を与え、水質を汚濁

させ、水処理にかかるコストを増加させる（インドネシア政府、2007）。加えて、

降水量の変化は土地および森林火災が起こる可能性を増加させる。エル・ニーニョ

が起こった年には、火災により影響を受けた土地や森林の合計面積および温室効果

ガス排出量が大きく増加した。これらの火災によって、生態系が破壊され、河川流

域が汚染され、生物の多様性が損なわれ、大気汚染が深刻なものとなる。その結

果、人々の健康にも影響を与える。 

                                                 
13 気候変動によってエル・ニーニョおよびラ・ニーニャ現象がより集中的かつ頻繁に引き起こされて

いるのか、エル・ニーニョおよびラ・ニーニャ現象がより集中的かつ頻繁に起こることによって気候

変動が進行しているのかについて、証明できる根拠はない。しかし、これらの現象を観察することに

よって、気候変動によって起こりうる被害を把握することが可能となる。 
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海面上昇は生産性の高い沿岸部を脅かし、生計手段に影響を与える。気候変動によ

って、海水量が増加し、南極の氷原が溶けることにより、平均海水面が上昇する。

これは、低地に位置する沿岸部が、海水面の上昇だけでなく、潮位の上昇や嵐によ

っても影響を受けることを意味する。さらに、低地に位置する地方においては、米

やトウモロコシの生産が50から90%減少する可能性がある。予測される収穫量の減

少は、米、大豆、トウモロコシ生産者の財政上の損失を引き起こす。また、海面上

昇は、沿岸部や養魚池における魚や海老の養殖量にも影響を与えると思われる。気

候変動は、水資源、農業、生計手段、疾病に影響を与え、ジェンダー間の不平等を

拡大させる恐れもあり、今後も引き続き調査が必要である。 

全部で4,160万人のインドネシア人が平均海水面から海抜10メートル以内に住んでい

る。これらの人々は海水面の変化に最も影響を受けやすい（CIESIN, 2007）。ジャカ

ルタ、スマラン、スラバヤのような沿岸部の街は、人口密度が高く、最も懸念され

ている地域である。 

海水温の上昇は海洋生物の多様性に影響を与える。インドネシアの海洋において、

海水温は摂氏0.2－0.5度上昇すると言われている。インドネシアの50,000km²のサン

ゴ礁は、全世界のサンゴ礁の18%を占め、既に苦境に陥っている。1997－1998年の

エル・ニーニョ現象によって世界のサンゴ礁の16%に白化現象が引き起こされたと

推測されている。2000年の研究では、わずか6%のインドネシアのサンゴ礁が素晴ら

しい状態であり、24%が良好、残る70%が妥当もしくは悪い状態だと言われている

(John Hopkins University and Terangi, 2003)。 

気候変動は、水に起因するもしくは昆虫媒介性疾病を悪化させる。1990年代後半、

エル・ニーニョ現象およびラ・ニーニャ現象は、マラリア、デング熱、ペストの発

生と関係があると言われている。マラリアは高地において伝染しやすく、1997年パ

プワ州の標高2,103mの高原において初めてその存在が確認された (Epstein, et al., 

1998)。ラ・ニーニャが発生した年には、デング熱はより早く伝染し、過去より多く

の感染者が死亡している(インドネシア政府, 2007)。気候変動とこれらの疾病や健康

問題の因果関係はほとんど研究されておらず、IPCC第4次評価報告書（2007）による

と、異常気象により感染が増加したということを確実に確認出来るデータはほとん

ど存在していない。とはいえ、インドネシアにおけるこの課題に対する懸念は今後

も増加し続けていくと思われる。 

インドネシアにおける気候変動の経済的影響は大きく、非市場的な影響や壊滅的な

リスクは考慮しないとしても、平均GDP損失額は2100年までに2.5%に達すると予測

されている。インドネシアは、長い海岸線を有し、適応の能力が比較的低く、熱帯

雨林気候であることから、平均GDP損失額は世界のGDP平均損失額0.6%を4倍以上も

超えた額となっている(ADB, 2009)。もし今後何ら緩和策や適応策が取られない場

合、市場や非市場的な影響による平均GDPの損失額は2100年までに6%に達する可能
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性がある。壊滅的な事象が起こる可能性を考慮すると、平均GDPの損失額は7%にも

及ぶ。 

気候変動にしっかり適応することはそのコストを遥かに上回る。インドネシアにお

いて、農業や沿岸部の適応策にかかるコストは（主に防波堤の建設や干ばつや熱に

耐性のある穀物の開発）、2020 年までは年平均約 50 億米ドルである。一方、インド

ネシアにおいてそのような適応策におり回避された気候変動による被害として毎年

間発生する利益は、2050 年までの毎年発生するコストを超えるであろう。2100 年ま

でに、コストは GDP の 0.12%である一方、便益は GDP の 1.6%に達する見込みであ

る。 

資金調達  

インドネシアのような国々（「非附属書 I国」）は、気候変動問題対策のために他の

国から資金を借りるのではなく、先進国が気候変動問題に責任を持つべきであり、

緩和策や適応策のコストを負担するべきであると主張している。 

その一方で、気候変動政策のための外国からの資金調達は歓迎されている。例えば、

UNFCCC へのインドネシア第 2 次国家報告書は、気候変動政策のための資金源とな

りうる組織をリストアップしている。また、同報告書は、「国家予算による資金力

は限定的であるため、今後インドネシア政府は、気候変動に係る緩和策および適応

策を策定する国家の取り組みを促進するため、二国間・多国間援助だけでなく、国

内の資金源にも焦点を当て、様々な資金調達策を講じていく予定である。インドネ

シア政府は数々の資金調達の仕組みを気候変動対策の重要な手段であると認識して

いる。」と、述べている（環境省、 2010年、 p.186）14。 

しかし、同報告書は以下のように主張している（p.187）。 

「インドネシア政府は気候変動のための UNFCCC および ODA の資金調達メカニズ

ムの制度や手続きを適用する予定である。インドネシア政府は気候変動に係る優先

順位が高い分野における取り組みに対して、グラント資金から優先的に資金を融通

する。グラント資金が不十分である場合のみ、ローンが利用される。とはいえロー

ン資金の利用は気候変動に係る資金調達の最終的な代替策であるべきである。」次

の図は（図表 1-1）気候変動政策のための資金調達メカニズムを要約したものである。

しかし、下の図表は、CCPL に AFD が正式に参加する前である 2008 年初めに作成

されたものであり、このため、ドナーの中で JICAのみが出現している。 

 

 

                                                 
14

  出所：http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/indonesia_snc.pdf 
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図 1-1：インドネシアにおける気候変動政策のための資金提供（2010） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）*  追加的な既往の ODAコミットメントが資金源（ODA+） 

 **政府規則 No.2/2006, 気候変動プログラムローンの遵守 

出所：環境省、2010、p. 186. 

 

1.3. インドネシアにおける CCPL の支援ロジック 

インドネシアにおける CCPL とは何か？  

本報告書の定義では、CCPL は気候変動対策を支援するという目的を持ったローンで

ある。この種類のローンは一般財政支援の形態で実施され、国家に対して資金を拠

出するものである。その支援の原則は以下のとおりである。 

 資金分配の基準や条件付きディスバースメントが行われない、資金使途の限

定がない財政支援であるが、ポリシーマトリックスの効果的な実施を基盤と

した継続的な取組。 

 省庁の意思決定および予算手続きを統合することを目的に、ハイレベルの政

策対話や国全体の調整の重要性に焦点を当てた、省庁間の調整を支援する。 

 技術協力を伴うグローバルなモニタリング・評価システム。技術協力は別途

グラントの資金プロセスの下で実施される。 

二国間ドナー： 

  

日本（JBIC&JICA） 

英国（DFID） 

オーストラリア（AusAID） 

デンマーク（DANIDA） 

オランダ 

ドイツ（KfW&Gtz） 

ノルウェー 

カナダ（CIDA） 

スウェーデン（SIDA） 

国際機関： 

  

世界銀行 

ADB 

UNDP 

EC 

CDM： 

  

二国間、国際機関およびユニ

ラテラル 

資金ソース： 

グローバル資金メカニズム 

1. ODA*) 規則、規定 

二国間ドナー 

国際機関 

1. UNFCCC資金メカニズム 

GEF（コンベンション） 

特別気候変動基金（SCCF） 

適応基金（プロトコール） 

その他：GEF（非コンベンション） 

適応戦略重要基金（SPA） 

資源配分枠組み（RAF） 

インドネシア政府のメカニ

ズム** 

グラント 

  ローン 

1. セクター/プロジェクトロー

ン 

2. プログラムローン 

気候変動（現地）信託基金 

債務環境スワップ 
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インドネシア気候変動対策プログラムローン（ICCPL）のフェーズ 1は、インドネシ

ア最初の CCPL であり、3 カ年計画であった（2007‐2009 年）。インドネシア政府

の気候変動に係る政策改革をモニタリングし支援することにより、インドネシアに

おける気候変動緩和、適応、横断的課題に取り組み、それによって、気候変動によ

って生じるリスクを軽減するため、JICAおよび AFDが支援を行った。 

支援額は 3 年間で 19 億米ドルに達した（詳細に関しては、第 3 章のインプットに関

する項を参照）。ローンの条件は各ドナーによって異なる。例えば、AFD の場合、

利率 7%のソブリン・ローンである。JICA のローンは、グラントエレメントが 25%

以上の円借款である。 

図 1-2：気候変動対策に係るインドネシア国家計画に関する制度運営 

 

 

 

運営の観点では、図表 1-2で示されているように、インドネシアにおける CCPLはポ

リシーマトリックスを中心に実施されている。国家気候変動協議会（NCCC）および

BAPPENAS の下位組織は、気候変動対策に係る国家計画の方向性を決定している。

ICCPL はこの国家計画の一部であり、ポリシーマトリックスを通して運営を行って

いる。 

ポリシーマトリックスは、インドネシア政府とドナー間の議論の結果、3 年ごとに更

新され新しいものとなる。この更新により、指標の数は削減されたが（例えば、

2008年から 2009年まで 52から 28となった。）、量的な指標からより質的を重視す

る指標へと移行している。実際は、特に分野別の温室効果ガス排出に関して、測定

NCCC 
インドネシア大統領が

議長 

BAPPENAS 

CCPL 

政策マトリックス 

諮問委員会 

 議長は持ち回り 

 関係省庁および

ドナーが参加 

技術委員会 

 ポリシーマトリ

ックス資料のレ

ビュー 
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に関する方法論的問題が生じるため、量的な指標は妥当性が低くなってしまう。4 種

類に指標を分けた場合（規制・司法・法的指標15、オペレーション指標、研究・報

告・知識マネジメント、財務指標）、規制・司法指標やオペレーション指標が普及

していることがわかる（例えば、図表 1-3 において 2008‐2009 年のポリシーマトリ

ックスの指標が示されている。） 

図 1-3：指標の種類別配分 

指標の種類（2008-2009年のポリシーマトリックス） 

 

出所：筆者 

ICCPL の実施メカニズムは気候変動に係る国家計画に沿ったものであるが、ドナー

の関与が大きい。図表 1-4は、プロセスおよび権限について示している。これらは本

報告書の後半部分でさらに記述する予定である（3.2.2項）。 

 

                                                 
15 法律、政令等 

36%

35%

16%

13%

規制・法律面

運営面

調査/報告書

財政/予算
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図 1-4：インドネシアの CCPL の制度運営 

 

 

 

出所：筆者 

 

インドネシアの CCPL に関する支援ロジック  

既存の JICA の評価に係る資料によると、財政支援実施当初に期待された役割は以下

のとおりである。（1）後押し効果（手続きの迅速化および気候変動政策の主流化を

促す）、（2）シンボル効果（インドネシア政府が気候変動対策に取り組んでいるこ

とを内外に発信する）、（3）コーディネーション効果（国内外の組織間の調整）。

これらは、財政支援プロセスにおける政策対話、ドナー間協調、共同タスクフォー

スの組成のような取組から生まれた効果である。この全般的なアプローチは、当初

想定された影響の連鎖を明らかにするための、ロジカルフレームワークとみなしえ

る。それでも、i) いくつかの因果関係は実際よりも強調されている、もしくは逆に

取り上げられていない可能性がある、ii) 肯定的なものにせよ否定的なものにせよい

くつかの予期しない結果が起こりうる。より厳密に言うと、ポリシーマトリックス

およびその変化をたどることは、目的と因果関係を明確にするのに効果的である。

本評価は ICCPL の目的であるとみなされている成果に限定して着目している。

ICCPL は、インドネシア政府の気候変動政策の主流化に対する支援であるが、政策

の特定の分野に焦点を当てている。 

NCCCは気候変動に係る一般的な政策を策
定する 

諮問委員会: 

(i) 政策マトリックスのアクションの実施を
確保する 

(ii)ドナーとの気候変動政策の進化に係る対
話を確保する 

 

7 テーマ別作業グループ 技術委員会による政策マトリ

ックス指標のレビュー 

関係省庁およびドナー 

並行して、ドナーを代表して本プログラムのモニタリングに従事するチ

ームが JICAおよび AFDによってファイナンスされている 
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最後に、ICCPL のその他の決定要素、すなわちドナー側からの決定要素（ドナーの

特定の外交的、戦略的、経済的利益）は本調査において考慮されていない。一方、

ドナーがインドネシアにおける気候変動政策をどのように支援したかに焦点を当て

ているということを強調したい。 

支援ロジックに関する限り、ICCPL に携わるドナーは ICCPL 実施の様々な段階を説

明する際に異なる用語を用いている。JICA では、2007‐2009 年をフェーズ 1 とし、

2010‐2012 年をフェーズ 2 としている。2008 年後半に合意された当初のマトリック

スでは、2007 年が基本年であり、2008 年と 2009 年という 2 つの対象年度が示され

ている。2009 年に改訂されたものの、マトリックスには未だこの期間しか含まれて

いない。2010 年に世界銀行が参加し、マトリックスは 2010‐2012 年を含むことにな

ったため、これをフェーズ 2 としている。2011 年に改訂されたマトリックスは 2011

年および 2012 年のフェーズ 2 の残りのみを扱っており、諮問委員会において合意さ

れたにもかかわらず、最終版には含まれていない。本評価の実施期間中も、JICA は、

2011 年のポリシーマトリックスの各段階に関する進捗や達成状況に関してフォロー

している ICCPL モニタリングチームとともに、プログラムのモニタリングを継続し

て行っていた。 

AFD も将来の気候変動に関する支援に関心を持っているが、JICA によって使用され

ている用語であるフェーズ 1 およびフェーズ 2 は共有しておらず、ICCPL の期間は

ディスバースメントが実施された年である 2008‐2010年であると述べている。 

ICCPL 実施根拠の 1 つは、特に、2007 年の金融危機後に発生した世界的不況の影響

を緩和するために財政上の刺激を与える支援という点において、国庫収入を増加さ

せ、増加する負債に対応するため、インドネシア政府に対して、追加的な資金収入

を提供することが挙げられる。 

ICCPL のカバレッジについては、ICCPL の実施が進むにつれて、次第に詳述されて

きたが、JICA は、特に緩和や適応関連分野における政策上流の戦略、気候変動政策

に対するより良い理解や策定に対し、（JICA のフェーズ 2／下記参照）2010 年以降

多くの支援を行ったと認識している。JICA は、横断的な分野や主要な政策課題にお

いてより多くの優先順位を設けることが、フェーズ 1 からフェーズ 2 への決定的な

変化であると考えている。 
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第2章 ICCPLの評価：評価手法について 

インドネシアの CCPL の評価は、OECD/DAC の評価手法に基づいて行われた。この

枠組みは「財政支援評価・方法論的アプローチ」（以下、EBS16）と呼ばれる表題の

2012 年の資料において記述されている。このアプローチは、包括的評価フレームワ

ーク（CEF）および 3ステップ・アプローチに基づいている（EBS, p.3）。 

o 包括的評価フレームワーク（CEF）は、財政支援が行われている国

家全体のコンテクストに含まれる、もしくは互いに影響しあう、 5

つの分析レベル（財政支援のインプット、直接的アウトプット、誘

発されるアウトプット、アウトカム、インパクト）を用いて、財

政支援プログラムの効果に関する仮説的なシークエンスを定めている。 

o 3 ステップ・アプローチに関しては以下のとおり。i)ステップ 1は、財

政支援のインプット、直接的アウトプット、誘発されるアウトプット

（CEF の第 1，2，3 レベル）の分析。これらの 3 つのレベル間の因果

関係の分析を含む。ii) ステップ 2 は、ドナーが財政支援を通して支

援・促進した、政府の政策、戦略、支出活動に関するアウトカムとイ

ンパクトの分析。政策インパクト評価手法を通した、それらのアウト

カムやインパクトの主要決定要因（CEF の第 4，5 レベル）の特定。

iii)ステップ 3 は、ステップ 1 およびステップ 2 での結論を統合・比較

することを通じ、ステップ 2 で特定されたアウトカムおよびインパク

トを生み出した、政府の政策、戦略、支出活動に対する財政支援の貢

献に関する分析。 

CEF の第 1 レベルは、資金的貢献、技術協力、政策対話を含む財政支援インプット

である。第 2 レベルは、主に、外国からの援助、国家予算、政策プロセスにおける

関係性の向上による、財政支援の直接的アウトプットである。さらに、CEF の第 3

レベルは、公共政策の質、公的セクター機関の強化、公共支出の質（資源配分の効

率や経営効率の向上）が所期の通り肯定的に変化し、結果的に公的サービスの提供

が改善されるなど、誘発されるアウトプットである。第 4 レベルは、財政支援プロ

グラムのアウトカムである。これは、政府の政策管理やサービスデリバリーの改善

によって、事業利用者および経済主体等の最終受益者段階において期待される肯定

的効果のことである。最後に、最終レベルは、財政支援のインパクトである。これ

は、プログラムにおいて定められた課題や優先事項において見込まれる肯定的なイ

ンパクトであるべきである。 

                                                 
16

 
http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/Methodological%20approach%20BS%20evaluations%20Sept%202
012%20_with%20cover%20Thi.pdf 
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しかし、我々の知る限り、この一般的な枠組みは主に低所得国（LICs）における貧

困削減のための一般財政支援（GBS）を評価する際に使用されてきた。本報告書

Appendix1 において、中所得国（MICs）に対して支援された CCPLs と、貧困緩和の

ため LICs に支援された「標準的な」一般財政支援（従って、以下、SGBS）の評価

の差異に関する一般的な影響について記述する。本章は、インドネシアの CCPL に

適した評価の枠組みを構築するための、これらの考察をふまえたものである。 

本報告書において考慮した主要な点は以下のとおりである。 

1) 評価手法に影響を与える SGBS と CCPL の主な違いは、MICs の国際金融市場

に対するアクセスである。LICs はこれらの市場へのアクセスができないこと

から、公的機関から資金を借り入れるか、グラントに依存せざるを得ない。 

a) インドネシア政府は ICCPLを通して調達した資金を市場から直接借り入れ

ることが可能であるため、MICs の場合は、反事実的な状況を具体的に特

定することは困難である。インドネシア政府が強力に気候変動の緩和・適

応に関わっていれば、ICCPL を通して借り入れた資金なしでも同様の政策

を実施出来ているはずである。しかしこの点は議論の余地があるところで

ある。即ち、インドネシア政府にとって、気候変動が最優先課題であると

しても、公共支出を増加させることによって、債務持続可能性を危険にさ

らすことは同政府は必ずしも望まないかもしれないからである。 

b) また、この理由から、ICCPL の「インプット」を明確に記載することは困

難である。標準的な場合、資金は主なインプットとなりうる。加えて、標

準的な場合、財政支援は、主に行政の活動（教育、保健）におけるサービ

ス向上を目指している。これは、気候変動の緩和・適応に関しては部分的

に一致するのみである。 

c) しかし、MICs は金融市場からの借り入れが一時的には困難、あるいは高

い利率での市場アクセスを行う場合もある。したがって MICs に対して、

譲与的融資や、先進国の市場の利率に近いローンを貸し付けることは強み

となりえる（ICCPLの「インプット」）。 

2) 他の違いは、支援された政策の「質」に関する評価である。CCPL は、インド

ネシア政府の気候変動政策の支援を目的としている。評価の設問は、いつド

ナーはこの政策を「妥当性がある」と判断したのか？である。SGBS の場合、

主な基準は、IDA や IMF によって支持された貧困削減戦略の存在である。

ICCPL の場合、このような枠組みは存在しないため、ドナーは、ケース・バ

イ・ケースで、（AFD が「容認できる」と表現したように）なぜ政策に妥当

性があると判断されたのか正当化しなければならない。ほとんどの目標は

「現状のまま対策を講じない場合」のシナリオ（BAU）に対して設定されて

いるため、このシナリオの作成方法は何にもまして重要である。これらの困

難を克服するために、AFD の気候変動運営戦略の定義やモニタリングを担当

する局は、「容認できる」政策の概略を描くことを試みた（Appendix 1 の囲
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み A1-1：を参照のこと）。JICA のアプローチは異なっている。確かに、把握

している限りにおいては、適格な気候変動政策と考えられる政策を特定する

ための事前基準は設定されていない。その代わりに、インドネシア政府によ

って実施され、共通のポリシーマトリックスを生み出す気候変動政策を特定

するため、JICA は日本政府の基準に基づいてインドネシア政府と議論を行っ

た。これらの原則は、エネルギー効率を高めることによって温室効果ガス削

減を目指す「クールアースパートナーシップ（2008）」のようなポリシース

テートメントにおいて示されている。（当時の首相にちなんで名づけられた）

「鳩山イニシアティブ」は、革新的な仕組みを作り、低炭素技術移転を促進

することに重点が置かれた。 

3) 一般財政支援においては関係者がトリガー17を重点的に取りあげているが、

ICCPL の場合は明確なトリガーがなく、評価が困難である。さらに、トリガ

ーは多くの場合受け入れ国の財務省が関係省庁にプレッシャーを与えるため

の方策として利用され、トリガーとして用いられるベンチマーク策定に至る

努力は、インプットとアウトプットのリンクを示すために用いられている。 

4) （少なくとも AFD にとって）ICCPL は、複数年実施される技術協力プログラ

ムを支援する 3 つの連続する年次ローンである。これは、通例複数年にわた

って実施される SGBS とは異なっている。標準的な OECD の評価枠組みは、

ICCPL 支援の漸進的な発展パターンを考慮に入れていない。SGBS の場合、プ

ログラムは通例最初から規定されている。 

5) マクロ経済と公共財政管理（PFM）に係る改善は多くの場合持続的成長や貧

困削減に必要不可欠であるとみなされている。しかし、ICCPL の場合はマク

ロ経済にある程度影響を及ぼしているかもしれないが、これはあてはまらな

い。 

6) 最後に、インドネシア政府の ICCPL のオーナーシップは高いため、評価は困

難であった。ICCPL のインプットを通した外部からの影響力はほとんど言及

されておらず（否定さえされている）、それらを調べることは困難であった。 

2.1. 包括的評価フレームワーク 

これらの制約のため、CEF は CCPL のために修正される必要がある。次のページの

図表（図表 5）はインドネシアにおける CCPL に適応した標準的な CEF に関して示

している。しかし、この CEF は、理論的であり、財政支援のインプットから（イン

ドネシア政府の政策における）インパクトまで全体的な影響の連鎖を考慮してイン

ドネシアの CCPLという特殊なケースに標準的な CEFを適応したものに過ぎない。 

この図表において、前述した CEF の 5 つの分析レベルが考慮されている。図表にお

ける矢印は、インプットによってどのようなアウトプット、結果、インパクトが生

                                                 
17

 ここでは、トリガーとは、測定された価値がこの基準点を上回るもしくは下回っているとき、資金

供与を自動的に止めるような指標を意味している。 
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じうるかを示している。底の線は、インパクトが財政支援におけるインプットだけ

に依拠しているわけではなく、政府の他の政策、ドナーの他の介入、一般的な環境

のような、その他の事情にも依拠していることを示している。 
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図 2-1：インドネシア CCPL に適用した CEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：筆者 

財政支援評価の標準的アプローチは、CEF の 5 つの分析レベルを考慮に入れている。

第 1 レベルから第 3 レベルは、ドナーとインドネシア政府間の関係を説明しており、

第 4 レベルから第 5 レベルは、ICCPL によって支援されたインドネシア政府の政策

のアウトカムとインパクトを説明している。ICCPL の場合、（考慮されている成果

もあるが）第 4 レベルおよび第 5 レベルは ICCPL に含まれていないため、これらを

考慮することは困難である。ICCPL は、より良い政策の策定やその実施により、イ

ンドネシア政府はインパクトレベルの目標を達成することが可能となると想定して

いる。 

政府の政策および支出活動（戦略） 
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アウトカム インパクト 

政府の政策へのインプット(ICCPL) 
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CCPLと SGBS 間では、ステップ 1およびステップ 2においてはあまり多くの違いは

ない。これらステップにおける、標準的な評価手法からの乖離は、主に CCBS の資

金面以外のインプットに焦点を当てている点である。インドネシアの場合、CCPL は

主に政策対話の実施、調整に関する枠組み、および技術協力の手段として重要であ

る。公共支出の財源として貢献する SGBS のように（SGBS なかりせば当該貢献はな

かったであろう）、ICCPL の資金的なインプットはそれ自体が重要というわけでは

ない。 

財政支援がインドネシア政府の政策支援を目的としているように、ステップ 2 にお

いて評価されるアウトカムとインパクトは、インドネシア政府の政策に係るアウト

カムとインパクトである。これは、提案された CCBS の CEF において反映されてい

る。それにもかかわらず、CCBS の最重要目標は、温室効果ガスの排出に継続的にな

影響を与えることであり、受益国の中でも特に影響を受けやすい人々が、気候変動

に対する回復力を強化することである。この理由により、評価を有益なものとする

ためには、CEFに記載されているように、CCBSの影響が、「根本的な」インパクト

に対して明らかにリンク付けられているとの確信を有する必要がある。 

SGBS の場合、ステップ 3 における主なリンケージの多くは資金的なものである。誘

発されるアウトプットがアウトプットおよびインパクトをどの程度向上させるかと

いう評価を試みている。これは、資金がファンジブルであるため評価は難しい。高

度な技術を用いたとしても、ある成果を、特定のインプットや財政支援に帰属させ

ることは不可能である。 

2.2. インドネシア CCPL における評価手法 

提案された評価手法は、標準的な DAC の評価アプローチを基に作られているが、イ

ンドネシアにおける CCPL 評価においては広範過ぎるものであった。標準的な方法

に基づいて、レベル 4（アウトカム）およびレベル 5（インパクト）はプログラム策

定当初から後の評価枠組みにおいて明確に考慮されている。ステップ 1 において関

係ドナーによる支援とインプットのリンクを取り上げ、ステップ 2 において政策の

評価について取り上げている。 

例えば、エネルギー補助金の場合、標準的な評価方法は（直線的に示すと）以下の

通りである。 

1) 当該分野（資金、政策対話、技術協力）におけるカウンターパート（CP）の

インプットを特定する（ステップ 1） 

2) 政策変化に対する CP の貢献を特定する（技術協力および政策対話はインドネ

シア政府の「ロードマップ」の策定に貢献したか？）（ステップ 2.1） 

3) インドネシア政府により決定が行われたと仮定した場合（これは事実ではあ

るが、ICCPL 完了後のことである。）、この決定によって、補助金が支払わ
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れたエネルギーの消費が減少したのか。また、この決定によって、補助金の

金額は減少したのか。（ステップ 2.2） 

4) この決定によって、温室効果ガスの排出量は減少したのか。（ステップ 2.3） 

5) CP のインプットはこれらのアウトカムやインパクトを達成するために重要な

ものであったか（補助金の減少、補助金が支払われたエネルギー消費の減少、

温室効果ガス排出量の減少）（ステップ 3） 

典型的な財政支援においては、アウトカムやインパクトの指標は、部分的に CP が資

金供与を行った政府戦略（調査、情報システム等）をモニタリングすることによっ

て抽出される。これらの指標はポリシーマトリックスにおいて、一部トリガーの指

標としても利用される。 

世界的に標準的な BS は、政府の政策だけではなく、その実施を支援し、目標とする

政策のアウトカムとインパクトの達成に貢献することを目的としている（例えば、

就学率向上がアウトカムにあたり、貧困削減がインパクトにあたる。）。ICCPL の

場合、ICCPL の唯一の目標はインドネシア政府の政策支援であり、成果とのリンケ

ージは明確ではなく、政策実施に及ぼしたインパクトは限定的である。CCPL は、ポ

リシーマトリックスに要約された、ポリシーアクションの形を取ったときにのみ、

実施面に影響を与えた。図表 6はこの違いについて解説している。 

「アウトカム」と「成果」の意味が曖昧であるため、本評価において混乱が生じや

すい。インドネシア CCPL では、「アウトカム」と「成果」はインドネシアの政策

への支援という観点において論じており、これらの政策の成果という観点から論じ

ていない。伝統的な CEF アプローチは、このように財政支援を狭義に捉えていない。

本件アプローチにおける「アウトカム」と「成果」は、財政支援によって支援され

た政策のアウトカムと成果を示している（Appendix I における標準的な CEF を参照

のこと）。 

ICCPL にて採用された CEF（上記を参照）は、（政策のアウトカムや成果により着

目した）標準的な枠組みの応用である。例えば、CEF におけるアウトカムは（より

良い法律の施行による非合法な森林伐採や、補助金削減に係る政府の決定によるガ

スやディーゼル消費の減少のように）通常ではない慣例を減らすことである。イン

パクトの例は、BAUシナリオと比較した、温室効果ガス排出量の減少である。 
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図 2-2：ICCPL と財政支援における標準的アプローチとの目的の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドナーの内部文書に示されているように、ICCPL の主要目的は、気候変動に係る課

題に対処するためのインドネシアの幅広い取り組みを支援することである。これら

は、温室効果ガス排出量を削減し、気候変動に係る適応性を向上させることを目的

とした主要な政策改革を含んでいるが、これらの政策のアウトカムやインパクトを

含んでいない。気候変動政策の主流化は期待された最終的なアウトカムやインパク

トをもたらすであろうと想定されている。ICCPL のポリシーマトリックスは、アウ

トカムやインパクトに関する指標を含んでいない。こうしたことから ICCPL は、

（標準的な財政支援とはちがって）第 4 レベルおよび第 5 レベルの評価を可能にす

る情報がほとんど網羅されていない。 

インドネシアにおける CCPL のスコープの限界に関して、本評価の ToR において、

以下のように示されている。「評価の全般的な目標は、ICCPL のフェーズ１がが、

インドネシア政府の気候変動戦略の策定・実施において、インドネシア政府に対し

てどの程度「意味」を与えることにに成功したか、また、気候変動関連の課題に関

する持続的なアウトカムやインパクトを発現させるため、政策、戦略、公共支出の

効率性や有効性をどの程度向上させたか評価することである。」 

したがって、本報告書においては、評価に関する課題を取り扱うとともに、標準的

な評価手法におけるステップ 1およびステップ 2を重点的に取り扱う。 

政策 実施 成果 

財政支援の標準的 

アプローチ 

CCPL 
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しかし、インドネシア政府政策の「最終的なインパクト」と呼べるものに対して、

マクロ経済および緩和や適応に関する観点から、可能な範囲で追加的な分析を行っ

た。 

2.3. 評価質問 

前述した差異などにより、CCPL の場合は、標準的な評価質問を修正（もしくは制限）

する必要があった。以下、国家レベルの財政支援実施を評価するため、OECD/DAC

の評価ネットワークによって作成された枠組みに基づき、ICCPL の事例に適した、

評価質問を提示する。 

ステップ 1：インプット、直接的アウトプット、誘発されるアウトプット 

インプット 

ここでは、財政支援融資、（ICCPL に直接的に関連する）技術協力、政策提言等、

ICCPLに関する様々なインプットに関して分析する。 

1. どのようなインプットが行われたのか、また、実際に行われたインプットはどの

程度期待された ICCPLのインプットに合致しているか？ 

 詳細：ここでは、財政支援融資、（ICCPL に直接的に関連する）技術協力、

政策提言等、ICCPL に関する様々なインプットや政策対話を分析する。分析

は、実施の背景だけではなく、インプットのレベル、条件、分野、金額を含

む。 

2. ICCPL はインドネシア政府の気候変動対策・緩和に係る国家政策および戦略と整

合的か？ 

 詳細：ここでは、インドネシアにおける気候変動戦略およびドナーの開発戦

略に対する、ICCPL の実施前および実施の際における政策の一貫性および妥

当性を評価する。抽出された分野における妥当性および関心項目も分析する。 

3.  ICCPLの制度デザインは国家の政治・経済・制度的な文脈にどの程度整合的か？ 

 詳細：この設問によって、インドネシアの政治・経済・制度的背景に則して

して行われた、インプットや、公共支出管理のモニタリングメカニズムの制

度に関する分析を行う。インプットおよびモニタリングメカニズムの採用過

程で実施されたリスク分析に焦点を当てる。 

直接的アウトプット： 

以下は、政府開発援助（ODA）への ICCPL の直接的な効果に関する分析を行うため

に考案された質問である。 

4. ICCPL は、国家予算への外部の資金提供の効率性向上および援助資金フローに関

する予測可能性の向上に、どの程度貢献したか？ 
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 詳細： ODA への ICCPL の直接的な影響に関する分析を行なうために考案さ

れた質問である。 

5. ICCPL は、気候変動に係る政府の戦略や優先事項を重点的に取り扱う政策対話の

グローバルな枠組み策定にどの程度貢献したか？ 

 詳細：これらの質問は、ICCPL に伴う政策対話実施が適切であったことを検

証し、ICCPL が政策対話の一般的枠組みの設定に貢献できるか調査し、部門

別・地方政府を含む関係者の大部分を包含することを意図している。さらに、

対話のための一般的な枠組みがインドネシア政府の戦略および優先事項に焦

点を当てているかについて分析を行う。このような枠組みの設定は、ICCPL

の有効性や効果の持続可能性にとって重要であり、ICCPL 実施における効率

性のレベルを反映するものである。 

6. ICCPL は、インドネシア政府の優先事項に焦点を当てた戦略的かつ資金面以外の

インプットにどの程度貢献しているか？ 

 詳細：この質問は、ICCPL の導入や ICCPL に伴う新たな政策対話によって、

資金投入以外のインプットのニーズの分析を行い、資金面以外のインプット

が政府の優先事項に焦点を当てたより戦略的なものとなっているか調査する

ものである。 

間接的アウトプット： 

7. 気候変動対策に係る政策および実施の質は ICCPLによってどの程度向上したか？ 

 詳細：政策過程の改善だけではなく政策策定や実施に対して、ICCPL が与え

た間接的影響について分析する。 

8.ICCPL は気候変動対策の政策に関する公共支出の特定にどの程度貢献したか、ま

た、気候変動対策関連の公共支出にどのような影響を及ぼしたか？ 

 詳細：この質問は、気候変動対策に係るインドネシア政府の戦略に対応して

公共支出が増加したかどうか、資金分配に関してどのような影響があったか

を調査するものである。 

9.ガバナンスや民主的な説明責任はどの程度強化されたか？ 

 詳細：公共支出における制度および透明性向上に係るインセンティブは、

ICCPLによってどの程度強化・向上したか分析する。 

ステップ 2：成果およびインパクト 

成果 

10. ICCPLはマクロ経済環境に変化をもたらしたか？ 

 詳細：ここでは、ICCPL のマクロ経済面での影響について再確認し、インド

ネシアにおける含意について考察する。 
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11. ICCPLのインプットは気候変動対策に係る課題の主流化に貢献したか？ 

 詳細：様々な ICCPL のインプットによる、気候変動対策に係る課題の周知の

度合いや意識面での主な成果について分析する。 

12. ICCPLの直接的成果はどのようなものであったか？ 

 詳細：この設問によって、ポリシーマトリックスによって定められた活動を

通した、ICCPLの直接的成果に関して分析する。 

インパクト 

13.気候変動対策に関する変化はどの程度であったか？これらの変化は、政治的な手

続きもしくは行政面での手続きに関する変化に関連しているか、またはその他の外

部要因・内部要因と関連しているか？ 

 詳細：前述の成果にリンクしているであろう変化を特定する。 

14. 企業、地方政府、その他機関の気候変動対策政策への取り組みにはどの程度変

化が見られるか？ 

 詳細：ICCPL によって影響を受けたであろう、その他の主体の活動に関する

変化を分析する。ICCPL に直接的には関わっていない多くの主体は、ICCPL

のプロセスを明確に理解していないと思われるため、成果を正確につかむの

は困難であると思われる（全ての ICCPL 資料が公開されているわけではな

い）。とはいえ、恐らくこれらの主体は、ICCPL が支持する公共政策につい

て認識はあるであろう。 

15. ICCPL によって引き起こされたプロセスや成果はどの程度持続可能性がある

か？ 

 詳細：オーナーシップや潜在的な観点から、ICCPL のアウトプットの持続可

能性を分析する。 

ステップ 3：誘発されるアウトプットおよび成果 

ステップ 3 では、これまでの回答並びにステップ 1 およびステップ 2 のリンク付け

を試みる。ここでの設問は以下のとおりである。「ICCPL の成果はどのようなもの

であったか？気候変動政策の実施において、ICCPL の成果であると明確に認識でき

る変化はあったか？」 

加えて、以下の設問への回答も試みる。 

i) プログラム融資は、気候変動政策分野における成果を達成するために最適

な方策であったか？ 

ii) ICCPL の対象レベルは成果を達成するために全体として適切なものであっ

たか？ 

iii) ICCPL は、全体的もしくは部分的に、他の国々において実施されるべき

か？また、どのような状況において実施されるべきか？ 
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2.4. 情報源 

情報は主にインドネシア政府職員やドナーより提供された（以下のリストを参照の

こと）。想像されるとおり、各組織は独自の行動指針を有しており、全ての組織が

ICCPL への肯定的ではない側面に関する情報提供をしたわけではない。この理由か

ら、当該関係者の回答が公式見解と異なる場合には、市民社会やメディアから提供

された情報を用いた。決してこれらの代替的な見解が正しいというわけではないが、

これらの見解に関する差異の背景には何らかの問題が存在する可能性がある。この

差異に対処するためには更に第三の情報源にも当る『三角測量』が最善の方法であ

るが、実際にこれを実施するのは非常に困難であった。 

更なる問題は、入手可能な文書から、インドネシア政府によって実施された政策の

成果やインパクトに関する情報をほとんど得ることが出来なかったことである。

ICCPL のこのような側面が評価において考慮されない場合、これは大きな問題とな

る。 

本評価において使用された様々な情報源を以下の通り列挙する。 

 GoI による資料：UNFCCC へのインドネシア国家報告書、Thamrin (2011)、イ

ンドネシア国気候変動ロードマップ、RAN-GRKおよび RAD-GRKに係る文書 

 報告書：IGESおよび GG21モニタリング評価報告書、第 1次 ICCPL評価報告

書、世界銀行終了報告書兼評価報告書、TAに係る覚書 

 内部文書：SC に係る議事録およびプレゼンテーション、AFD に係る役員会へ

対する覚書 

 聞き取り調査：14名（AFD、JICA、GoI職員） 

 その他の関連文書、Hein (2013)、Pumomo (2013) 

2.5. 結論 

ICCPL における財政支援評価は、OECD/DAC の標準的な 3 ステップアプローチに基

づいて行われるべきである。とはいえ、低所得国における貧困削減を目的とする標

準的な一般財政支援に係るアプローチと、気候変動の緩和や適応を目的とする

ICCPL 間の差異を考慮する必要がある。主な差異は、SGBS の場合は投入資金がアウ

トカムや成果に直接的に影響を及ぼすということであるが、その他の重要な差異も

存在する。この理由から、評価デザインや評価に関する設問が導入されるべきであ

る。 

加えて、インドネシアにおける CCPL の場合、評価は、ドナーが支援する政府の政

策やその実施の一部の分析に限られたものであった。本評価はこれらの政策のアウ

トカムおよびインパクトについては取り上げていない。 
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本報告書の残りの章では、この限定的な評価手法をインドネシアにおける CCPL に

当てはめた。そして、この取り組みの教訓を導き出すとともに、この方法論を CCPL

の評価に適用させることの限界を示す（本報告書の限界に関しては、6.3 項を参照の

こと。3 ステップ・アプローチを気候変動に係る課題に適用させるという一般的な方

法論的課題に関しては 6.4項を参照のこと）。 

第3章 ステップ 1：インプット、直接的および

誘発されるアウトプット 

ステップ 1 では、ICCPL プログラムにおける、ドナーによるインプットや、ドナー

からの支援とインドネシア政府の予算や政策プロセス間の関係についての直接的な

影響を評価することを目的とする（公共支出、各省間の調整のプロセス、インドネ

シア政府や関係省庁における気候変動課題の主流化、ドナーの援助協調および調整

に関する、制度的もしくは財政上の枠組みを含む）。加えて、資金面および制度上

の国家計画に係る変化への誘発される効果についても分析を行う。 

3.1. インプット 

3.1.1.  どのようなインプットが行われたのか、また、実際に行われたインプ

ットはどの程度期待された ICCPL のインプットと整合的か？ 

財政支援  

本評価は 2008‐2010 年に実施された ICCPL を対象とするが、ICCPL は、3 年間のト

ランシェディスバースメントを含む単一ローンではなく、、2008‐2010 年には AFD

および JICAが、2010年は世界銀行が供与した一連の個別のローンであり、これらの

ローン全体がインドネシアにおける CCPL18を構成している（図表 5参照）。 

借款契約は、毎年、各組織において、気候変動の様々な分野における政策改革に関

する活動や重要なステップを含む共通のポリシーマトリックスや指標のマトリック

スを参照している。これらは、関連ドナー間や政府とのの合意を得たものであり、

借款契約の一部を構成するものであるが、資金供与の条件ではない。マトリックス

におけるパフォーマンス指標の達成は、それ自体が資金供与の条件ではない。むし

ろ、前年のローンで合意された前年の指標19達成へ向けた良好な進捗があったとする

モニタリング評価の完了、および当期や次年度の指標に関する合意の達成をもって、

資金供与が行われた。 

                                                 
18

 2010年、世界銀行による支援は、インドネシア国際 CCPLとして知られている。 
19

   英語版マトリックスでは‘indicators’ではなく. ‘indications’とされている。  
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表 3-1：ICCPL‐ドナー別融資金額（単位：百万米ドル） 

資金供与年 JICA AFD 世界銀行 合計 

2008 300 200  500 

2009 300* 300  600 

2010 300 300 200 800 

注： 

JICA資料では、2007‐2009年が供与対象年であり、CCPLフェーズ 1は 2007-2009をカバーしてい
る。AFDの資料では暦年ベースで 2008‐2010年に資金供与を行っている20。 

加えて、JICAは本件財政支援と関連づけて 1億米ドルの緊急財政支援を供与している。 

 

                                                 
20

  ドナーによって会計年度が異なることから、対象年の違いが生じている。2001 年、インドネシア

は、会計年度を、4 月‐3 月から、1 月‐12 月へ変更した。日本の会計年度は 4 月－3 月であり、フラ

ンスは 1月‐12月である。一方、世界銀行は 7月－6月を適用している。 
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表 3-2：ICCPL ディスバースメントスケジュール 

暦年 

借款契約 ディスバースメントの条件 
ディスバース

メント   合意された指

標 

諮問委員会 
モニタリング 

2008 2008年ロ

ーン 

2007‐

2009年

マトリ

ックス 

4・5月提

案、11月合

意 

SC1 14/11 2007‐2008年

の指標に関し

て 9月から開

始 

2007年のモニ

タリングに対

して 11月実

施、2007-2009

年のマトリッ

クスに関して

合意 

2009 2009年ロ

ーン 

2008‐

2009年

最新マ

トリッ

クス 

5月提案、11

月までに合意 

SC2 12/2 

SC3 20/5 

SC4 25/11 

2008年の指標

に関して 2・3

月から、2009

年の指標に関

して 9・10月

から開始 

2008年のモニ

タリングに対

して 12月実

施、2008-2009

年のマトリッ

クスに関して

合意 

2010 2010 loans 

2010年ロ

ーン 

2010‐

2012年

マトリ

ックス 

5月合意 SC5 24/3 

SC6 23/11 

2009年の指標

に関して 2・3

月から、2010

年の指標に関

して 9・10月

から開始 

2009年のモニ

タリングに対

して 6月実

施、2010-2012

年のマトリッ

クスに関して

合意 

2011 2011年合

意した

が、署名

されず 

2011‐

2012年

修正マ

トリッ

クス 

 

5月合意した

が、署名され

ず 

SC7 5/7 2010年の指標

に関して 2・3

月から、2011

年の指標に関

して 9・10月

から開始 

ディスバース

メントなし 

2012 合意なし マトリ

ックス

なし 

政府のマトリ

クス 

5月/6月 

SC8 2/11  2011年の指標

に関して 7・8

月より開始 

ディスバース

メントなし 

注：ICCPL 諮問委員会は、モニタリングミッションの結果を見直し、今後のプログラムや指標に関し
て議論するため、通常 11 月に開催。そして、次回のモニタリングミッションのタイミングを承認
し、当該年に提案されているマトリックスに合意するためするため、翌 3月に開催された。 

 



44 

 

技術協力  

技術協力は、財政支援の評価において、OECD の手法アプローチではインプットと

みなされている（第 1 章参照）。しかしながら、特定の技術協力プログラムが、

ICCPL プロセスの成果とみられる場合、当該技術協力は直接的アウトプットとみな

される。ここでは、単純明快に分かりやすく示すため、ICCPL に関する全ての技術

協力プログラムを列挙する。「直接的アウトプット」の項においては、ICCPL から

派生した技術協力プログラムを明示する。 

ここでは、技術協力を「CCPL パッケージ」の一部としてみなしているにもかかわら

ず、技術協力は別のプログラムであり、CCPL とは異なるツールであるということを

言及する必要がある。なお、技術協力はグラント支援である。 

技術協力に対する AFD と JICA のアプローチは、幾分異なっている。AFD において

は、技術協力は当初のパッケージ21の一部であり、主に、マトリックスのモニタリン

グに充てる短期間の技術協力を含む、（林業やエネルギーのような）対象分野向け

であるとみなされている。主要な AFD の技術協力プログラムは、BAPPENAS（林業

分野に関連する横断的課題）、セメント産業、林業省（小規模な植林のための小規

模なグリーン・カーボン・マーケットに関するフィージビリティ・スタディや、土

地利用計画支援のためのツール）において、実施されている。 

他方、JICA では、当初のパッケージには、CCPL のモニタリングに係る技術協力が

含まれていたが、気候変動対策に係る政策、必要な措置、更なる協力スキームを実

施するための問題を抽出することも目的としていた。これにより、JICA は、

BAPPENAS と協議し、大規模な技術協力プロジェクトである、インドネシア国気候

変動対策能力強化プロジェクトの実施を実現した。 

技術協力は ICCPL の資金面と密接に関連しているわけではない。ICCPL のディスバ

ースメントは、毎年実施されており、技術協力は複数年にわたり実施されている。

技術協力は ICCPL（ローン）ではなく、個別のグラントである。これは、ドナーが

単に技術協力の継続を正当化する目的で ICCPL の資金供与を行っているのではない

かとみなされる恐れがあり、困惑を招くものである。JICA の場合、技術協力プログ

ラム22は ICCPLが終了した後も継続して実施されている。 

                                                 
21

 AFD および JICA は CCPL の下での技術協力は供与しなかったが、別途グラントにて支援を行った。 
22

 しかしながら、JICA の地域部は、技術協力は気候変動の主流化のためのインドネシア政府の能力開

発を目的としているため、CCPL とは異なっており、実施期間という観点から必ずしも CCPL と緊密

に関連し実施される必要はないと考えている。従って、技術協力の複数年にわたるアプローチは、当

該目的の達成のためには不可欠である。 
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政策対話  

政策対話は 2 つの異なる構成要素を有している。第一に、インドネシア政府の政治

的なコミットメントを促すことを目的とするハイレベルでの政策対話である。第二

に、政策の質の向上を目的とする技術対話である。 

ハイレベルの政策対話は、（関係省庁や地方政府職員の半数を含む）インドネシア

政府代表団の日本への公式訪問だけではなく、フランスの立場からは、気候変動交

渉フランス大使のような気候変動に係る高官との議論も含んでいる。副大臣レベル

の政策対話は、ICCPL 諮問委員会において実施された。これらの対話は、インドネ

シアの政党の積極的な気候変動対策への関わりを示唆しているため、本報告書にお

いて、誘発されるアウトプットとみなした（以下参照）。 

技術的な政策対話は、主にモニタリング並びに運営委員会の準備段階およびフォロ

ーアップ段階において実施された。ポリシーマトリックスにおいて示されている優

先事項を中心課題とし、行われた。 

ICCPL の資金のインプットはインドネシアの財政上のニーズを踏まえて決定されて

おり、技術協力プログラムは省庁の支援へのニーズに応えるため策定されている。

加えて、政策対話は、様々な形式をとっており、周知度の向上や高度な専門性の関

与といった点においてインドネシア政府の期待に応えている。 

3.1.2. ICCPL は気候変動対策・緩和に係る国家政策および戦略と整合的か？ 

気候変動対策に係るインドネシア政府の戦略と ICCPL の一貫性についてみていくす

るとともに、気候変動対策におけるドナーの立場との一貫性についても分析する。 

ICCPLは気候変動のインパクトを管理するという政府の目的、特に、2007 年 12 月に

開始した「気候変動のための国家行動計画」を支援するために策定された。主要な

特徴は温室効果ガスの排出削減にある。インドネシアは温室効果ガス排出量に関し

て世界第 3 位であり、その多くは不十分な林業経営や土地利用変化により排出され

ている。また、排出量は下がるが、エネルギー利用も温室効果ガス排出の要因の一

つである。 

融資契約に添付されているポリシーマトリックスは、ディスバースメントの適格性

を評価する基盤を形成しており、「国家行動計画」における活動の実施も含んでい

る。気候変動問題を管理する上でのこれらの措置の実施と引き換えに、ICCPL は気

候変動対策活動には必ずしもリンクしない、国家予算への支援を行い、政府の財政

強化に貢献した。 

この一般的な政策枠組みにおいて、ICCPLの目的は以下のとおりである。 
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 インドネシアの温室効果ガスの排出抑制。林業、土地利用変化、エネルギー

（再生可能エネルギーの利用、エネルギー効率の向上）、運輸等、温室効果

ガス排出の大部分を担っている分野における政策策定および実施の支援を行

うもの23。 

 主要分野における気候変動への適応に関する取り組み。（災害リスクマネジ

メントを含む）気候変動の影響に係る対策や緩和を行い、農業、漁業、水資

源管理における経済開発、経済成長、効率性向上を支援するための新たな機

会を利用するもの。 

 インドネシア政府のマクロ経済政策、財政政策、セクター政策における気候

変動課題の主流化に関する横断分野。京都、コペンハーゲン、カンクンにお

ける取り組みや、他の分野の戦略を含む気候変動ロードマップの、国家開発

計画への取り込み。（気候変動緩和基金24を通した調達資金を含む）気候変動

対策のための資金調達や調達資金の管理。 

 

ポリシーマトリックスにおいて扱われている分野は、BAPPENAS や関係省庁との対

話に基づいて選定されている。また、イエローブック（国家開発計画：インドネシ

アの気候変動への対応）、国家中期開発計画、インドネシア気候変動ロードマップ

（ICCSR）など主要な政策文書において特定されている国家優先課題に基づき、選

定されている。これらの全ての文書は、温室効果ガス排出のための適切な活動やイ

ンドネシアにおける適応に関する活動を記載し、気候変動国家行動計画から 5 カ年

中期開発計画 2010‐2014 へ橋渡しをするとともに、2030 年までに今後の開発計画へ

インプットを行うものである。発出されている主要政策文書においてインドネシア

政府により優先分野として示されている課題は以下のとおりである。 

                                                 
23

 インドネシア政府は、国連の森林減少・劣化からの温室効果ガス排出削減（REDD＋）から便益を

得るための戦略を採用した。REDD+には、ノルウェーからの 1 兆米ドルの支援を含む、複数のドナー

が支援している。 
24 多数のドナーからの支援を含んでいる。 
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表 3-3：気候変動に係る課題に関する主なインドネシア政府の資料において取り扱わ

れている分野 

分野 

イエローブック SNC ICCSR RAN-GRK RAN-API 

緩和 適応 緩和 適応 緩和 適応 緩和 適応 

土地利用・林業        

エネルギー        

産業        

鉱山業        

運輸        

廃棄物処理        

インフラ        

水資源        

農業・畜産        

海洋・珊瑚・島・漁

業 

       

災害・異常気象        

保健        

全ての資料は、「LULUCF」の分野である、「（産業を含む）エネルギー」、「運輸」、

「廃棄物処理」を、緩和策として位置づけ、「水資源」、「農業」、「海洋・珊瑚・島・漁

業」、「保健」を適応策として位置づけている。 

ICCPL のポリシーマトリックスは、上記分野のうち 7 分野を扱っている。すなわち、

「LULUCF」、「エネルギー」、「運輸」、「水資源」、「農業」、「海洋・漁業」

「災害管理」である。これらはインドネシア政府の関心と合致している。 

さらに、全ての主要資料は共通して、国家開発計画における気候変動課題の主流化

のための制度改革、資金メカニズムの改善、各分野におけるポリシーアクションの

改善のための基盤として気候変動に係る影響を理解すること等、横断的な分野の重

要性に関して言及している。 

インドネシア政府および開発パートナーは、2010 年以降のポリシーマトリックスを

準備する一方、このような基盤の重要性に注目している。それゆえ、特に以下の 3

つのアウトカムに係る分野における基盤の構築を重点的に取り扱う「上流の政策」

を重要視するという点において合意している。1）国家開発プログラムにおける気候
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変動課題の主流化、2）気候変動に係る資金スキームおよび政策調整、3）温室効果

ガスの排出および吸収に係る測定およびインベントリ。これらの 3 つの成果分野は、

新たなポリシーマトリックスにおいて一番上に位置づけられている。この修正は、

地方政府に対する更なる支援だけでなく、NAMA/MRV システムの準備の必要性な

ど、ICCPL フェーズ 1 において実施されたモニタリングや政策対話を通して共有さ

れた主要課題に関する共通の理解を反映している。ICCPL のフェーズ 2 におけるポ

リシーマトリックスは、特定されたニーズや、最新の状況を反映して、より妥当性

が高いものとなっている。 

図 3-1：ICCPL フェーズ 1およびフェーズ 2におけるポリシーマトリックスにおい

て扱われている分野 

 

しかしながら、インドネシア政府の主要な資料における優先課題の中には ICCPL の政策

目標の中に含まれていないものもあることに注意しなければならない。例えば、廃棄物

処理分野における緩和に係る活動や、保健分野における適応政策は ICCPL のポリシーマ

トリックスには含まれていない（分野横断的課題に含まれる「コベネフィット」の下の

「廃棄物処理」が政策指標の中に含まれている 2008-2009年を除く）。 

ここでは、ICCPL がドナーの気候変動対策に則したものであるか分析する。2008 年、

日本政府は、気候変動に係る新たなイニシアティブ、「クールアースパートナーシ

ップ」を発表した。この取り組みを通して、JICA は積極的に開発途上国と協力し、

エネルギー効率の向上など、温室効果ガスの削減支援に取り組んだ。同時に、JICA

は気候変動によって深刻な影響を受けている開発途上国への支援を行った。2009 年

CCPLフェーズ 1 (2007-09) CCPLフェーズ 2(2010-) 

分野横断的課題 

緩和 

LULUCF      エネルギー 

適応 

 
水資源 

水供給/衛生 

農業 

**災害管理 

** 海洋/珊瑚礁/漁業 

Adaptation 

気象予測/脆弱性評価 

水資源   農業 

海洋/珊瑚礁/漁業 

主要な政策課題 

-気候変動対策の国家開発への主流化 

-気候変動対策に係る資金スキームおよび政策調整 

-温暖化効果ガス外出および吸収策/インベントリ― 

緩和 

森林       エネルギー     運輸 
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9 月、国連気候変動枠組み条約締約国会議において、鳩山由紀夫総理大臣は 2020 年

までに日本の排出量を 25%削減することを約束し、全ての主要経済国が参加する公

平かつ効果的な国際的枠組みの構築を訴えた。さらに、鳩山総理大臣は新たなイニ

シアティブである「鳩山イニシアティブ」を発表した。これは、資金協力および技

術協力を通して開発途上国の支援を促進するものである。右発表によると、以下の 4

原則を日本は開発途上国の支援のために必要不可欠であると考えている。第 1 に、

日本を含む先進国は、新たな追加的な官民財政支援を通して、貢献しなければなら

ない。第 2 に、開発途上国の排出削減、特に、測定・報告・検証が可能な方法で、

財政支援を通して達成される排出量の削減に関する国際的認識を促すための制度を

策定しなくてはならない。第 3 に、開発途上国支援のためには、予測可能な方法で

実施される革新的な仕組みを考慮に入れるべきである。また、国連の気候変動に係

る枠組みを主催することにより、国際的な仕組みが構築されるべきである。この仕

組みは、支援の効果的利用や透明性を確保するとともに、二国間および多国間支援

に係わるワンストップ窓口の情報提供やマッチングを促すべきである。第 4 に、日

本は、知的財産権の保護を行う低炭素技術の移転を促進する枠組みの構築を提案す

る。今後、JICA は開発途上国との協力を促進し、気候変動対策や低炭素社会への発

展へ更なる取り組みを実施していく。 

インドネシア気候変動対策プログラムローン（ICCPL）は、クールアースパートナ

ーシップにおける初めての大規模なプログラムローンであり、2008 年 8 月、インド

ネシア政府と日本政府間で合意された。ICCPL は、3 年間の一般財政支援としての年

3 億米ドルの供与を通して、主要な政策改革を含む気候変動課題へのインドネシアの

幅広い取り組みを支援するために策定された。 

AFD は気候変動を支援戦略の中心的な構成要素として取り込んでいる。AFD は、

（貧困削減、不平等の是正、成長促進など）開発への支援を行うと同時に、将来的

に地球の気候を守ることが可能であると示すことを目的としている。そのため、

AFD は、各国における低炭素成長策を見つけ出すためのプロセスを採用した。AFD

の新興国への支援アプローチは、温室効果ガス削減へ貢献している分野における開

発のための支援を重点的に取り扱っている。特にこれらの活動は、化石燃料に関す

るシステムの脆弱性の分析を一本化する政策の支援を目的としている。現場では、

これらの方針は様々な分野（エネルギー、運輸、地方政府および都市開発、林業、

農業）において実施されている。AFD は、世界で最も脆弱な人々が気候変動の最初

の被害者になるであろうと懸念しており、気候変動に係る適応は AFD にとっても重

要な関心事である。AFD の戦略は、とりわけ、事前対策的なアプローチを、AFD が

投資する気候変動に対する回復力や、物品や人々の脆弱性に係る課題に結びつける

ものである。加えて、気候変動対策へ取り組むためには大規模な資金支援が必要で

ある。今後さらに、大規模な予算および市場の資金だけではなく、全ての官民のプ

レイヤーを動員する必要がある。AFD のようなドナーの役割は、これらへの投資を



50 

 

行う主要なプレイヤーとなることである。また、その他の役割は以下のとおりであ

る。 

- 低炭素投資や適応の促進の点から決定的な意義を持つプロジェクトを通して、

AFD の活動を実施すること。これらのプロジェクトの典型的な特質は、資金

調達の革新的な側面、適切な技術の普及、排出量緩和および適応を合わせ持

つ活動、とりわけ、開発と排出制限の収束地点に基づいている。 

- 様々な資金源を集めるための革新的な計画を策定し、全ての財政面でのプレ

イヤー、特に民間セクターに対し連鎖反応を起こすこと。 

- 気候変動対策の国際的な資金供与に関する効果的かつ能率的な実施案を提供

すること。 

結論として、ICCPL は気候変動対策に係る国家戦略を考慮に入れて策定された。こ

の主な特徴は、あらかじめ定義されたドナーの気候変動アプローチに則している点

である。 

3.1.3. ICCPL の目的は国家の政治・経済・制度的な文脈にどの程度合致してい

るか？ 

本設問は、インプットの観点からなされた選択に関して評価することを目的に設定

された。また、インドネシアの政治的、経済的、制度的背景の観点から合意された

改革プロセスおよび公共財政管理に係るモニタリングの仕組みという観点からなさ

れた選択に関して評価を行う。評価は、事前に実施されたリスク分析や、インプッ

トやモニタリングメカニズムの適用に焦点を当てて行った。 

AFD では、ICCPL における各ディスバースメントの「役員会への覚書」は、政治的、

経済的、制度的コンテクストを考慮するとともに、融資のために組織的に行われた

リスク分析に関して言及している。JICA では、ICCPL のモニタリング枠組みはプロ

グラム策定時に考えられたものであり、一般財政支援に関する気候変動政策支援活

動における、支援の目的を考慮に入れている。評価に関する資料は詳細まで作成さ

れ、各 ICCPL の役員会へ提出されている。リスク分析や将来的な予測は詳細かつ体

系的に融資ごとに作成された。 

さらに、JICA の ICCPL II（3 億米ドル）に加え、2009 年 12 月、2007 年米国のサブ

プライム・ローン問題や 2008 年 9 月のリーマン・ブラザーズの破綻によって引き起

こされた世界的な金融・経済危機に直面して、インドネシア政府が行った景気刺激

策を支援するための資金調達を支援する目的で、緊急財政支援（1 億米ドル）が実施

された。 

2007 年およびその後の IMF の報告書は、インドネシアにおける財政リスクは非常に

低いということを明確に示している。 
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分野は、インドネシア政府とドナーの議論の結果、伝統的な費用便益分析に基づい

たものというよりも（気候変動政策における費用便益分析の実施はわずかに減少25）、

妥当性、有効性、持続可能性を考慮し、選択された。 

財政支援の金額は特定の支出に紐づけられていない（気候変動対策に関する予算の

支出を特定することは不可能であることを念頭に置く必要がある）。気候変動政策

の実施に必要な金額を測定するのは難しい。例えば、外務省官房長である、ハデ

ィ・ダリヤント氏は次のように述べている。「外務省は、熱帯雨林に全面的に依存

して暮らすインドネシアの人々に対する教育や意識向上のようなプログラムを通し

た炭素排出削減対策のために、毎年少なくとも 50 億米ドルから 100 億米ドルが必要

である。我々が用いる最初のアプローチ方法は人々への説得や教育を通じてであ

る。」また、同氏は、金曜日のジャカルタグローブによるインタビューにて次のよ

うに付け加えている。「不正な森林伐採は未だ行われているが、外務省は地元の

人々を説得し教育するために全力を尽くす。」（「ジャカルタグローブ」2012 年 12

月 2日） 

加えて、ICCPL はインドネシア政府のための追加的なコストを伴うものであるとい

う点も忘れてはならない（ドナーとの会合、データ収集、代表団の派遣などの取引

費用が発生）。これは、取引費用を相殺するための最小の閾値（threshold）があるこ

とを示唆している。 

ICCPL は、低所得国に対してより妥当性が高い、「財政ギャップへの資金支援」で

あるとみなされることがある。インドネシアにおいて、財政ギャップは国内外の金

融市場での借り入れによって埋めることが可能である。インドネシアにもたらされ

る利点は以下のとおりである。i) 低コストでの借り入れおよび ii) 2008年の経済危機

のような不利な状況における借り入れの実現。また、財政支援の金額は持続的では

ないため、効果的に財政支援を実施することは困難である（ドナーは長期的に同額

の貸付を行うことにコミットしない）。この理由から、財政支援は、削減がしやす

い柔軟な支出品目のために利用されるべきである。また、ディスバースメントのタ

イミングも重要であることに注意しなければならない。図表 3.1-2 によると、ほとん

どのディスバースメントが会計年度の後半で実施されており、あまり有益とは言え

ない。最後に、公共財政管理の報告によると、インドネシアにおける問題は資金不

足ではなく、既存の資源の分配が困難な点にあると述べている。IMF2012 年報告書

第 4 項（p.27）26によると、「インドネシアにおける予算執行は未だ課題を抱えてい

る。資本支出は絶対的に増加している一方、2011 年は予算の 80%しか執行されなか

った。また、執行された予算の半分がその年の最後の 2カ月に配分された。」 

                                                 
25

   国家気候変動協議会は 2010 年に、AFD の支援を得て、これまでの作業、すなわちマッキンゼー

の 2009 年のペーパーを踏まえ、『インドネシアの温室効果ガス削減コストカーブ』と題するペーパ

ーを発表した。（DNPI, 2010） 
26

  この問題はこれまで報告されて来なかったように思える。このことは、危機によるインフラ支出

の急減と PPPへの期待された依存の大きさにより説明される。 



52 

 

しかし、インドネシア政府の資金やインドネシア経済の規模と比較すると、ICCPL

による支援金額は少額である（質問 3.2.1.を参照）。 

資金額はインドネシア政府のニーズに応えるものであったと考えられる27。 

ICCPL は、気候変動対策に係る資金支援の草分けであり、インドネシアのコンテク

ストやニーズに基づいて策定された。これは、ICCPL が国家の政治的、経済的、制

度的な状況を踏まえて実施されたことを示していると同時に、更なる改善の余地を

残している。特に、財政支援の資金はインドネシア政府にとっての資金調達源とし

て非常に重要というわけではなく、気候変動政策に係る方向性について議論する際

は、財政支援の支援額の影響力は限定的にならざるを得ないという問題を提起する。 

3.2. 直接的アウトプット 

3.2.1. ICCPL は、インドネシアの国家予算に対する外部資金供与の効率性向上

および援助資金フローの予測可能性の向上に、どの程度貢献したか？ 

マクロ経済的な観点から、ICCPL は、インドネシア政府への資金供与を行うととも

に、インドネシア経済へのハードカレンシー（米ドルおよび日本円）の供与を行っ

ている。これは（財政ギャップを「埋める」という）プラスの効果がある一方、潜

在的にマイナスの影響を有している（債務超過、支出の非持続的な増加、インドネ

シア政府による資源の浪費、国際収支における競争力の低下）。インドネシア CCPL

は妥当性があるのだろうか。 

ICCPL のディスバースメント額は、インドネシア政府の財政規模と比較した場合、

小さい。図表 3.2-1 で示されている通り、これらのディスバースメント額は、国家歳

入（または歳出）の 1%にも達していない。財政赤字と比較すると、2008 年の

ICCPL のディスバースメントが突出しているが、これは、赤字額が少額であり、し

たがって市場からの資金調達が容易であったためである。 

 

 

 

 

                                                 
27

 チュニジアにおける EC の財政支援評価報告書においても、同様の結論が導かれている。「財政支

援による直接的影響は限定的であるにもかかわらず、供与資金は重要な間接的な効果をもたらす（信

用性、対話の窓口等）。この目的の実現のためには、財政支援プログラムの資金供与機能をしっかり

と認識するとともに、カウンターパートを重要なパートナーとして認識し、重要な対話プロセスに参

加させるための最低限の金額を援助資金総額が上回っている必要がある。」（OECD/DAC 2011） 
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表 3-4：インドネシア政府の財政および ICCPL のディスバースメント  

10億米ドル 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

歳入 77.0 101.0 81.4 111.6 136.2 149.3 

グラント 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 

歳出 82.5 101.7 90.1 116.3 146.1 165.9 

総合収支 -5.3 -0.4 -8.5 -4.4 -9.6 -16.5 

       
CCPL のディスバースメン

ト／歳入 

  0.5% 0.7% 0.7%   

CCPL のディスバースメン

ト／歳出 

 0.5% 0.7% 0.7%   

CCPL のディスバースメン

ト／総合収支 

  -115% -7% -18%   

出所：IMF報告書より筆者算出。 

公的債務への事前的な ICCPL の影響は重要な問題ではない。IMF の債務持続可能性

分析によると、債務レベルは低く、為替レートへの重大な経済的影響がある場合を

除き、債務のダイナミクスはコントロールできない下に置かれていると予測されて

いた（図表 3.2-1 左側を参照）。これは当然 2008 年の経済危機のような経済的影響

を考慮に入れてはいないが、インドネシア政府による経済危機管理はこの分析の妥

当性を明確に示している。結果として、2010 年に IMF によって実施された債務持続

可能性分析は（図表 3.2-1 右側を参照）、（経済的な影響を考慮に入れたとしても）

公的債務は未だ重要な問題ではないことを示している。 

 

グラフ  3-1：2007年および 2010年のインドネシアにおける債務持続可能性分析 

 

出所：IMF, 2007 Indonesia country report, cr07272 および 2011 Indonesia country report cr11309 

ICCPL によって債務持続可能性がリスクにさらされていないことは明白である。

2007 年に 1,500 億米ドルに達した公的セクターにおける債務と比較すると、ICCPL

の金額は小さいことからもこのことは明らかである。 
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インドネシアは外国からの資金を「必要」としていない。これは、経常収支（CA）

が総合収支同様、構造的に黒字となっているためである。CAは、2006年には 109億

米ドル、2007 年には 105 億米ドルの黒字であった（これら全ての数字は IMF 

Indonesia Reports による）。準備金（対外純資産）は、2006 年末から 2007 年末にか

けて、426 億米ドルから 569 億米ドルへ、実際に増加している（輸入額の 4.7 カ月分

および短期債務の 197%）。脆弱性は、主にキャピタル・フローの不安定さや、突然

の資産流出の可能性に起因するものである。 

この観点から、ICCPL によって供与された資金は比較的限定的である（図表 3.2-2 参

照）。インドネシアにとって利益があるとすると、i) 低コストおよび ii) 少なくとも

毎年ベーすでの予測可能性、の 2点である。 

表 3-5：インドネシアにおける国際収支および ICCPL のディスバースメント 

（10億米ドル）  

 2007 2008 2009 2010 2011 

輸出 118,0 139,6 119,5 158,1 200,6 

経常収支 10,5 0,1 11,2 5,1 1,7 

借入 -4,8 -7,3 -8,3 2,3 -1,6 

公的対外借入(ネッ

ト) 

-2,4 -1,4 -1,2 -0,3 -2,0 

      
CCPL ディスバース

メント/輸出 

 0,4% 0,5% 0,5%  

CCPL ディスバースメント/CA 500% 5% 16%  

出所：IMF報告書第 4項、筆者算出。 

ICCPL は、インドネシア国家予算への対外資金調達の効率性に直接的な影響を与え

ることはほとんどなかったが、これはインドネシアの健全な財政によるものである。

他方、経済危機の際、CCPL を通じた資金供与は、景気刺激対策への支援となった。

これは価値あるインプットだと言える。 

3.2.2. ICCPL は、気候変動に係る政府の戦略や優先事項を重点的に取り扱う政

策対話の枠組みづくりにどの程度貢献したか？ 

ポリシーマトリックスの策定およびモニタリング活動は次の 3 つのインパクトを生

み出すことを目的としている。1）調整機関の支援（すなわち、BAPPENAS、MOF、

その他の機関）、2）調整機関と関係省庁間の調整の促進、3）政策実施のための必

要資源の分配の促進へ向けた、中央政府および地方政府間の調整の促進。 

加えて、国際的な支援プロセスに係わる調整は、政府間の調整に劣らず重要なもの

である。従って、ICCPL は、資源分配の最適化を図り、知識や経験を共有するため

の、受入国政府および開発パートナー間の対話の機会の増大を目的としていた。こ
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れらの目的のため、政策対話の実施は、諮問委員会、技術委員会、セクター間対話

など、様々なレベルで計画されている。諮問委員会には、副大臣や長官クラスの幹

部が参加している一方、技術委員会にはインドネシア政府省庁の局長レベルや

ICCPLのアドバイザリー・モニタリングチームが参加している28。 

SC および ICCPL の TTM の役割は、BAPPENAS の 2008 年省令第 203 号によって、

以下のとおり規定されている29。 

ICCPL諮問委員会の役割： 

- ポリシーマトリックスの実施のための政策の方向付けを行う。 

- ポリシーマトリックスの実施のモニタリングのための全体の調整を行う。 

- モニタリングの結果を承認する。 

- ポリシーマトリックスの実施に関して、関係ドナーとの調整を行う。 

- 開発計画担当相・BAPPENAS 長官に対し、モニタリングの結果を報告する。 

ICCPL技術委員会の役割： 

- スケジュールおよび作業計画を策定する。 

- ポリシーマトリックスのモニタリングに関する技術面での調整を監督する。 

- ポリシーマトリックス実施の際のモニタリング時において指摘された問題に

関する提言を諮問委員会に提出する。 

- 諮問委員会30へモニタリングの結果を報告する。 

 

BAPPENAS および関係省庁は、モニタリングに関する活動を行い、技術委員会や諮

問委員会の準備や開催に携わる中で、気候変動に係る課題に関して議論の機会を多

く得ることができた。BAPPENAS は、各省庁間の緊密な調整を要求される横断的分

野に関する技術委員会を含む政策対話に、関係省庁を参加させることにおいて、主

導的な役割を果たした。下の図表は ICCPL 技術委員会における主要な議題をまとめ

たものである。 

技術委員会に加えて、BAPPENAS およびその他の調整省は、気候変動政策に関する

法制度整備を行う一方、民間セクターや地方政府だけではなく中央政府の省庁間の

緊密な対話を実現した。中央省庁および地方政府は、経験や知識を共有し、円滑に

ポリシーアクションを実施するための機関横断的な調整を促進するため、このよう

な対話や協議の機会を利用した。 

                                                 
28

 このドナーおよびインドネシア政府間の調整能力の向上は CCPL に関わっているドナーに限定され

ている。実際、他のドナーは様々な委員会の場に呼ばれていない。しかし、インドネシア政府は、他

のドナーをこれらの取り組みに関わらせるため、2，3 年間にわたって、CCPL の諮問委員会に直ちに

続いて開催される政策調整フォーラムを組織した。しかし、2011 年以降このような会議の場は設けら

れていない。これは、関係者の限定された範囲を超えた、コーディネーションの手段としての、

CCPLの重要性を示している。 
29

 ICCPLの制度的運営の詳細に関しては図表 1-2を参照。 
30

 BAPPENAS’s ministerial decree No. 203/2008 
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関係者間の調整を促進する機会は、ICCPLによる SCs（諮問委員会）や TTMs（技術

委員会）だけではなく、ICCPL 以外での対話や協議の場でも提供された。さらに、

関係者間の調整能力向上によるインパクトは、ICCPL のポリシーマトリックスによ

って設定された達成目標より広い範囲に及ぶ。本報告書の後半部分では、このよう

な広範囲に及ぶインパクトに関して分析する。 

 

表 3-6：TTMsにおける主要議題の抜粋 

開催日 主要論点 主要参加者 

2008年 11
月 5日 

- ICCPLの技術委員会設立承認。 
- 2008 年ポリシーアクションおよび政

策目標の進捗や達成状況が確認され
た。 

BAPPENAS、関係関
係省庁、JICA、AFD 

2009年 1
月 29日 

- 特に林業および農業分野における進
捗・達成状況、課題等に関するサマ
リーが、モニタリングチームによっ
て報告され、インドネシア政府省庁
によって承認された。 
Second National Communication の作成
に係る進捗状況が報告された。 

BAPPENAS、関係省
庁、JICA、AFD 

2009年 4
月 8日 

- ポリシーアクションおよび政策目標
の進捗や達成状況に関する最新の情
報が提供された。 

- 新たに作成・公布された省令や制度
の状況に関して共有された。 

BAPPENAS、関係省
庁、JICA、AFD  

2010年 2
月 18日 

- 2009 年のモニタリング結果が承認さ
れた。 

- 追加の技術協力プロジェクトの可能
性に関して議論された。 

- ICCPL フェーズ 2（2010 年以降）に
おけるポリシーマトリックスの修正
を開始した。 

BAPPENAS、関係省
庁、JICA、AFD、世
界銀行 

2011年 6

月 6日 

- 2010 年のモニタリング結果が承認さ
れた。 

- 2012 年以降の政策に関する方向性だ
けではなく、2011 年のポリシーアク
ションに関して議論が行われた。結
果として、ポリシーマトリックス
が、RAN-GRK に関する大統領令の発
出を含むこととなった。 

 

BAPPENAS 、関係省
庁、 JICA、AFD、世
界銀行、ADB 

2012年 10

月 17日 

- 2012 年以降の活動状況や活動予測だ
けではなく 2011 年のモニタリング結
果に関して確認された。 

- 各セクターにおけるフォローアップ
活動が議論された。  

BAPPENAS 、関係省
庁、 JICA、AFD、世
界銀行，ADB 

 

いずれにしても、ICCPL は、関係省庁内だけではなく、BAPPENAS と関係省庁間の

調整や協力にも貢献していると理解できる。 
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BAPPENAS、JICA、AFDは共同で ICCPLのモニタリングの仕組みを構築した。モニ

タリング活動は、情報のやりとり、個別の会議、TTMs、SCs を通して、BAPPENAS

と関係省庁間で調整された。BAPPENAS および開発パートナーは、高度の専門的知

識を用いて、中立かつ公平な立場で、指導やモニタリング活動を実施する目的で、

外部の専門家を集め、アドバイザリー・モニタリングチーム (A&M team)を組織した。

モニタリングチームは、GG21 や IGES 等の専門家で構成され、関係省庁やインドネ

シアにおける専門家だけではなく、BAPPENAS の支援を受け、ポリシーマトリック

スの観点から、ポリシーアクションの進捗、達成状況、課題に関する情報収集を行

った。BAPPENAS、JICA、AFD、モニタリングチームは密接な関係を構築し、モニ

タリングを実施した。モニタリングチームは、関係省庁から提供された公式または

非公式の文書並びに特定のポリシーアクションを担当している政府職員からの聞き

取り調査を通して、情報収集を行った。モニタリングチームは、収集した情報に基

づいて、進捗、達成状況、課題を分析し、SCs に対して、それらの結果並びに課題

を克服するための潜在的な協力プロジェクトに関する政策提言を報告した。従って、

モニタリング活動は SCsにおける議論の基盤としての役割を果たしたと言える。 

しかし、これらの実績にもかかわらず、モニタリングの仕組みは依然改善の余地が

ある。特にプログラムの初期段階において様々な問題があった。まず、関係省庁は、

ICCPL の枠組みや目的に関して十分に理解しておらず、通常のモニタリング活動お

よび TTMs（技術委員会）に十分に取り組んでいなかった。さらに、モニタリングチ

ームは、最新情報の収集に関して多くの困難に直面した。モニタリングチームは、

外部の専門家で構成されているため、調査の大部分を、ジャカルタでの情報収集に

依拠していたが、インドネシア政府は、準備中の開発政策や制度に関する詳細を十

分共有することが出来なかった。後々、モニタリングチームは、現地調査を行って

いない間は、大学教授や地元の調査会社の研究者を含むインドネシアの専門家に、

情報収集を任せるようになった。これにより、情報収集はより効果的なものとなっ

た。 

政府担当者が、自らが担当しているポリシーアクションがポリシーマトリックスに

含まれており、これらのポリシーアクションの進捗・達成状況がモニタリングされ、

SCs に報告される必要があるということを認識していない場合さえもあった。さら

に、政府担当者は、同様の情報を求める ICCPL を含む、複数の開発パートナーによ

って実施されるモニタリング活動の重複に戸惑い、混乱していた。効果的なモニタ

リング活動を実施するため、ドナー間の調整やコミュニケーションをより円滑に行

うことで、このような不必要な負担や混乱を最小限にするべきである。 

ICCPL は一般財政支援プログラムとして実施されたため、関係省庁間に混乱を引き

起こした。関係省庁は供与資金を直接 ICCPL から受け取っておらず、プロジェクト

支援と比較して、便益が明確ではなかったためである。関係省庁は繰り返し情報提

供や会議への出席を求められ、それらを大きな負担に感じていた。関係省庁のモニ
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タリング活動へのより積極的な参加を促すため、プログラム開始当初より、関係省

庁にとってより明確かつ分かりやすいメリットを計画に組み込み、プログラムにお

けるモニタリング活動や政策対話の機会を通して提供すべきであった。実際、各

TTMs において、BAPPENAS は関係省庁に対して、ICCPL のポリシーアクションの

実施における問題を解決するために技術協力が可能である旨繰り返し伝えていた。

関係省庁より技術協力の実施要請が行われてが、日本政府とインドネシア政府間で

技術協力実施のためのスケジュールが調整が出来ず、実施には至らなかったものも

あった。 

ICCPL は、様々な委員会を通して、インドネシア政府の気候変動対策に係る戦略に

係る議論のための枠組みを構築した結果、関係省庁とドナー間のコミュニケーショ

ンは向上した。とはいえ、関係省庁の不十分な認識とインセンティブにより時に技

術協力は十分に活用されなかったことにつながったことは、、省庁間の政策対話に

係るより優れた枠組みを構築する余地があることを明らかにした。 

3.2.3. ICCPL は、インドネシア政府の戦略的かつ優先事項に、資金面以外での

インプットとしてどの程度貢献しているか？ 

BAPPENAS は JICA および AFD とも協議を行い、関係省庁のインセンティブの向上

を目指して、関係省庁に対し気候変動に関する技術協力を要請するよう促した。こ

れにより最終的に大規模な JICA の技術協力プロジェクトが実施され（インドネシア

国気候変動対策能力強化プロジェクト。詳細は ICCPL のインプットに関する項を参

照）、ICCPL の妥当性を更に向上させる結果となった。同様の事例は AFD の技術協

力にも当てはまる。当該技術協力は、関係省庁のニーズを認識し、それに対応する

ため策定された。AFD によって、（マッキンゼーの削減曲線に関する調査を含む）4

つの主要な技術協力プログラムが実施された。 

i. BAPPENASへ林業分野における高度の専門的知識を提供。 

ii. セメント業界における温室効果ガス排出削減を目的とした戦略実施に関

する国際的な高度の専門的知識提供のため、工業省に資金供与。 

iii. 自発的なカーボンマーケット（自発的な買い手／個人、NGO、補正的な

政策を有する SME 等）へのアクセスを得ることを目指して、（主に村々

における）小規模な植林のためのグリーン・カーボン・マーケットに関

するフィージビリティ・スタディ実施のため、林業省に資金供与。 

iv. 林業省が、土地利用計画策定支援のためのツールを開発するための支援

を実施（地方開発、森林資源のダイナミクス、気候変動のリスク、生物

多様性を考慮に入れたもの）。 

JICAの技術協力プログラムは 3つのサブ・プロジェクトによって構成されている。 
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 緩和と適応活動を国家開発計画へ統一することによる低炭素開発戦略支援プ

ロジェクトの実施（カウンターパート：BAPPENAS） 

 脆弱性調査のための能力強化プロジェクト（カウンターパート：気象・気

候・地球地理庁／BMKG） 

 国家温室効果ガスインベントリの開発のための能力強化プロジェクト（カウ

ンターパート：環境省／KLH） 

最初のサブ・プロジェクトは、（温室効果ガス削減に関する）国家活動計画（RAN-

GRK）および地方活動計画（RAD-GRK）に係る開発支援を含んでいるため、最も重

要である。 

インドネシア政府の優先事項への ICCPL の適合性は、実施期間中に大きく改善され

た。これは、政策対話によって生じたポリシーマトリックスの変化を考慮すると明

らかである。当初のポリシーマトリックスの大部分は 2008 年第 2 期に策定され、

JICA で 2007－2009 年のフェーズ 1 として知られている期間および 2007 年のベース

ラインと比較した 2008－2009 年の実績を含んでいる。AFD は、2008 年後半 ICCPL

の取り組みに参加する際、本質的にこれらのポリシーマトリックスを採用した。ポ

リシーマトリックスは、2008 年 11 月、第 1 回 ICCPL 諮問委員会において、正式に

承認され、2008年 9 月31に開始したモニタリングプロジェクトの結果も考慮された。

2009 年前半、マトリックスには、適応において新たに 2 分野が追加されたものの、

その他は大きく変化していない。しかし、2010 年には、新たに 2010－2012 年のフェ

ーズ 2 を含むマトリックスが導入された32。このマトリックスは上流の政策策定によ

り重点を置き、特定のプロジェクト活動についてはの合理化し、ている。このアプ

ローチは、修正された 2011年のマトリックスにも反映されている。 

ポリシーマトリックスに含まれている改革に係る取組は、気候変動戦略の主要な要

素を含んでいる。この取り組みは、インドネシア政府の気候変動に対する国家行動

計画に基づき、温室効果ガス排出の緩和、気候変動に影響を受ける分野の適応、マ

クロ経済レベルおよびインドネシア経済のセクターレベルにおける気候変動の政策

活動への主流化を含んでいる。 

省庁の要請を受け、技術協力プログラム、とりわけ JICA によって 2010 年に実施さ

れた技術協力プログラムが策定された。これは、技術協力がインドネシア政府の優

先事項および戦略に則したものであることを示している。 

                                                 
31当初、モニタリングは、2008 年 9 月に実施された 1 年間の技術協力プロジェクトの下、チームリー

ダー（GG21）及び副チームリーダー（IGES）を組み入れ、ジャカルタをベースにチームによって実

施された。このジャカルタベースのアプローチは継続されておらず、（JICA の 4 月‐3 月の会計年度

に引き続き）9月‐3月に年 2度派遣された派遣団によって実施されたモニタリングによって引き継が

れている。専門家チームが、進捗および現在のマトリックスとの整合性を評価し、後の借款契約のた

めのマトリックスの修正および合意を支援するものである。 
32

 2007－2009年のフェーズ 1もベースラインに考慮されている。 
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3.3. 誘発されるアウトプット 

3.3.1. 気候変動対策に係る政策および実施の質は ICCPL によってどの程度向

上したか？ 

2008－2012 年、インドネシア政府は、既存のもしくは策定中の資金スキームや開発

戦略全体において気候変動課題を主流化するため、数々の国家レベルの法的・制度

的改革を実施した。また、様々なレベルにおいて気候変動政策を促進するためにイ

ンセンティブメカニズムを実施している。同時に、ローカルレベルにおける制度改

革だけではなく、緩和対策のための開発計画策定において進捗が確認されている。

インドネシア政府は、ICCPL に参加した機関を含む国際開発パートナーと緊密に連

携し、上記の課題に取り組んでいた。従って、本報告書は、インドネシアにおける

上述の課題を達成するための主要な協力戦略である ICCPL は上記の成果に貢献した

と捉えている。インドネシア政府における気候変動課題の主流化の措置として特記

されるイニシアティブは以下のとおり。 

 

表 3-7： 気候変動課題に関する政府機関および組織の設立・再編 

 設立／再編 関係機関 

2008 

国家気候変動協議会（DNPI）設立 DNPI 

気象・地球物理省（BMG）が気象・気候・地球物理
省（BMKG）へ再編成 

BMKG 

農業省（MOA）が、農業研究開発庁（AARD）の
下、気候変動対策委員会を設置 

MOA 

2009 

インドネシア気候変動信託基金（ICCTF）設立 Bappenas 

公共事業省（MOPW）が気候変動対策作業ユニット
（MAPI）を設立 

MOPW 

エネルギー・鉱業資源省（MEMR）が新エネルギ
ー・再生可能エネルギー・省エネルギー利用総局を
設立 

MEMR 

2010 REDD+タスクフォース設立 UKP4 

 

上記の組織および機関は各分野において求められている具体的な政策の策定および

実施に取り組むことにより、更なる影響を生み出す（であろう）。 

2010 年に ICCPL が開始される前、インドネシア政府および JICA はモニタリングシ

ステムの見直しを行った。この見直しにおける重要点は以下のとおり。1)日本大使

館職員、JICA 在外事務所職員、関係省庁により派遣された JICA 専門家によって、

定期的に情報収集を行うため、ODA タスクフォースが組織された、2)最初のモニタ



61 

 

リングチームは、上記のタスクフォースへ技術支援を行うため、モニタリング支援

チームとして再編成された。 

このように再度 ICCPL を見直したことによって、調査団の派遣時期に関わらず、ポ

リシーアクションの実施状況に関する最新情報をより頻繁に確認することが可能と

なった。さらに、モニタリング支援チームの活動は情報収集に限定されず、

BAPPENAS や他省庁に対する気候変動政策策定のための専門的な技術支援提供を実

施できるようになった。とはいえ、モニタリング支援チームは、BAPPENAS に対す

る TTMs や SCs の組織支援のような、会議で使用する資料、招待状、アジェンダの

作成等、決して技術的に高度とはいえない活動も実施しなくてはならなかった。 

モニタリング支援チームは、知識や経験をインドネシア政府職員と共有する機会が

増加し、気候変動政策の策定や実施に貢献した。インドネシア政府職員およびモニ

タリング支援チームは、追加技術協力プロジェクト（2.4．項参照）だけでなく、気

候変動政策の課題の特定を行った。 

残念ながら、いくつかのモニタリング活動における課題、特に達成目標の設定や成

果の検証に関する課題は、ICCPL のフェーズ 2 においてさえ完全に克服することは

出来なかった。 

第一に、情報収集、達成目標の分析や検証、課題の特定を整った方法で実施出来る

ほど、達成目標が明確に設定されていなかった。モニタリングの進捗や達成レベル

の確認方法が不適切であっただけではなく、ポリシーマトリックスに記載されてい

るアウトカムやポリシーアクション、達成目標が十分明確に設定されていなかった

ため、関係者間に深刻な混乱を引き起こした。第二に、達成目標の中には実行可能

性を適切に反映していないものもある。ポリシーマトリックスに抽出した時点にお

いていくつかの達成目標や活動は既に中止もしくは延期されていた。 

このような問題が指摘されている一方、ICCPL フェーズ 2 のポリシーマトリックス

において、実施省庁にとって現実的ではない、検証方法が不透明な達成指標を含む

達成目標・活動が含まれている。特に、水資源管理、農業、海洋・漁業分野におけ

る適応策に関する年間活動は、明確に実績を測定できるように適切に設定されてい

ない。これらは明確な測定方法を欠いており、達成されたアウトカム（もしくは中

期間におけるアウトカム）との妥当性が不明瞭である。また、ポリシーアクショ

ン・達成目標に関して、複数の目標が含まれていたものもあったが、相互に関連し

合わないよう、複数のパフォーマンス指標に細分化されるべきであったと思われる。 

成果目標だけでなく毎年の政策目標やポリシーアクションは、それらの達成が後々

モニタリング・報告・検証が可能であることを確認した上で、策定されるべきであ

る。少なくとも、より広範囲に及ぶアウトカムとインパクトの因果関係や、目標達

成の確認手段は当初より論理的に策定されるべきであった。 
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モニタリングチームは、インドネシア政府職員からの聞き取り調査および会議の機

会を利用し、ポリシーアクションの進捗や効果的な測定方法に関する課題について

議論を行った。この方法で、モニタリングチームは各分野における政策の改善に貢

献した。とりわけ、以下の課題に関して綿密に議論が行われた。 

LULUCF および植林分野において、ICCPL フェーズ 1 におけるモニタリング活動に

よって GERHAN プログラムに関する課題が特定された。フェーズ 2 では、モニタリ

ング支援チームが以下の課題に関してインドネシア政府と議論した。地方自治体に

よる持続可能な森林管理に関する支援強化、例えば、柔軟な利用を可能にする、

FMUs の追加設置、特別配分金（DAK）の改善等である。さらに、森林管理政策の

報告に関する課題も議論の中で共有された。 

エネルギー分野では、モニタリング活動を通じて、固定価格買取制度や、地熱発電

所の整備に向けた独立系発電事業者（IPPs）の参入促進のための探査資金スキーム

の導入の必要性が強調された。インドネシア政府および開発パートナーは、モニタ

リングチームによるこのような報告を受け、結果的に、PLN による地熱発電所から

の標準電力購入価格に関する 2009 年 MEMR 制度第 32 号や、BAPPENAS や KfW に

よって実施された探査資金のようなリスク緩和措置に関する研究を含む国際協力プ

ロジェクト等の制度開発を実施した33。 

加えて、2012 年、モニタリング支援チームは、BAPPENAS と協力し、各州における

RAD-GRK 策定のための支援活動を実施した。モニタリング支援チームは、様々な開

発パートナーによって実施された国際協力プロジェクトに関して情報収集を行い、

BAPPENAS による特に支援を必要としている州の特定に協力した。また、モニタリ

ング支援チームは BAPPENAS を支援し、RAD-GRK の円滑な設置を促進するため、

州代表を招き、ワークショップを開催した。 

ICCPL のモニタリングの形態は、RPJMN の実施におけるインドネシア政府のモニタ

リングシステムを反映している。また、インドネシア政府は ICCPL のポリシーマト

リックス策定およびモニタリング活動の経験を、RPJMN において特記されている政

策のモニタリングシステムへ反映させた。さらには、中央省庁や地方自治体のよう

な実施団体のインセンティブ向上のために「賞罰」の概念を導入した。従って、

ICCPL の経験は間接的にインドネシア政府の政策の透明性や有効性の向上に貢献し

ているとみなすことが出来る。 

モニタリング活動や政策対話によって策定および導入された協力プログラムおよび

プロジェクトは、ICCPL によって更なる影響をを生み出す可能性があるため、本報

告書において言及する必要がある。とりわけ、JICA のインドネシア国気候変動対策

能力強化プロジェクト（2010－2015 年）は、直接的な活動計画策定支援、脆弱性に

                                                 
33

 これらの研究の結果、ADB や JICA の支援を得て、地熱開発促進のためのファンド（GFF）が設置

された。 



63 

 

関する調査の実施、温室効果ガスインベントリシステムの開発を通して、インドネ

シアにおける気候変動政策に幅広い影響を与えるであろうと思われる。これらのプ

ロジェクトは、モニタリングチームが参加した ICCPL フェーズ 1 におけるニーズア

セスメントの結果、策定された。プロジェクト開始後も、ICCPL フェーズ 2 におけ

るモニタリング支援チームが、サブ・プロジェクト 1 の下、RAD-GRK 策定支援に協

力した。このため、プロジェクトは、ICCPL によって派生し、ICCPL と同時に実施

されている、最重要協力プロジェクトであると認識されている。 

さらに、JICA は、2009 年 7 月に開始された都市交通政策統合プロジェクトを通して、

ジャカルタ首都圏交通計画の修正を支援した。このプロジェクトの下、JICA はイン

ドネシア政府へ以下のような技術協力を行った。SITRAMP（ジャカルタ首都圏総合

交通計画調査）の見直し、都市交通管理計画策定に携わる政府職員の能力強化、ジ

ャカルタ首都圏交通計画改定のためのフィージビリティ・スタディおよびパイロッ

ト・プロジェクトの実施、ジャカルタ交通機関（JTA）設置のための大統領規則の策

定である。ICCPL から派生しているわけではないが、これらのプロジェクトに関し

て本報告書において言及する理由は、インドネシア政府の交通政策改革に係る取り

組みに対する JICA の支援について明記するためである。この取り組みは、プロジェ

クト支援を通した実施機関および実施機関職員の能力強化並びにモニタリング活動

や政策対話を通した進捗・達成状況や課題の特定という、2 つの観点から実施された。 

表 3-8：ICCPL と緊密に連携して実施された JICAのインドネシア国気候変動対策

能力強化プロジェクトにおける活動 

サブ・プロジェクト 1：

NAMAおよび適応策の

国家開発計画への統合

による低炭素成長戦略

プロジェクト 

- 気候変動課題の中期開発計画における主流化支援 

- RAD-GRK策定促進事業支援 

- 南・北スマトラ、西カリマンタン州における

RAD-GRK策定支援 

- 専門家による国家適応戦略策定支援 

サブ・プロジェクト 2：

脆弱性調査のための能

力強化 

- 脆弱性調査、気候変動の予測および検証、適応可

能性評価、利害関係者間調整強化等のシステム構

築のための技術支援 

サブ・プロジェクト 3：

国家温室効果ガスイン

ベントリ策定のための

能力強化 

- （特にパイロット・プロジェクトとして廃棄物管
理分野において実施された）インベントリ策定指
導準備のための技術支援 

 

関係省庁との聞き取り調査において、頻繁に言及されていた ICCPL の肯定的側面の

一つはモニタリングであった。確かに、関係省庁および BAPENNAS は、モニタリン

グおよび報告の改善に関して認識しており、それによって直接的に ICCPL に携わっ

ている。ドナーのモニタリング過程における能力開発は、省庁のタスクフォースを

強化し、内部モニタリングシステムの質向上に貢献した。聞き取り調査によると、
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インドネシア政府は、RAN および RAD-GRK のモニタリングシステム策定および実

施に携わる一方、ICCPL のポリシーマトリックスのモニタリングの際に特に経験を

得ることが出来たとのことである。 

しかし、外部関係者が関与しない場合、関係省庁のモニタリングへのコミットメン

トや意欲が過大となっていた。 

また、調整や促進に寄与する技術協力は、特に地方開発企画庁（BAPPEDA）南スマ

トラ事務所のような地方政府において、ローカルレベルで政策過程に真に影響を及

ぼしているようである。聞き取り調査の際、調査対象者は中央レベルで起こってい

ることに関するより優れた情報やコミュニケーションは大いにためになったと強調

している。 

モニタリングの実施を通した国家情報システムの促進並びに気候変動対策に関する

組織・制度の強化を通じて、ICCPL は気候変動対策政策のプロセスおよびその実施

の質に多大な影響を与えた。 

3.3.2. ICCPL は気候変動対策政策に関する公共支出の特定にどの程度貢献した

か、また、気候関連の公共財の提供にとってどのような影響があった

か？ 

基本的な問題は、様々な省庁、地方自治体、政府機関、国有企業における支出が気

候変動問題の緩和および適応策に貢献しているかどうかということである。この分

野において進捗を明らかにするのは多くの場合困難である。 

インドネシア財務省は、明らかに気候変動対策に関する支出を含む公共支出に関し

て新たな体系の策定に取り組んでいる。これによって、様々な省庁における気候変

動対策関連支出の特定が可能になる。とはいえ、あらゆる経済活動が気候変動対策

に何らかの影響を与えているであろうことから、多大な進歩は期待できない（LICs

の債務免除の場合、「貧困削減に係る支出」の特定においても同様の問題が発生し

ている。）。 

さらに、公共財政管理は結果によってマネジメントへ転じる。これにより、気候変

動対策という目的と支出にリンケージが生じる。インドネシア政府は 2011 年から業

績ベースの予算（PBB）を導入。関係省庁の気候変動プログラムは、全体の PBB プ

ロセスの一部となっている。PBB が実施の初期段階であるのに対し、重要な実施段

階でのマイルストーンは全体的に見て既に達成されている。JICA は、中期的支出枠

組み（MTEF）の下、PBB システム実施のための BAPPENAS を含む、政府機関の能

力強化を目的として、技術協力プロジェクトを実施している。 

RPJMN、中期的支出枠組み、大統領の優先政策 President’s 11+3 priorities によると、

気候変動は優先事項の一つに分類されている。このように、関係省庁の気候変動に
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関する予算目標達成度は、毎年 4 月の国家予算審議会の前に翌年の予算審議を行う

ために BAPPENAS、MOF、関係省庁によって実施される三者協議を通して、モニタ

リングが行われている。 

三者協議によるモニタリング結果によると、関係省庁の気候変動プログラムの成果

は、翌年の政府の RKP（年次作業計画）に反映され、毎年 5 月大統領令として公布

される。毎年 5 月第 3 週には、8 月の大統領による公式予算案の前に、議会において

予算審議が開始される。 

2011 年より、RKP は翌年の予算配分において気候変動部門（緩和、適応、支援活動）

を設けた。従って、2011 年政策指標（「気候変動対策に関する関係省庁の政策・プ

ログラム・活動のための PBB実施」）は一般的かつ全体的な PBBの文脈において達

成されている。 

従って、2011 年から導入された PBB は、部分的に 2011 年の ICCPL の政策指標を反

映しており、気候変動対策に関する関係省庁や地方政府の意識向上並びにインセン

ティブを与えるものである。SC の議事録は一般に公開されておらず、見直しやコメ

ントのため関係省庁において回覧されている。この手続きは ICCPL の実施中繰り返

し実施されており、関係省庁に気候変動課題に関してより先を見越した行動を行う

ようインセンティブが生じた。ICCPL モニタリング支援チームによる JICA の技術協

力は、気候変動対策に関する地方政府の能力強化に取り組むとともに、RAD-GRK の

実施準備を支援した。 

囲み 3-1：気候変動問題のより良い配慮- エネルギー補助金の例 

インドネシアは 2005 年に燃料価格を 2 度引き上げ、更に 2008 年 5 月 24 日に再度

引き上げた。実際、補助金削減は GOI にとって、社会・政治・経済的見地からリス

クを伴うことである。IMF がその 2007 年の報告書に書いているように、『2009 年

の選挙以前に小売価格を引き上げることは政治的に難しい』のである。  (IMF, 

cr07272, p. 29). IMF が以前勧告したように、エネルギー補助金を段階的に無くし、

公共インフラや社会的支出に回すことは IMFスタッフ及び GOIの見地からは引き続

き優先事項である。価格調整の先延ばしは、すべての開発支出に充てられる GDPに

対するエネルギー補助金の比率を 2.6%から 3.5%に急増させることになる。IMF 

は、2012 Art. IV Public information notice2 ページにおいて、以下の様に記している:

『エネルギー補助金付きのエネルギー価格を引上げ調整することは、今年（2012

年）4 月に政府により提案されたが、議会により、石油価格がより高く見直された

価格上限を超えない限り認められないとして、延期された。支出全体の拡大に対す

る影響は、公共投資を含む他の支出項目の使い残しにより相殺される。』このこと

は、エネルギー補助金に使われる金額が上昇傾向にあることを示している。（経済

活動低下による 2009 年を除く）。この結果、2004 年から 2010 年にかけて、エネル

ギー価格は減少した（産業用は 26%、家計用は 31%）。34  

 

                                                 
34

 Chappoz and Laponche (2013), p.89 による 



66 

 

表 3-9：インドネシア、エネルギー補助金 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

（修正

予算） 

エネルギー補助金（兆ルピ

ア） 

117 223 94,6 139,9 255,6 230,4 

10億米ドル 12,80 23,00 9,09 15,40 29,13 24,91 

出所：IMF 四条協議報告書 

 

インドネシア議会は 2013年 6月 17日に、ガソリン価格を 44%引き上げ 6,500ルピ

ア($0.65) /ℓに、ディーゼル価格を 22%引き上げ 5,500 ルピア($0.55) /ℓにすることを

可決した。抗議運動が全国で発生したが、すぐに納まった政策決定者は貧困層への

負の影響の補償として 、27.9 兆ルピアを 2013 年修正予算に盛り込み、6 月 17 日に

議会で承認されたのである。2013 年 6 月 18 日のロイター通信によれば、価格の大

幅な引き上げを行っても、インドネシアは未だ寛大な燃料補助金を行っている。ガ

ソリン価格とディーゼル価格は、製油所からの輸送コスト、税金、小売りマージン

を除いたシンガポール FOB 価格の、それぞれ１リットル当たり 73.5 セント、76 セ

ントをかなり下回っている。 

ICCPL の成果であるロードマップと価格引き上げ決定を結びつけることは難し

い。このステップを取るための圧力は ICCPL ではなく、ブレトンウッズ機関や

Global Subsidies Initiative35のようなシンクタンクによるものだったからである。更

に、マクロ経済の悪化（特に 2013年第二四半期のルピア急落と外貨準備の急減）も

上記決定が行われる上で重要な役割を果たしたものと思われる。チャチブ・バスリ

財務大臣が 2013 年 6 月 19 日のインタビューで述べたように、『燃料価格の引き上

げは、石油輸入の減少と、補助金付き燃料を外国で売ろうとする密輸業者のインセ

ンティブをなくすことを通じて、この国の通貨と貿易収支を強化する』のである。

このタイミングのため、ある論者は意思決定の遅れは、価格と金利の上昇により、

調整コストを引き上げ、2005 年のように資本逃避につながることにもなりかねない

と指摘する。36 

 

CCPL は気候変動関連の公的支出を特定することに貢献した。更に、気候変動政

策は今や PBB においても考慮されるようになった。ICCPL は GOI のエネルギー補

助金削減ロードマップの発表に貢献した。しかし 2013 年までの時点では（同ロード

マップに基づく）意思決定は何ら行われていない。 

                                                 
35

 International Institute for Sustainable Development (2012)参照 
36

 Andy Mukherjee, “Risky reforms”, 18/6/2013, http://www.breakingviews.com/indonesia-subsidy-cut-is-right-

plan-for-wrong-time/21091963.article 
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3.3.3. ガバナンスや民主的説明責任はどの程度強化されたか？ 

資金のディスバースメントに関して、マトリックスに含まれる条件の遵守に関する

要件は事前に定められていないが、実際には、条件遵守を前提としていたと考えら

れる。多くの場合、資金のディスバースが合意されたタイミングで約 80%が達成さ

れており、次のラウンドにおいて条件が議論され合意に至るタイミングでは 100%近

くが達成されていた。確かに、ICCPL は中期改革プログラムの特質を有しているが、

実際は 1 年単位の合意の連続であり、時にはマトリックスの策定と評価との間は 1

年に満たない場合もあるということを認識する必要がある。それゆえ、高い比率で

の履行が容易に、定期的に達成しているという点は驚くに値しない。なぜなら、改

革プロセスにおけるベースラインは、前回の合意時の達成状況であるためである。

本モニタリング体制下で、比較的短期間での達成が困難もしくは不可能な条件づけ

を行うことは、明らかに道理にかなっていない。 

加えて、借款契約の交渉は政策対話の一部であり、変わりゆく状況や、それほどで

はないにせよ、優先事項に関する政策策定および修正プロセスを反映している。そ

のため、契約が、a) 最新の政策へのコミットメントおよび資金配分、b) 実施中の活

動を反映していることは、驚くべきことではない。これは、契約が、実施スケジュ

ールの促進に寄与したのか、促進対象の改革のバランスや構成に変化を及ぼしたの

か、という疑問が残る。契約交渉が開始されてから、合意に至るまで交渉長引いた

年もあったが、これはドナー側の問題意識がインドネシア政府のものと異なってお

り、おそらくドナーは政府のアジェンダやスケジュールに影響を与えることが可能

となったのであろうと考えられる。確かに、当初のフェーズ 1 のマトリックスは、

2008－2009 年に適用され、大部分が 2010 年のマトリックスのベースとなっている。

さらに、フェーズ 1 のマトリックスは、2007 年 CC NAP において導入されなかった

要素を含んでいるが、後に政府のポリシーステートメントや気候変動資料にも含ま

れている。これは、ICCPL が政府の気候変動政策の策定やその目的設定、実施方法

やタイミングに影響を与えたことを示している。 

政府と社会に対して ICCPL によって気候変動政策の主流化を図ることは非常に重要

である。ICCPL 実施前ですら、気候変動国際フォーラムにおけるインドネシアの積

極的な役割は、2009 年の排出削減の取り組みに反映されていた。、これは、気候変

動の影響およびこれまでおよび今後の開発プロセスにおける（潜在的な）ひずみに

対して政府が認識していることの表れでもある。 

ICCPL は、定期的な進捗状況の確認や資金面でのインセンティブの供与を通じて、

インドネシア政府の政策策定や実施における気候変動課題の主流化に大いに貢献し

ていると政府関係者から認識されている。この点で、緩和や適応策の成果は、断片

的で長期改革プログラムの一部であったにもかかわらず、（2010 年のマトリックス

の再調整において、関心の中心として認識されているように）横断的な目的の実施
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に成功したことは最大の成果であり、皮肉にも、ICCPL が終了してしまったことに

よるから最大の損失でもある。 
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第4章 ステップ 2：国家戦略の成果およびイン

パクト 

ステップ 2 は、国家気候変動政策の下実施された、アウトカム（インドネシア政府

の反応）やインパクト（気候変動・開発関連課題）の評価を目的としている。この

段階において、評価は全体的なプログラムレベルおよびセクターレベルの両方を考

慮に入れている。成果および進捗状況の評価は気候変動政策に密接に関係している

分野において実施される。この限りでは、緩和および適応策に関する多くの分野が

考慮されている。林業はインドネシアにおける気候変動課題の重要分野であり、

ICCPL に加え、フランスが技術協力や調査を実施しているため、林業は確実に対象

に含まれる。エネルギー分野では、JICA は 1 名の専門家を配置しており、本分野も

対象に含まれるべきである。ICCPL の成果やインパクトの評価に加えて、本報告書

では、観察された変化の決定要素の特定を試みた。 

4.1. インドネシア政府の対応に関する成果 

4.1.1. ICCPL はマクロ経済環境に変化をもたらしたか？ 

この質問に関する分析を提示する前に、マクロ経済の安定性は ICCPL の目的ではな

かった点に注目したい。とはいえ、ICCPL は、インドネシア経済において、予期せ

ぬプラスもしくはマイナスのマクロ経済面での影響を与えていたかもしれない。 

近年のインドネシアにおけるマクロ経済状況は印象的である（図表 4.1‐1 参照）。

成長率に関しては、2010 年に約 4.5%とわずかに下落した点を除いて、年約 6%を維

持している。インフレの抑制は更に困難であるが、概して管理下に置かれていると

いえる。実際、近年インフレは低下しており、輸入食料品価格の上昇を相殺してい

る（国内燃料は依然補助金を受けている）。通貨は比較的安定しており、米ドルに

対しわずかに価格が上昇している。2011 年、IMF によると、インドネシア経済の潜

在的成長率は、6－8%の間であると予測されている。 

インドネシアは、2008 年経済危機に襲われたが、不均衡を抑えることに成功した。

また、2009 年、債務の持続可能性に悪影響を与えることなく、財政面からの景気刺

激策を開始した。 

とはいえ、これらの著しい成果は、不平等の拡大により、包摂的な成長へと至らな

かった。IMF が 2012 年報告書第 4 項（p.25）において述べているように、「目覚ま

しい成長によって、インドネシアの貧困率は減少しているが、世界の他の大部分の

ように、収入の不平等は増加し続けている。」。1 日 1.25 米ドル以下で暮らしてい

る人口の割合は 1999－2010年で 48%から 18%へと減少した。しかし、最新の地方お
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よび都市ジニ係数は 1999 年のものよりも高い。富裕層の収入が増加している一方、

最貧困層の収入は下落している。2011 年に明らかになった経済マスタープランは、

インフラおよび人的資源創出への投資強化の必要性を示している。戦略を実施する

ことで、生活水準が向上し、民衆が貧困から脱却し、教育およびヘルスケアへのア

クセスが拡大することが期待される。計画は、2011－15 年で、4,680 億米ドルを投資

することを目標としている。その内インフラにおける投資がほぼ半分である。 

 

グラフ  4-1：インドネシアにおける GDP成長率およびインフレ率 

 

出所：IMFおよび世界銀行 

 

経済状況の改善はインドネシアの格付けの上昇にも反映されている（図表 4.1-2 参

照）。 

グラフ  4-2：インドネシアの格付け、1999－2011年 
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格付けが上昇することによって、外部資金源から借り入れを行うための金利が下が

る。結果として、ICCPL を通じた資金調達コストの優位性は次第に薄れていった。

にもかかわらず、格付けの上昇は未だもろいものである。2013 年 5 月、スタンダー

ド＆プアーズ社は、インドネシアにおける負債の見通しに関する格付けを、ポジテ

ィブから安定的へと下げた。同社は、インドネシアにおける改革の勢いが失速し、

対外的なプロファイル弱まっているため、次の 12 ヶ月間は格付けが上がる可能性は

低いと述べている。 

グラフ  4-3：インドネシア-新たな対外借り入れにおける平均金利（%） 

 

.出所：世界銀行、World Data（2013年 6月 15日アクセス） 

 

マクロ経済・財政上の観点から、3 年に及ぶ ICCPL の資金供与のインパクトは、

（借り入れコストの差異の範囲内であったが）財政余地を提供し、気候変動政策に

関するイニシアティブに対して資金供与を行い、開発促進、社会サービス提供の拡

大、貧困削減を重点的に取り扱うプログラムの維持に、効果的に貢献した。2008 年

の経済危機およびその後の困難な時期において、成長、通貨、インフレにマイナス

の影響が及んだ際に、ICCPL や DPLs、その他の援助資金は経済安定化に大きく貢献

した。 

ICCPL の規模が小さいため、借り入れの悪影響は限定的であった。2007-2010 年、対

外公的債務が 200億米ドル増加した（世界銀行の World Dataによると、800億米ドル
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から 1,000 億米ドルに増加。）。これは、債務持続可能性を低下させることなく、公

的債務に占める ICCPL の割合は 10%未満に抑えられており、債務持続性の低下に影

響がなかったことを示している。 

ICCPL は、金融市場において、資金源を提供したが、インドネシアにおけるマクロ

経済環境にはほとんど影響を与えることはなかった。 

4.1.2. ICCPL のインプットは気候変動対策に係る課題の主流化に貢献したか？ 

本報告書において、CCPL のモニタリング活動および政策対話は、関係者間の調整や

情報共有の改善に貢献したと考えられる。同時に、BAPPENAS および他の省庁・政

府機関は、ICCPL での枠組みに加えて、調整や協力を促すための対話の機会を増や

すためそれぞれの取組を行っている。 

図表 4.1-1 は、BAPPENAS および他省庁によって実施された、省庁間および各省庁

内部における対話での題目を示している。また、このような対話と並行して省庁は

気候変動課題に関する法案や活動計画の準備を行っている。民間セクターや研究者

が関与している対話もあった。 

表 4-1：省庁間・省庁内部対話によって策定された主な法案および活動計画 

 主要な題目 主要参加者 

2008-2009 気候変動部門別ロードマップ（ICCSR）の
作成 

BAPPENAS、関係省
庁、研究者、民間企
業 

2008-2009 気候変動課題を、13の優先事項の 1つであり、
4つの分野横断的課題の 1つとして認識するこ
とによって、国家中期開発計画（RPJMN：2010-
2014）における気候変動課題の主流化 

同上 

2009-2010 RAN-GRKの作成 同上 

2011-2012 RAN-APIの作成 同上 

2011-2012 RAD-GRKの作成における地方政府および
BAPPENASの支援 

BAPPENAS、JICA、
地方政府 

出所：JICA、GG21、IGES 

さらに、省庁・政府機関は、以下の図表で示しているとおり、各分野における政策

実施を通して、情報共有および調整の強化を行った。多くの場合、地方自治体との

調整が特に重視された。 

これらの対話および連絡会議によって、関係者間の調整が大きく改善した。例えば、

林業省は、泥炭地の定義や規制に関する他省庁との議論についてイニシアティブを

とり、複数の省庁によって作成された規則において一貫性を確保するための「モラ
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トリアム地帯（2 年間の新規コンセッション発給停止）」の地図に関する合意を含む、

顕著な結果を残した。 

 

表 4-2：省庁において議論・調整された課題 

 主要な題目 参加者 

2008- 河川流域管理計画および空間計画の策定 

Bappenas, MOPW, 
MOFR,  NWRC 
BAPPENAS、
MOPW、 MOFR、  
NWRC 

2008- 
SRI（稲集約栽培法）実施のための情報の
共有 

MOPW, MOA 
MOPW、MOA 

2008- 
Climate Field School (CFS)の運営に関する
情報の共有 

DGFC, DGLWM, 
BMKG 
DGFC、DGLWM、
BMKG 

2008- 
森林管理ユニットの設置および運営に関
する省令並びにガイドラインの策定 

MOFR, MOHA, local 
governments 
MOFR、MOHA、地方
政府 

2009- 
 
気候変動政策の実績評価に関するフィー
ジビリティ・スタディ、策定、導入 

Bappenas, MOF 
BAPPENAS、MOF 

2011- 
泥炭地モラトリアムマップ（PIPIB）の策
定 

MOFR, MOA, UKP4, 
BPN, 
BAKOSURTANAL 
MOFR、MOA、
UKP4、BPN、
BAKOSURTANAL 

出所：JICA、GG21、IGES 

地方分権化に伴い、BAPPENAS はかなり影響力を失った。ICCPL においては、外部

の関係者が関係省庁からデータの収集をより頻繁に行うようになったため、

BAPPENAS は強力な立場に立つこととなった。従って、ICCPL のインパクトの 1 つ

として、BAPPENAS の強化があげられる。とはいえ、当初、地方自治体は ICCPL や

ICCPL の位置づけをはっきりと認識しておらず、中央政府への報告を、新たに地方

自治体が得た権力を奪うための試みであると認識していたことに留意しなければな

らない。 

確かに、ICCPL は、議論の枠組みを提供することにより、関係省庁と BAPPENAS 間

の調整の改善を図った。しかし、地方自治体との関係に対しては直接的な影響はほ

とんどなかった37。 

                                                 
37

 CCPL は、特に RAD-GRK の起草に係る分野において、中央・地方政府間の協力促進に直接的な影

響を与えている。RAD-GRK は、BAPPENAS によって技術支援を受け、財務省によって資金支援を受

けている。しかしながら、RAD-GRK 策定のためのガイドラインは、CCPL が終了した後の 2012 年に

発表された。また、RAD-GRK は CCPL の成果であるとみなされているにも関わらず、地方政府は

CCPL の存在を認識しておらず、少なくとも中央政府は CCPL をあまり強く宣伝することはなかった。 
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強調すべき他の点は、省庁間の脆弱な調整機能は気候変動政策の主流化の大きな障

害となっていることである。例えば、インドネシアにおいて、省庁はポリシーマト

リックスの取り組みに消極的であると報告されていることからもわかるように、不

十分なな省庁間の調整は、気候変動に係る目標達成への重大な障害となっている。

このような調整の欠如は、主に、複数の省庁におけるガバナンスの脆弱さに起因す

る。 

とはいえ、インドネシアでは ICCPL のような「ツール」に対する強い抵抗があり、

ICCPL に関する公的な議論は行われなかった。インドネシアのような国々（非附属

書 I国）は、国際交渉の場において、気候変動対策のために借り入れを行う代わりに、

先進国が気候変動対策に責任を持ち適応や緩和に係る負担を負うべきであると主張

している。このため、インドネシア政府は、自らの気候変動対策に係る取組や政策

の宣伝は比較的容易であるにもかかわらず、ICCPL に係る課題を広く世間へ公表す

ることが困難となっていた。 

最後に、インドネシア政府および開発パートナーは、ポリシーマトリックスの策定、

モニタリング活動、ICCPL に関する政策対話等、ICCPL の経験から、国際協定に基

づく気候変動課題に今後取り組むための協力プログラムの策定や実施のために、価

値ある教訓を得た。  

バリ行動計画並びにコペンハーゲン合意において、開発途上国の温室効果ガス排出

削減のためには、国際社会が財政および技術的協力を強化する必要があるというこ

とが示された。中期および長期政策支援のための財政計画に関して COP18（2012 年）

において議論が行われた。先進国は、少なくとも 2013－2015 年会計年度38の年平均

レベルに値する金額の資金支援を行うよう「奨励された」。単なる支援金の増加に

加えて、被援助国の開発ニーズと資金支援の間に生じている不均衡の是正は、物議

を醸す議題である。この目的へ向けて、UNFCCC は、NAMAs の登録システムを開

発し、2012 年 5 月に実施された第 36 回 UNFCCC 補助機関会合（SB36、ボン）にお

いて、そのプロトタイプが公開された。 

登録システムによって非附属書 I 国における NAMAs 開発および MRV システムに関

する情報へのアクセスが容易となり、緩和に係る協力計画の透明性の向上が期待さ

れている。緩和に係る活動のモニタリング・報告・検証を行うシステムを明らかに

し、NAMA の登録を行うことにより、開発途上国は中・長期緩和政策のための国際

支援金を確保することが容易になった。 

                                                 
38

 コペンハーゲン合意以降、先進国は、開発途上国における気候変動政策に対し、330 億米ドル以上

の支援を行った。日本政府による支援金は 133 億米ドルであり、全支援金額の 40%に相当する（出

所：外務省、日本 (2012). （出所：日本国外務省（2012）「国連気候変動枠組条約第 18 回締約国会議

（COP18） 京都議定書第 8 回締約国会合（CMP8）等の概要と評価」外務省ホームページ

（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kiko/cop18/gh.html）及び「気候変動分野における日本の

2012 年 末 ま で の 途 上 国 支 援 」 外 務 省 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kiko/pdfs/assistance-to-2012.pdf））（2012 年 12 月 25 日現在） 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kiko/cop18/gh.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kiko/pdfs/assistance-to-2012.pdf
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とはいえ、登録システム単独では、NAMAs の発展および登録、資金提供、計画の実

施、モニタリング・報告・検証を含むすべてのプロセスの円滑な実施を保証するこ

とはできない。プロジェクト／プログラムの準備段階から、開発パートナー機関だ

けではなく被援助国における中央政府省庁と地方自治体が緊密に協力することが強

く望まれている。それによって、関係者が情報を共有し、所期の政策のアウトカム

やインパクト並びにモニタリングや検証の明確な方法に関して議論することが可能

となる。 

CCPL によって、インドネシア政府は上記の課題に関連する有益な教訓を得た。たと

えば、BAPPENAS は、RAN-GRK／RAD-GRK において明確に記載された活動に関す

る MRVシステム開発において、モニタリング活動の経験を活かしている。さらに、

これらの教訓は、他の開発途上国における NAMAs 登録システムおよび MRV に関す

る資金調達に活かすことができる。 

ICCPL を実施した結果、各省庁の職員や行政官の「考え方の変化」や、気候変動対

策に係る課題をより考慮に入れるための手続きの修正が起こったかどうかを精査す

ることは非常に重要であった。しかし、残念なことに、多くのエビデンスが失われ、

事例情報も正確な分析を実施するための十分な情報量がなかったため、この点に関

して精査することができなかった。39 様々な省庁の職員に対し大規模な聞き取り調

査が実施されるべきであったが、省庁の高い離職率、組織に蓄積された記録の欠如

に加え、最初の評価チームによって聞き取り調査が行われた職員への再度の聞き取

り調査の実施が敬遠されたことから、徹底的な方法でこのような分析を行うことが

できなかった。 

ICCPL は、バリで開催された第 13 回 UNFCCC 締約国会議において増大した気候変

動対策への勢いを維持し、具体化するという点で、気候変動課題の主流化に影響を

与えた。また、ICCPL は、気候変動対策に係る意思決定および資金分配方法におけ

る、BAPPENAS の正当性を正式に示した。しかし、気候変動対策に関する公的な議

論での改善は見られなかった。 

 

4.1.3. ICCPL の直接的成果はどのようなものであったか？ 

インドネシア政府における気候変動課題の主流化へ向けた上記のイニシアティブに

加えて、法的発展、制度的・資金的改革、現場での活動が展開された。ICCPL のポ

リシーマトリックスは、このような取組のすべてではないが、大部分を含んでおり、

これらの年間および中期目標を明記している。ポリシーマトリックスに記載されて

いる分野における進捗は以下のとおり。 

                                                 
39

 例えば、林業省のスタッフは、森林管理ユニット（FMU）の設立（すなわち、同省の CCPL への関

与）に、既存の組織との重複となるとして、反対したことを認めた。しかし当該スタッフは、その後

FMU が有効であることを見て考えを改め、今や FMUの更なる実施の擁護者となっている。 
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鍵となる政策課題  

国家開発計画における気候変動の主流化分野におけるポリシーアクションには、

「気候変動プログラムが国家目標（2020年、BAUからGHG排出26%削減）達成へ向

けて全ての関連省庁において実施される」という成果目標が設定されている。進捗

は以下のとおり。 

- 2010年、「気候変動部門別ロードマップ（ICCSR）」を最終的に承認。 

- 2010年、GOIによってUNFCCCへ「インドネシア国自発的緩和行動」を提出。 

- 2011年、NAMAの概念を基に、「RAN-GRK」のガイドラインを公布。 

- 2011年、「RAD-GRK」に関する2011年大統領規則第61号を公布。 

- 2011年、「緩和の主流化に関する国家戦略」の草案が完了。 

- （2013年1月まで）29州において、（2013年1月において）33州すべてにおいて、RAD-

GRKを作成。 

 

気候変動のための資金スキームおよび政策調整におけるポリシーアクションには、

「気候変動に係る政策調整が促進され、国家予算および計画プロセスにリンクして

いる」という成果目標が設定されている。進捗は以下のとおり。 

- 2011年、「ICCTFビジネス計画2011－2020」を作成。 

- 2011年、ICCTFの標準実施要領（SOP）を修正。 

- 2010年、業績評価予算（PBB）に関する調査を実施。2011年、PBB導入。 

- 2011年、インセンティブメカニズムに関する調査を実施。 

 

温室効果ガス排出・吸収量推計インベントリにおけるポリシーアクションには、

「国家温室効果ガスインベントリシステムを通して、炭素排出・吸収のためのモニ

タリングメカニズムを設置する」という成果目標が設定されている。進捗は以下の

とおり。 

- 2010年、温室効果ガスインベントリシステム（SIGN）ユニットを設置。 

- 2011年、国家温室効果ガスインベントリに関する2011年大統領規則第71号を公布。 

- 2011年、国家温室効果ガスインベントリの更なる実施へ向けて、インベントリの一般的

なガイドラインの作成完了。 

- 2013年、SIGNセンターを設置。 

林業  

林業管理・ガバナンスにおけるポリシーアクションには「FMUsに係る制度の改善、

地方自治体のための資金スキームの設定、木材の合法性に関する基準設置を行い、

森林に関するガバナンスや管理能力が向上する」という成果目標が設定されている。

進捗は以下のとおり。 

- 現場において、州や県における FMUs 実施支援のため FMU 規制体制を設置する

とともに、59ヶ所のモデル FMUsを設置。 

- 資金支援に適格な分野や活動に関して、林業に係る DAK メカニズムの改善。

2012年度の林業に係る DAKの技術指導の発布。 

- 木材の合法性を確実にするため、木材合法性基準（SVLK）の設置。 
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泥炭地保全におけるポリシーアクションには、「泥炭地の保全および再生のための

制度的・規制枠組みの改善」という成果目標が設定されている。進捗は以下のとお

り。 

- 低地に関する政府規制および泥炭エコシステムの保全や管理に関する政府規制が

策定され、現在は政策調整プロセスにある。 

- スマトラ島における泥炭地水文学的ユニットマップ作成。 

 

REDD+におけるポリシーアクションには、「国家 REDD 枠組みの実施によって、森

林破壊や森林浸食によって生じる排出が削減する」という成果目標が設定されてい

る。進捗は以下のとおり。 

- 2011 年 5 月、モラトリアムに関する 2011 年大統領指示書第 10 号（Inpres No. 

10/2011）公布。MOFR が一連のモラトリアム指示マップを作成（PIPIB、インド

ネシア語）。 

- 2012年 6月、REDO+タスクフォースによって REDO+の国家戦略の策定完了。 

  

植林および森林再生におけるポリシーアクションには、「森林再生活動によって、

炭素シンクの容量が増加する」という成果目標が設定されている。 

進捗は以下のとおり。 

- 10 万ヘクタール移植プログラム完了。次の 10 万ヘクタールのために専門的な計

画が立てられる。 

- 2011 年 1 月、木材プランテーションのための山林分配に関する 2011 年省令 SK. 

07/Menhut-IIが公布。 

エネルギー  

再生可能エネルギー開発におけるポリシーアクションには以下の 2 つの成果目標が

設定されている。 

1) 民間セクター参入のため改善された政策枠組みの中での新たな地熱プロジェクト

実施を通して、エネルギー安全保障を改善し、将来的な発電による温室効果ガスの

排出を削減する。 

2) 新たな制度に関するモニタリング・評価・改定によって再生可能エネルギー開発

を促進する。 

 

成果目標 1）に関する進捗は以下のとおり。 

- 2011年、地熱調査（回転）基金設置。 
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- 2011年、地熱発電業者に関する FIT導入。 

 

成果目標 2）に関する進捗は以下のとおり。 

- 2012年、バイオマス、バイオガス、MSWに関する FIT導入。 

- 2013年、太陽光・風力に関する FIT導入。 

 

エネルギー効率におけるポリシーアクションには以下の 2 つの成果目標が設定され

ている。 

1）新たな技術の利用や、既存の施設・設備の再建・修理・交換を行うことで、エネ

ルギー多消費型産業におけるエネルギー効率を向上させ、温室効果ガス排出量を削

減する（もしくは温室効果ガス排出削減のための戦略を策定する）。 

2) 需要サイドの管理が政府規制の主要課題となり、最終的には予算管理に寄与する。

成果目標 1）に関する進捗は以下のとおり。 

- インドネシア気候変動信託基金（ICCTF）が資金提供した、産業セクターにおけ

る省エネルギーに関する MOIの大戦略が導入。製鋼業者 35 社および製紙・パル

プ業者 15社における省エネルギーや排出削減を含む第 1段階が実施された。 

- 2011年、セメント産業における排出削減に関する MOIの技術指導が公布。 

達成目標 2）に関する進捗は以下のとおり。 

- 省エネルギーマスタープラン（RIKEN）策定。（RIKEN の公布は国家エネルギ

ー政策（KEN）の公布を必要とする）。 

- 省エネルギー（CFL）ランプの性能試験手続きと要件の導入。 

価格設定におけるポリシーアクションには、「より価格志向の価格設定メカニズム

によって、エネルギー消費を管理し、温室効果ガス排出やエネルギー補助金の削減

に貢献する」という成果目標が設定されている。この成果目標の進捗に関しては以

下のとおり。 

- 2010年、エネルギー補助金に関するロードマップ完成。 

- APBN2011と比較して、APBN2012における電力補助金が 200億 Rp減少。 

運輸  

総合運輸政策におけるポリシーアクションには「交通渋滞悪化を防ぐための運輸政

策改善」という成果目標が設定されている。進捗は以下のとおり。 

- 2011年、ジャカルタ首都圏運輸計画の修正。 

- 2011年までにジャカルタ交通機関（JTA）に関する大統領規制を起草。 
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モーダルシフトにおけるポリシーアクションには、「車両利用者増加率は低水準で

あり、公共交通機関利用者増加率より低くなる」という成果目標が設定されている。

わずかなずれを伴うが、2010年の進捗は以下のとおり。 

- 2都市におけるバス高速交通（BRT）の開発。 

- 歩行者用設備や自転車レーンの改善。 

 

交通管理におけるポリシーアクションには、「交通渋滞悪化を防ぐための交通管理

改善」という成果目標が設定されている。 

- 2010年、ボゴールおよびスラカルタにおける広域交通制御システム（ATCS）導

入。 

- 2011年、電子道路課金（ERP）制度が交通管理に関する2011年政府規制第32号に

おいて明記される。 

適応  

気象予報の影響と脆弱性におけるポリシーアクションには、「制度・規制に関する

枠組みの強化および適応に関する科学研究能力強化」という成果目標が設定されて

いる。進捗は以下のとおり。 

- 2011年までに、気候モデルシナリオの策定。 

- 2011年までに、気候データベースの開発。 

- 脆弱性分析調査の持続的な実施。 

- 2010年、インドネシア国グローバル海洋観測システム（INAGOOS）開発。2011

－2014年、戦略計画公布。 

 

水資源管理におけるポリシーアクションには、「特に国家戦略的河川流域における

気候変動適応策を含む水資源管理改善」という成果目標が設定されている。進捗は

以下のとおり。 

- 2010年、ジャワ島における将来的な水資源に関する戦略的調査の実施。 

- 2010年より、州水資源会議の開催 

- 2008年より、ジャワ島の国家戦略的河川流域において、気候変動に関する調査お

よび統合水資源管理計画（POLA）を実施。 

- 2010年より、河川流域マスタープランを策定。 

 

農業におけるポリシーアクションには、「農産物生産の回復力強化および干ばつの

リスク軽減のための制度・規制に関する枠組み強化」という成果目標が設定されて

いる。進捗は以下のとおり。 

- 2007年より、稲集約栽培法（SRI）を実施。 

- 2007年より、Climate Field School (CFS)プログラムを実施。 

- 2010年、焼畑によらない土地管理を実施。 

- 2011年、異常気象に直面した際の稲作に係る安全対策に関する大統領指示書を公
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布。 

- 毎年、MOAおよびBMKGにおける担当機関よりCFS/SRIに関する技術指導を公布。 

 

海洋・珊瑚・漁業におけるポリシーアクションには、「沿岸域および小島を管理す

るための制度・規制に関する枠組み強化」という成果目標が設定されている。進捗

は以下のとおり。 

- 2010年、沿岸域における気候耐性村計画を策定。 

- 2010年までに、沿岸の脆弱性インデックスCoastal Vulnerability Indexを策定。 

- 2010年および2011年、二酸化炭素吸収・排出の変動制に関する研究およびブルー

カーボン研究のための戦略計画の修正を実施。 

 

ICCPL の宣伝が大々的に行われていないことを考慮に入れると、ICCPL に直接的に

関連するデータの普及への直接的影響はない。にもかかわらず、聞き取り調査によ

ると、ICCPL によって実施された温室効果ガス測定のための能力強化およびモニタ

リングによって、気候変動に係るデータの質が向上した。ICCPL フェーズ 1 の政策

指標に含まれていた BMKG早期警報システムによって、気候変動に係るデータの質

の向上と普及が促進された。 

 

4.2.  気候変動開発関連課題へのインパクト 

4.2.1.  緩和・適応分野における変化はどの程度であったか？それらの変化は、

政治的なもしくは政府の政策プロセスの変化にどの程度関連しているか、

あるいはその他の外部的・内部的要因に関連しているか？ 

最新の入手可能なデータによると、二酸化炭素排出量は 2005 年の 3.41 億トンから

2009年には 4.52億トンへと増加した（World Data, WB 22/6/2013）。さらに、1997年

末から 2009 年まで、1 人当たりの二酸化炭素排出量は安定的に増加している。とは

いえ、緩和政策実施の効果はしばらく経ってから観測可能となるであろう。 

にもかかわらず、2013 年 4 月 18 日、バルタザル・カンブアヤ環境大臣は、インドネ

シアは、2020 年の温室効果ガス排出量削減目標である 26%の内、昨年から 18%削減

したと述べた（温室効果ガス排出量削減のための国家行動計画に関する 2011 年大統

領規制第 61 号）。40 また、同大臣によると、環境省は、交通・産業セクターの管

理だけでなく、ごみ・廃棄物管理プロジェクトである PROKKLIM プロジェクトのよ

うな様々なプロジェクトを実施することで、削減目標を達成できるとのことである。

さらに同大臣は、大規模な植林計画等その他の取り組みについても強調した。加え

                                                 
40

  http://www.antaranews.com/en/news/88519/indonesia-reaches-18-emission-reduction 
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て、インドネシアのわずか 21 県のみが温室効果ガス排出量測定を実施していること

に言及し、「これまでに削減した正確な温室効果ガスの量を知りたいため、測定を

実施していない県は測定を行うように。」と付言するとともに、全体の数値の妥当

性や気候変動対策への地方自治体の取り組みに関して懐疑的である旨述べている。 

 

グラフ  4-4：インドネシアにおける 1人当たりの二酸化炭素排出量 

 

出所：World Bank, World Databank, 10/06/2013 

図表 4.2-1 は BAU シナリオおよび 2020 年削減目標との比較が困難である。にもかか

わらず、図表 4.2-1 によると、41%の温室効果ガス排出削減目標を達成するため、二

酸化炭素排出は多かれ少なかれ 2005 年のレベルを維持しなくてはならないことが示

されている。 

図 4-1：異なるシナリオにおける二酸化炭素排出量 
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出所：Helmy (2011) 

なお、ICCPL と同時に、他のドナーから気候変動対策のため、主にグラントや技術

協力のかたちで大規模な支援があったことに留意すべきである。 

温室効果ガスの発生に関する正確かつ明確なデータの欠如によって、温室効果ガス

排出量の削減（もしくは増加）に関する正確な分析を行うことができない。しかし、

本評価対象期間において、気候変動対策を管理する取り組みに関して明らかな進歩

が見られた。 

4.2.2.  企業、地方政府、その他の組織の気候変動政策への取り組みにはどの

程度変化が見られるか？ 

ICCPL は、気候変動対策に関する緩和および適応を促すため、民間および公的セク

ターの行動を変えることを目的に、インセンティブシステムに関する変化を促進し

ている。ICCPL のプロセスに携わっているのは、これらの関係者のわずか一部であ

る。 

調整機関において ICCPL に関する資料の大部分は（諮問委員会の議事録のように）

公開されていないため、ほとんどの主体はインドネシア政府のプログラムやプロジ

ェクトに関して十分な知識を有しているにも関わらず、ICCPL については認識して

いない。 

とはいえ、気候変動対策の主流化に関する政策指標の達成や、FMU、REDD+、木材

合法性、泥炭地管理、地熱開発、セメントや他産業における省エネルギー等に係る

制度・規制枠組みの発展に関する政策指標の達成は、民間企業、地方自治体、NGO

や先住住民を含む市民社会の活動に強く影響を与えた。 

インドネシア政府の気候変動対策に係る取組の象徴化に貢献したという点では（イ

ンドネシア政府は気候変動対策のための借り入れを行わないという点で幾分限定的

ではあるが）、ICCPL は民間セクターを説得し、気候変動問題に係る緩和・適応策

に関する取り組みを実施させることに成功したといえる。さらに、国内および国際

NGO による継続的な圧力はこの流れを加速させた。例えば、結果として、インドネ

シア国企業アジア・パルプ・アンド・ペーパーグループは、2013 年 2 月 1 日、森林

破壊を食い止めるための取り組みを実施した。 

メディアにより事例が報告されたように、他の民間企業も同様の取り組みを行って

いる。「気候変動問題を引き起こす開発を止める必要性を認識し、伐採企業やヤシ

油関連企業は環境グループや地方自治体と協働して、オランウータンの保護支援の

ため、オランウータン保護タスクフォースの設立に取り組んでいる。インドネシア

の熱帯雨林破壊を強く批判してきたグリーンピースでさえ、世界第 2 位のヤシ油プ

ランテーション企業であるゴールデン・アグリ・リソーシズのような企業を称賛し
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ている。ゴールデン・アグリ・リソーシズは、インドネシアの高炭素蓄積森林を保

護するため、パイロット・プロジェクトを立ち上げている。このような取り組みが

インドネシア国や環境のために現在実施されている。我々は、経済成長を犠牲にす

ることなく森林保護を行っているこの取り組みを称賛する。」（2013 年 3 月 14 日、

Jakarta Globe） 

結論として、気候変動に係る政策への市民社会の参加に関して大きな変化はない。

しかし、地方自治体の取り組みは、特に RAD-GRK において増加しており、民間企

業の中には環境や生物多様性への影響を考慮した取り組みを実施している企業も存

在する。 

4.2.3.  ICCPL によって引き起こされたプロセスや成果はどの程度持続可能で

あるか？ 

ICCPL の運営のために設立された組織は持続可能性をあまり考慮されて設立された

ものではないが、ICCPL に関するプロセスや恒久的組織は ICCPL 終了後も発展し続

けるべきである。 

気候変動政策に関して、ICCPL の主要な特徴は、既に言及したように、重要分野に

おける政府の政策決定において気候変動課題を主流化することである。さらに、

（ガバナンス・規制・監視強化を通した）泥炭火災や林業からの排出量の削減や、

エネルギー効率策の促進および（地熱・水力発電の更なる利用を含む）再生可能エ

ネルギー源による貢献の増加を通した化石燃料による排出量抑制を含む、気候変動

に係る取り組みの勢いを維持することも、ICCPL の主要な特徴である。特に農業、

漁業、林業等、地方住民の生計や貧困削減において中心的役割を果たす主要開発セ

クターにおいて、気候変動対策の重要性はますます増加している。また、産業の発

展において重要な要素であるエネルギー・運輸セクターの管理は、持続可能な経済

成長や雇用創出の促進を目的とする ICCPLの中心的な特徴である。 

RAN、RAD-GRK、ICCTF、インドネシア政府によって促進された気候変動対策に係

るイニシアティブに鑑みて、気候変動対策に係る政策変更はインドネシア政府に十

分に取り込まれている。さらに、中・長期開発計画に気候変動対策を盛り込んでい

くイニシアティブは、成果の持続可能性を確保するものである。 

インドネシア政府は気候変動に係る政策の全面的なオーナーシップを主張しており、

この動きを乱すことは、余程の重大事態が起きない限り不可能である。しかしなが

ら、インドネシア政府の優先事項が大幅に変化し、資金配分が気候変動対策から別

の分野に変化こと等によって、ICCPL によって始められたプロセスの持続可能性が

脅かされる可能性があることは指摘しておく必要がある。ICCPL の成果については、

その持続可能性は ICCPL のプロセス自体から生まれているものと考える。 
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第5章 ステップ 3 GBSとインドネシア政府の

戦略のパフォーマンス間のリンクの分析 

ステップ 3 は、ステップ 1 および 2 における評価結果に基づいており、両ステップ

が重なる部分について、ICCPL によるインプットと、グローバルもしくは各セクタ

ーレベルでの成果とのリンクおよび関係性について検証するものである。インプッ

トは AFDや JICAからのインプットとも関連する可能性がある。 

本章では、はじめに、既述の関係性および影響の連鎖に関して要約し、次に、評価

の設問に対する回答を詳述する。 

評価は、反事実性（ICCPL が実施されていなかったら何が起こっていたか）が幾分

不透明であるという理由で、注意深く実施された。この反事実性の不透明性は、イ

ンドネシア政府が 2007 年以前から活発に気候変動問題に取り組んでいることと、主

要なインプットは資金の提供ではなく政策対話や技術協力の実施であるという 2 点

に起因している。このため、評価はかなり主観的な要素が含まれたものとなってい

る。 

他の財政支援評価では、財政支援の成果を検証するため、計量経済学的分析に依拠

する場合がある。このアプローチは貧困削減のための財政支援評価において広く利

用されており、それ自体メリットを有しているが、ICCPL評価においては、以下の 2

つの理由で、計量経済学的アプローチを用いていない。第 1 の理由は、これらの計

量経済学的分析のための方法は、強固ではなく、財政支援が供与されていた期間に

おいて、クロスセクションもしくはパネルデータセットにおいてダミーを含めるこ

とで成り立っているためである。また、計量経済学的課題に加えて、気候変動のも

たらす影響に関して、数々の要素が気候変動に影響を及ぼしているため、見落とさ

れた変数による偏りが引き起こされることが考えられる。第 2 に、気候変動による

影響は長期間後においてのみ測定可能であるという点である。これは新たに以下の 2

つの問題をもたらす。まず、本評価が実施されたタイミングが非常に早かったため、

温室効果ガス排出量のような気候変動に関する事象の変化の全てを捉えることがで

きなかったということである。また、計量経済学的分析は、環境問題に関する長期

的な時系列におけるデータセットに基づいて実施されるべきであるが、知られてい

る限りでは、これらのデータセットはインドネシアでは入手することが出来ない。 

本項は、間接的アウトプットとしてみなされている制度変化に対し、ICCPL がどの

ように貢献したか、また、上述した成果やインパクトの達成において、ICCPL が主

要な役割を果たしたのか検証することを目的とする。 
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5.1. ICCPL は妥当であったか？ 

ICCPL に関する議論は、インドネシア政府が「気候変動に対する国家行動計画」を

策定していた 2007 年より開始された。同計画は、インドネシアが気候変動に関する

国際的議論へ参画した成果であり、経済成長、生活水準、開発に対する気候変動の

長期的な影響を抑えるための政策の必要性から策定された。インドネシアのバリ島

において行われた COP13 の際に明示されたように、同計画は以下の 3 方面における

取組の基礎となった。a) 温室効果ガス排出量の削減もしくは排出を相殺させること

によりインドネシアの気候変動に対する寄与を抑える（LULUCF に関する活動によ

ってインドネシアの温室効果ガス排出量は世界第 3 位である）、b) 気候変動に最も

影響を受けやすい分野やコミュニティにおいて開発戦略を実施する、c) 全てのイン

ドネシア政府の政策および市民社会パートナーシップ、特に貧困削減、経済開発、

社会福祉事業のより公正な提供やアクセスの確保に関する政策において、気候変動

課題の主流化を促進する。 

この 2007年の CC NAPによって、当初は JICAと協力し、後に AFDと（更に後には

IBRD および AsDB と）協力し、ICCPL の政策対話に関する枠組みが作られた。また、

2007 年の CC NAP によって、後に 2008 年の借款契約において合意に至り、2009 年

の借款契約で修正された、ポリシーマトリックス（2007－2009 年をカバー）の大部

分が定義された。この点において、ICCPL 契約における本質的な内容は、気候変動

政策に関する限りにおいて、インドネシア政府の気候変動戦略への取組実施を支援

するという明白な目的を考慮すれば妥当性が高いことは明らかである。 

2007 年の CC NAP は、2009－2010 年の様々な資料に引き継がれ（2008 年 DPRCC、

2009 年 SNC、2010 年 ICCSR）、2009 年の温室効果ガス排出量の削減目標に関する

大統領声明は 2010 年の ICCSR、2011 年の RAN-GRK および 2012 年の RAD-GRK に

つながって行く。これらを考慮すると、気候変動に関する一連のポリシーステート

メントや行動計画の実施という継続的な流れがあるということを示している。また、

（森林管理能力やエネルギー効率の向上に関するプログラムのような）特定のプロ

グラムによって、気候変動に対するインドネシア政府のアプローチに関するアジェ

ンダが継続的に発表されている。これとともに、ICCPL のポリシーマトリックスの

ロジックは、インドネシア政府自身の全ての社会経済的政策における気候変動課題

を主流化に対する取り組み（2012 年に予算に関する規約における分野横断的分類と

して導入された年間活動計画である MDTP において、気候変動課題は、取り組むべ

き分野かつ目的として捉えられている）を含む、政府主導の気候変動政策の発展を

反映している。これは、借款契約が結ばれた 2008－2010 年だけではなく、借款契約

が締結されていない 2011 年においても、ICCPL が継続して妥当性を維持しているこ

とを示している。また、インドネシア政府が RAD-GRK の下、マトリックスを策定

し、ICCPL の下で対話や実績のモニタリングを継続した 2012 年においても、ICCPL

が継続的に妥当性を有していることがわかる。 
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5.2.  ICCPL の成果は何か？気候変動政策の実施において、あるいは気候変

動へのインパクトとして、ICCPL の成果であると明確に認識できる変

化はあったか？ 

ICCPL の成果であると認識できる気候変動政策に関する変化は、（支援政策は既に

アジェンダに記載されているため）政策の方向性に関してだけではなく、改革の速

度に関して認めることができる。一方、既に投入されたインプットは、アウトプッ

トとしてみなされている省庁間の調整を実施する機会を生んだ。これは結果として、

政府レベルの気候変動に係る課題の主流化に成功した。したがって、既に着手され、

完了するまでに後押しが必要なプロセスを促進することにもつながった。 

さらに、ICCPL の一部である技術協力によって、気候変動に係る政策の効率性の評

価に貢献する既存のツール（例：モニタリング、温室効果ガス測定のための能力向

上、分野別研究）もしくは直接的に気候変動対策を行うツール（例：FMUs への支援）

が発展した。 

最後に、島村、若杉、杉本により作成された「インドネシア：開発政策ローン(I)-

(IV)」に関する事後評価報告書（2010 年）を引用し、ICCPL の評価について説明す

るならば、ICCPL の実績として、以下の 3 つの機能を挙げることができる。（1）イ

ンドネシア政府内におけるチャンピオンを支援し、インドネシア政府自身の改革を

「後押し」する機能、（2）改革に向けての政府の強いコミットメントとそれを国内

外にアナウンスする「シンボル」の機能、（3）改革実施のための実施体制を構築し、

インドネシア政府内部の調整を促進・強化するための「調整」機能が内生化してい

る。したがって、インドネシア政府自身が取組んできた諸改革に対して同政府の期

待に応えるものであったと言える。個別のプロジェクト支援等その他の支援ツール

では、必ずしも十分にインドネシア政府の期待に応えることが出来なかったであろ

う。 

5.3. プログラム融資は、気候変動政策分野における成果を達成するために

最適な手段であったか？ 

 

プログラム融資が気候変動政策分野における成果を達成するために最適な手段であ

ったか判断するためには、資金融資、技術協力、政策対話などプログラムの各コン

ポーネントを分析する必要がある。 

ICCPL の「ローン」に関わることについては、本評価の様々な段階、特に非附属書 I

国への貸付に関するパラドックスについて指摘する際に言及されている。国内の関

係者より「ローン」への反対が示されているものの、聞き取り調査によると、イン

ドネシア政府のカウンターパートは、気候変動に関する全ての投資をグラントで対

応することはできず、「ローン」も一考の価値があると認識している。さらに、
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ICCPL がプログラム融資として認識されているため、ドナーは ICCPL の実施、特に

調整およびモニタリングに関して、深く関わった。これらの支援は政策プロセスの

発展に関する直接的もしくは間接的アウトカムを生み出すとともに、ポリシーマト

リックスのポリシーアクションの実施のみならず、気候変動に係る課題の主流化と

いった成果の達成に大きく寄与した。 

本報告書において、技術協力は ICCPL の一部として取り扱われている。技術協力は、

インドネシアの行政機関が直面している課題に焦点を当てているため、非常に効果

的であることが示されている。また、技術協力の有効性は包括的支援の一部となる

ことによって促進されていると主張することもできる。とはいえ、成果に関して議

論する際、技術協力は個別の支援として実施可能ではないのかという疑問も浮上す

る。実は、技術協力プログラムは ICCPL の融資期間が終了した後も実施されており、

包括的プログラムとの妥当性が弱いという指摘もある。しかし、本報告書は、

ICCPLは技術協力なしでも機能するという反対の主張には賛同しない。 

政策対話は成果発現のために非常に重要であり、その実施は多くの資金が投入され

てはじめて可能となった。 

CCPL は、様々な関係者間の調整を促したという点で、気候変動に係る政策の主流化

において最も効果的な手段である。これはセクター財政支援やプロジェクトには当

てはまらない。 

5.4.  ICCPL のレベルは成果を達成するために全体として適切なものであっ

たか？ 

ICCPL のレベルは支出と連動していない。また、取引費用に関してモニタリングや

報告は実施されておらず、支援金額が取引費用を相殺するのに十分な額であるか述

べるのは難しい。 

支援額はインドネシア政府が AFD および JICA を気候変動分野における重要なパー

トナーであると認識するのに十分な金額であった。支援額が少額であった場合、同

様の成果が導き出せたかどうかは不透明である。支援額は実際にはインドネシア政

府の財政と比較すると少額であったが、経済危機の際は、インドネシア政府は市場

からの借り入れが困難であったことから、支援額は重要な意味を持った。 

しかしながら、AFD および JICA によってベトナムで実施された CCPL41を考慮する

限り、少ない資金でも同様の結果を得ることが出来ると考えられる（しかしながら、

これに関しては、コンテクストが異なるため議論の余地がある）。 

                                                 
41

 ベトナムの CCPL は未だ評価されていないので、その成果に関する我々の評価は聞き取り調査に基

づいている。 



88 

 

5.5.  ICCPL は、全体的もしくは部分的に、他の国々において実施されるべ

きか？また、どのような状況において実施されるべきか？ 

CCPL はベトナムにおいて既に実施されているため、比較の観点からの評価が行われ、

そこから全般的な教訓が得られるまでは、この質問は無意味なものになってしまう

であろう。ICCPL に係る全般的な問題は、気候変動対策のための借り入れが困難で

あるという点にあることは明らかであり、インドネシア政府は非附属書 I国の国際的

な動向に関わらず気候変動対策のための借り入れを行っていることに関して確実に

批判されるであろう。 

政府が気候変動対策のための借り入れを望んでいるのであれば、政府の取り組みの

度合いや戦略の実施能力に応じて、ドナーはそれに適した支援を実施する準備をす

るべきである。ドナーは以下を確認するべきである42。 

1. 気候変動対策に係る公式もしくは非公式な取組の存在 

2. 気候変動課題に係る戦略の主流化の度合い 

3. 行政機関および市民社会の技術的な能力 

加えて、ICCPL パッケージを、気候変動対策目的での借り入れを望んでいない政府

にとってより魅力的なものとするために、気候変動対策とローンの関係を断絶する

ことを考慮すべきである。より受け入れやすいものとするために、ローンのコンセ

ッショナリティに注目すべきである（下記の提言を参照のこと）。 

5.6. 結果のまとめ 

これまでの章で示されているように、ICCPL の誘発されるアウトプットへの正の影

響をたどるのは容易であり、インドネシア政府内の気候変動に係る政策の主流化へ

の影響は明白である。これは ICCPL の主な成果として記述することができる。この

点において、政策実施の効率化は成功しているものの、そのペースは依然遅い。こ

れは、エネルギー補助金問題に対して直接的な影響を及ぼすことに失敗したことか

らも示されている。しかし再生可能エネルギーの価格設定のような、他の達成事項

に関してでさえ、十分な進捗は記録されているものの、海外の投資家たちを惹き付

けるような十分に満足のいくインセンティブの枠組みの構築は図られていない。 

下記の図表は、主要分野における予期されたアウトカムおよび成果への ICCPL の貢

献度の概要を示したものである。この貢献度は 5 段階評価で示される（強い、やや

強い、中程度、無しか低い、無し）。レーティングは、i) ICCPL が実施されなかっ

た場合、予期されたアウトカムはどのようなものであったか、ii) ポリシーマトリッ

クスにおいて選定された、合意された目的という 2点に基づいて決定されている。 

                                                 
42

 詳細は提言部分を参照。 
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表 5-1：ICCPL のインプットと予期されたアウトカムおよび影響の妥当性に関する

概要表 

GoIの実績 CCPL の貢献度 

マクロ経済の安定性  金融市場が切迫している際に、ICCPLは「ギャップ・ファ

イナンス」を支援した 

ICCPLはマクロ安定性に対して明確かつ直接的な目的を有して

おらず、ほとんど影響を及ぼしていないため、貢献度は無しか

低い。 

分野横断的課題 

気候変動に係る課題

の主流化 

 RAN-GRKのような気候変動に係る行動計画の策定・実施

を支援・促進することによって、ICCPLは気候変動に係る

課題の主流化においてインドネシア政府を支援した。 

 ICCPLは国家開発計画およびインドネシア政府のアジェン

ダにおける気候変動対策の主流化支援およびモニタリング

に関する対話のためのフォーラムを構築した。 

 技術協力は分野横断的課題における省庁間の調整と対話を

促進した。 

強く直接的な貢献。 

公共財政管理  ICCPLは、全体的な PBB枠組みにおいて気候変動に係る課

題の組み込みを支援した。 

 ICCPLは気候変動関連の公共支出の特定を支援した。 

公共財政管理の改善に対して中程度の貢献度。 

緩和 

森林部門：森林管

理、ガバナンス、泥

炭地管理、REDD+

の改善 

 ICCPLは REDD+に係る政策の策定および FMUsに関する

制度の公布を促した。 

 技術協力に加えて、模範となる FMUsが構築され、REDD+

に係る国家戦略および泥炭地水文ユニットマップの作成に

関して進捗が見られた。 

本分野は、特に森林保全分野およびモニタリング・プロセスの

透明性・信用性に関して、依然進捗中であり、貢献度はやや強

い。本分野における多くのドナーの存在によって、ICCPLの追

加的貢献度が低下している。 

エネルギー部門：再

生可能エネルギー開

発、省エネルギー・

エネルギー効率、エ

ネルギー価格改革 

 ICCPLは、地熱エネルギー価格、税制上の優遇措置、エネ

ルギー補助金、省エネルギーに関する規制を推し進めてい

る。 

 省エネに係る規制の制定およびエネルギー監査国家システ

ム実施支援を行っている。 

エネルギーに関する総合規制がなく、PLN の独占のため、本

分野は依然多くの課題を抱えている。よって、貢献度はやや強

い。 
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運輸部門：運輸政

策、モーダルシフト

および輸送管理の改

善 

 ICCPL は運輸計画だけではなく交通管理やエンジニア術に

関する規制を支援している。 

目標が期間内に達成されておらず、規制にいくつかの重要な要

素（例：通行料徴収）が含まれていないため、貢献度は中程度

である。 

適応 

適応に係る課題：水

資源管理改善、灌漑

資産管理、気候変動

による影響に関する

理解および脆弱性調

査、農業、海洋・漁

業・沿岸部のコミュ

ニティ 

 ICCPLは気象予測およびその影響に関する制度・規制に関

する枠組み並びに脆弱性調査の改善を支援した。 

 対話および技術協力を通して、農産物の耐性力強化並びに

沿岸部と小さな島々の管理に関する制度・規制に関する枠

組みの強化を行った。 

 ICCPL資金に関連している技術協力は、水資源管理改善に

貢献した。 

ICCPLは確かに該当分野においてより強固な制度・規制に関す

る枠組みづくりに貢献しており、これらの枠組みづくりに関し

て関連省庁からの強い支援があった。よって、貢献度はやや強

い。 

出所：筆者 

気候変動対策に関する議論の場を提供することによって、ICCPL は政府内のコミュ

ニケーションを促進・強化し、気候変動に係る課題の主流化に大きく貢献した。し

かしながら、気候変動対策に係るインドネシア政府の政策に対する国際的な認知度

については、非附属書 I国であるというインドネシアの立場に起因する曖昧な立ち位

置や ICCPL 実施において（ローンという）資金支援が選択されたこともあって、

ICCPLの貢献は低い。 

ICCPL の影響は、LULUCF およびエネルギーという 2 つの主要支援分野において、

より明確である。LULUCF関連の活動において、ICCPLは特に FMUの実施において

重要な役割を担っているが、（悪いガバナンス、曖昧な役割等の）分野における制

度的な問題や、他のドナーが実施した技術支援や多額のグラント支援を考慮に入れ

ると、他のサブセクターにおける ICCPL の貢献は慎重に判断されなければならない。

エネルギー部門に関して、ICCPL は、主にエネルギー効率に関する対策を推進した

ことにより、強い影響力を及ぼしたが、最終的なエネルギー補助金の制御に関する

インドネシア議会の否定的な反応により、全体的な影響は限定的である。運輸部門

における活動に関して、同部門の複雑性を考慮すると、ICCPL の影響は中程度であ

る。ICCPL の中心分野の一つとなった適応策に関して、気候変動対策に関する制度

強化並びに適応分野におけるインドネシア政府の技能向上を目的とした規制推進を

通して支援が実施されたため、ICCPL の貢献は「やや強い」。最後に、ICCPL は、

公共財政管理に中程度の影響を与えたといえる。結果として、公共財政管理によっ

て、気候変動対策に係る支出はより特定しやすくなった。しかし、ICCPL のマクロ

経済安定性への影響は幾分低い。これは、ICCPL によって果たされた役割が非常に
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小さく、高い不平等性によって特徴づけられたインドネシアの経済面でのコンテク

ストが背景にある。 

技術協力の実施は、インドネシアの制度的なコンテクストを踏まえて、中央および

地方レベルの能力向上を図ったという観点から政策指標の実施改善に貢献した。 

ICCPL のインプットが気候変動に係る課題の主流化に重大かつ持続的な影響を与え

たという最も明らかな事実は、ICCPL 終了後の 2012 年の TC および SC の会議にお

いて示された。これは緩和・適応戦略の改善およびこれらの政策の主流化における

インドネシア政府の取り組みを示している。また、インドネシア政府が ICCPL によ

って創出された議論と調整の枠組みの価値を認めていることも示している。 

これらの成果が ICCPL によるインプット以外の他の要因（インドネシア政府の政策）

によっても影響を受けているということに留意すべきである。図表 5-2 は図表 5-1 に

依拠しており、総合的な見解を示したものである。また、図表 5-2は最終列において

（歴史、政策、国際環境、他の外部からの支援など）他の要因によって影響を受け

たであろう結果を示している。 
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表 5-2：総合表 

ICCPLの貢献

度 

インドネシア政府の

政策は以下に貢献し

ている 

開発成果 その他の歴史的・政

治的要因 

強い 気候変動課題の主流

化 

気候変動課題に関す

るより良い認識（関

係省庁、企業、市民

社会） 

国際交渉、国際・国

内 NGO 

やや強い LULUCF 

 
森林再生、しかし、

不法伐採は継続的に

実施されている。民

間企業は森林破壊を

止め、生物多様性保

護を考慮に入れてい

る。 

セクターのガバナン

スが弱く、結果とし

て不法伐採が発生 

中程度 インドネシア政府の

気候変動に係る政策

の国際的認知度 

シンボル効果。しか

し非附属書 I 国の決

定に対するインドネ

シア政府コミットメ

ントによって、シン

ボル効果は低下して

いる。 

環境省 

国際交渉、ピアプレ

ッシャー、国際・国

内 NGO 

やや強い エネルギー（再生可

能エネルギー利用増

加） 

エネルギー効率。し

かし、エネルギー補

助金の削減には影響

していない。 

エネルギー価格上昇

に関する市民社会の

反対 

中程度 運輸 交通渋滞悪化を防ぐ

ための運輸政策促進

に関する取り組み。 

行政能力の低さ  

インセンティブが低

いため、影響を及ぼ

すターゲットが限定

的 

無しか低い マクロ経済の安定性 経済成長。しかし、

不平等は拡大。 

ポスト 97調整 

中程度 公共財政管理 気候変動対策に係る

支出の特定。透明

性。 

公共財政管理改革、

業績評価 

やや強い 適応 対象分野におけるよ

り強固な制度・規制

に関する枠組み 

関係省庁からの支援 

*判断基準：なし／中程度／やや強い／強い／非常に強い 

出所：筆者 
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この時点で、本評価は、ICCPL のインプットと、主に気候変動政策の策定並びに政

策実施支援に関する、当初の目的および予期された成果を関連付けた。標準的な

OECD の評価アプローチでは、財政支援によるインドネシア政府の政策変化と、こ

れらの政策の成果およびインパクトの間のつながりを見い出そうとするであろう。

しかしながら、本評価の対象範囲はこの点に踏み込むことはない。ICCPL の策定時、

気候変動課題が主流化された政策のインパクトという観点から目標を定義していな

いためである。さらに、把握可能な限りでは、インドネシアにおける気候変動政策

の最終的なインパクトに関する情報は非常に限られている。 

第6章 結論・提言 

6.1. 結論 

ICCPL は気候変動対策のための資金供与の草分けである。ICCPL は既に気候変動対

策に積極的に取り組んでいる政府に対し資金を提供し、インドネシアにおいて気候

変動政策実施を促す役割を果たした。また、 ICCPL は RAN-GRK、RAD-GRK、

RAN-APIのような長期的戦略策定のための道筋をつくった。 

モニタリングや報告の実施は、森林、エネルギー、運輸、適応関連分野における気

候変動政策の課題や問題の特定に役立った。これにより、右に関連する解決策を提

示することが可能となった。 

2007－2010 年、インドネシア政府はさまざまな法律や規制を制定し、インドネシア

において気候変動緩和政策に関して多くの議論を行った。ICCPL の下、継続的な政

策対話が行われ、当初期待されていたとおり、プロセスの強化に重要な役割を果た

した。関係省庁がこのプロセスに携わったことで、SOEs や民間企業における気候変

動政策の主流化が進展した。ICCPL は気候変動政策主流化の進展に直接的かつ間接

的に寄与した。ICCPL の枠組みは効果的に利用され、多くの改善点を生み出してい

った。詳細に関しては以下のとおり。 

 開発パートナーだけでなくインドネシア政府内部の利害関係者間の調整や情

報の共有の改善。 

 森林、エネルギー、運輸、適応関連分野における気候変動政策の実施状況・

実績や問題・課題の特定。 

 モニタリングの結果や政策対話に基づき、更なるプロジェクト支援の実施お

よび特定された課題を解決するための改善措置の導入。 

インドネシア政府とドナー間の政策対話は、インドネシア政府およびインドネシア

社会の優先事項を明らかにするだけでなく、インドネシアにおける制約を特定する
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ツールとして機能した。これにより、次の支援に関するより良い計画の策定が可能

となった。 

それでも、気候変動政策の主流化はまだ広範囲にまで及んでいない。聞き取り調査

によると、地方政府は、RAD-GRK の策定プロセスに携わっていたにもかかわらず、

基本的な情報や指標に関する課題でさえ十分考慮していなかったようである。

ICCPL はこの点において主要な役割を果たすことはできなかった。気候変動対策の

ための借り入れを行わないという非附属書 I 国の立場があり、インドネシア政府が

ICCPLに関して言及することは困難であった。RAN/RAD-GRK や RAN-APIを含む上

流政策の戦略は、緩和・適応に関するシナリオに基づいたより詳細な行動計画や温

室効果ガスインベントリシステムの改善によって、更なる改善が見込めるであろう。 

政策のアウトカムおよびインパクトは今後どのようなものとなるか現時点では不明

である。長期的なタイムラグを伴った後に出てくるものである。短期的には、イン

ドネシア全体での温室効果ガスの排出量は継続して増加しているが、BAU からの進

展を判断するデータがないという点で、結果は曖昧であると言える。また、インド

ネシア政府は直ちに電力補助金を廃止することはできなかったが、ICCPL の達成目

標（補助金削減のためのロードマップ策定）については進捗が見られた。 

ICCPL は経済危機時の対外資金調達のコンテクストにおいて要請に基づき実施され

た。しかし、時間の経過とともに、資金調達のニーズは減少したため（新たな借り

入れに対してインドネシア政府が支払う金利も減少）、外国借入は不可欠ではなく

なった。同時に、予算におけるディスバースメント水準の低さについての議論がな

されており、国家財源が十分に活用されていない状況下で対外借り入れに依存する

ことを疑問視する声が上がった。 

したがって、が、ICCPL の予期されていた継続をインドネシア政府が望まなかった

という事実は非常に厄介なものである。更に厄介な問題は、インドネシア政府が突

然 ICCPL の中止を決定した一方で、ICCPL に携わる用意のあるドナーの数は増加し

た（JICAおよび AFD、後に WB、最終的に ADB）という非対称性である。このこと

から、金利低下、海外資金の利用可能性、気候変動に関する国際交渉によってもた

らされる圧力の有無、ICCPL に反対する政府高官の影響力の度合いなど、変化して

いく状況を考慮しながら、どのように CCPL を管理すべきかという問題が浮上して

きている。 

6.2. 気候変動に係る財政支援の計画・実施に関する教訓と提言 

6.2.1. 気候変動に対する効果的な財政支援に向けた教訓 

気候変動に係る効果的な財政支援のための前提条件の 1 つは、調整と省庁内のコミ

ュニケーション促進のための、省庁とドナー共通の制度的枠組みの構築である。



95 

 

ICCPL の場合、気候変動課題の主流化によって気候変動に係る課題に関する認識が

深まり、関係省庁が直面している課題をハイライトすることができた。従って、気

候変動課題の主流化の成果は省庁とドナー間の議論と調整に密に関連していると言

える。 

CCPL の場合、資金の額は支援の効率性を確保するのに十分ではなかったと考えられ

る。ロジックフレームワークの一部として、受益国政府が直面している主な制約に

関して調査が行われるべきである。例えば、主な制約が、財政的制約ではなく、実

施プロセスの効率性に関わる制約の場合もあり得る。資金の供与によって財政的制

約を緩和し得る。政策の策定・実施に関する問題は主に、行政機関の技術的な能力

や、技術的能力と政治的意思決定とのリンクに関連している。こうしたことから、

財政支援と共に技術協力を実施することにより、財政支援の効率性を向上させ得る。

当然、当該供与資金によって受益国がコンサルタントを雇うことが可能となる。し

かし、ドナーが技術協力を行うことにより、政策対話が CCPL 参加国政府間の経験

に係る意見交換を重視するのであれば、技術協力が政策対話により良く反映される

ことになると思われる。 

とはいえ、インドネシアの CCPL では、ローンは 1 年ごとに実施されており、技術

協力は複数年実施されている。このギャップを調整するのは非常に困難であった。

場合によっては、ドナーはこれら 2 つの要素を分離するべきであった。AFD と JICA

の場合、技術協力プログラムは ICCPL 終了後も継続して実施されている。AFD によ

ると、これら 2 種類のインプット間のタイムフレームの違いによって、モニタリン

グ・プロセスにおいて一貫性を維持することが困難であったとのことである。 

聞き取り調査を実施した人々の中には、関係省庁が協議の場についた背景にはドナ

ーからの技術協力があったと認識する人々もいたが異なる意見もあった。インドネ

シアのほとんどのドナーが多額の技術協力を実施しており、技術協力の実施は現地

のニーズを超えていると指摘する者いた。技術協力はモニタリング・プロセスにお

ける課題の特定と調整において重要な役割を果たした。確かに、特定のセクターに

おいて技術協力が実施されたことによって、インドネシア政府は包括的な観点を得

ることが可能となった。 

効果的なものとなるため、技術協力は政府の要望に則したものである必要がある。

該当分野を担当する政府職員が技術協力の付加価値を明確に認識していない場合、

当該支援が逆効果となる可能性がある。 

後に、モニタリングチームは、大学や現地の研究機関で働く教授や研究者など現地

の専門家に、情報収集を任せた。これによって、情報収集がより効果的なものとな

った。 
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成功の鍵は、モニタリングに基づいた政策対話である。気候変動に係る主要な課題

に焦点を当て、少数の指標をもとに実施されるべきである（以下の提言を参照）。

気候変動に係る課題の主流化を促進するためには、政策対話は開放的かつ包括的で

なければならない。エネルギー補助金のような主要課題は議論の一部であるべきで

あり、敗者に対する補償も一時的に実施することは可能かも知れない。モニタリン

グによって、政策対話の基礎が作られ、困難な課題に光が当てられた。このため、

モニタリングにおいては多くの指標の収集に多大な時間を割くべきではない。モニ

タリングは早期警報システムとして機能するべきであり、最重要課題の提示を試み

るべきである。 

状況は急速に変わり続けるため、ドナーの柔軟性も重要である。2008 年の経済危機

やインドネシアを取り巻く状況の変化は過去に予測されていなかった。ドナーは、

決められた政策実施からわずかな逸脱があった場合でも、あまり強く反応するべき

ではない。 

気候変動に係る政策から重大な逸脱があった場合、ドナーがどのように対応するべ

きかは課題の 1 つである（たとえば、汚職が関与している大規模な森林破壊プログ

ラム、インドネシア政府が温室効果ガスを排出する発電システムへの投資を決定す

るなど）。この場合、本評価によると、ドナーは出口戦略の実施準備をすべきであ

る。さもなければ、信用性や評判にリスクが及ぶ可能性がある。一般財政支援の場

合、政府が市民に対し暴力を行使した際にこうした事象が生じている。 

それにもかかわらず、SC の議事録は公開されておらず、意識の向上を図るための機

会が失われている。 

ICCPL の主な成果は気候変動に係る課題や政策の主流化である。これを更に効果的

にするため、インセンティブに係る計画を受益国の状況に合わせて慎重に作成する

べきである。関係省庁は、他省庁や政府内で協力するという「自然な」インセンテ

ィブを持ち合わせていない。この種のインセンティブは、技術協力やプロジェクト

を追加実施することにより、予算配分の増加やドナーの支援によってもたらされる。 

ICCPL のようなプログラムは、影響力を増すことによって、省庁間の関係に影響を

与える。これはインドネシアにおいて非常によく当てはまった。BAPPENAS は、開

発計画を策定し、BAPPENAS の取り組みを関係省庁が尊重するよう圧力を加えるた

めの手段として、ICCPL を捉えていた。十分な権限や能力を有する（BAPPENAS の

ような）調整機関の存在は大変重要である。 

明確かつ公的に支持された、気候変動対策のための政府の取り組みの存在は、

ICCPL のようなプログラムの実施や取り組みの持続可能性の確保にとって大変重要

である。 
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ハイレベル政策対話は ICCPL の主要な成果であり、今後再現する際には慎重に行う

べきである。とはいえ、このハイレベルの政策対話は緊密に技術的政策対話と結び

ついており、効率性を向上させた。 

6.2.2. 提言 

a) 前提条件 

BCCPL のようなプログラム支援を行うに先だって、ドナーは以下の事項を確認する

べきである。 

1. 気候変動対策に係る公式もしくは非公式なコミットメントの存在や、これ

らのコミットメントと政府全体の開発戦略との一貫性。たとえば、ドナー

は COP におけるの政府の立場や関連する宣言を考慮に入れるだけではな

く、与党の政治声明の中で気候変動に係る課題がどのように言及されてい

るかにも注意しなければならない。ドナーは（政治における多数派が変わ

った場合に生じる問題を事前に防ぐために）この戦略がどの程度全体的な

コンセンサスとなっているのかについても確認すべきである。これによっ

て、生じるであろう変化が CCPL によるものなのか、以前より存在してい

る政治的意思によるものなのか精査し、気候変動対策に関する意思決定や

実施の傾向を特定することが可能となる。 

2. 気候変動対策に係る戦略の主流化の度合い。これは、調整機関（この場合

は BAPPENAS）の能力や影響力を確認するだけでなく、地方と中央政府

間や省庁間の関係性を確認することにもつながる。 

3. 行政機関および市民社会の技術的能力。特に、BAU シナリオの質や限界

削減費用曲線の質に注意すべきである。 

4. ICCPLを開始する前から 、明確かつ共有されたロジカルフレームワークに

係る議論が行われるべきである。この枠組みは最終的な評価実施のための

評価質問を含むべきである。 

インドネシアにおける CCPL の場合、ポイント 1 および 2 はプログラムの策定時に

既に考慮されていた。ポイント 3 はある程度考慮されており、気候変動課題に係る

データの質に係る潜在的な脆弱性は、ICCPL の実施や評価段階で指摘されていた。

最後に、ポイント 4 は考慮されておらず、これによって ICCPL を評価する際に問題

が生じた。この評価が古典的な OECD の評価方法に則していたならば、政策の最終

的なインパクトを考慮に入れた場合、データの質や測定に係る問題はより顕著に示

されていたであろう。 

 

b) 政策対話 
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関係当事者間で関連するアジェンダに関する議論を可能にするためには、政策対話

は慎重な準備を必要とする。気候変動に係る課題に携わる開発パートナー間の調整

はプログラムの準備段階から着手されるべきである。知名度を向上させ、議論にお

ける一貫した立場を維持するためには、トップレベルの政策対話も考慮されるべき

である。 

b) 焦点 

予期される便益の事前評価や、経済・行政・政治的課題に係るアセスメントにに基

づいて、重点セクターを選定する必要がある。ドナーが高度な専門的知識を有して

いるセクターが優先されるべきである。 

c) タイムフレーム 

実施プロセスの効率を上げ、レバレッジを確保するためには、様々なステップが当

初から検討されているべきであるが、ICCPL が 1 年ごとに実施されていることから、

これらを十分に考慮することが困難になっている。ローリングベースで 3 年間をカ

バーするポリシーマトリックスは、日々の管理にとっては都合が良いが、気候変動

対策は長期間にわたるプロセスである。したがって、長期を見据えた年間プログラ

ムを実施するために、当初より参加的な長期戦略が策定されるべきである。たとえ

ば、複数年次のプログラムを行うことにより、プログラムのディスバースメントと

国家予算計画を一致させることが可能となるとともに、最もイニシアティブをとっ

ている関係省庁に対する技術協力のような追加的便益を付与することが可能となる。 

長期的なビジョンと短期的なアクションの非整合を解消するためには、長期的に維

持できるパートナーシップの構築が適切であると思われる。ディスバースメントの

突然の中止等によるリスクは、主に不十分な成果（指標の不十分な達成）、制度的

問題（政変、リーダーシップの欠如）、手段の問題（技術協力プログラムの未実施、

資金供与条件の魅力不足）のような事項と関連付けられる。従って、単年度のロー

ン供与から長期的なパートナーシップへの移行を検討していくべきであり、また、

リスクに応じた出口戦略を考えるべきである。 

d) 現地の関係機関間の関係 

財政支援プログラムは省庁間および他政府機関間のパワーバランスを変化させる可

能性がある。したがって、全てのインプット（資金、技術協力、財政支援のモニタ

リングのために構築された制度的枠組み）を考慮に入れ、プログラムで予期される

制度面での効果について事前評価を実施するべきである。また、新たなインセンテ

ィブ枠組みにおいて、プログラム目標を達成するために省庁間の協力を促すことが

出来るかどうか精査するべきである。 
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影響力に関する移行がローン受益者にとって肯定的か否定的か、その効果が持続可

能であるかに関して、特別に注意するべきである。 

e) 全ての利害関係者の参加 

気候変動課題は社会全体にとっての主要課題であるので、行政機関43だけでなく全て

の関係者が関与するよう試みるべきである44。これは地方政府や選挙で選ばれた機関

にも当てはまる。諮問委員会は民間セクター、NGO、先住民族団体等からの参加者

を得てと公開セッションを行うべきである45。参加型の評価枠組みによって、国民一

般への説明責任をさらに果たすことができるようになる46。 

f) インセンティブ 

インセンティブの枠組みを有していない。（指標のレビューはある意味でトリガー

の役割を担っているが）明示的なトリガーは存在せず、公式な政策対話の場を形式

的なものにするリスクにさらしている。市場金利で融資を受け、他方で、実施が比

較的容易な目標を達成すれば、金利負担の一部を相殺するグラント支援を得ること

ができれば、インセンティブが創出される可能性がある。（この種の枠組みはパキ

スタンにおいて予防接種の分野において利用されている。世銀が予防接種の提供の

規模を拡大するためのローンを供与し、成功した場合は WHO が金利支払いを相殺

するためのグラントを供与。グラントは、貸手やドナーとは別の第三者の機関より

供与されることもあり得る）。 

政策対話に携わる全ての主体（関連省庁、地方政府）のインセンティブ構造にも注

意を払うべきである。行動計画が実施され、成果がモニター・報告・検証される際

には、過度な負担を課すことはやめるべきである。追加的な能力向上のためのプロ

ジェクトや技術支援の実施など、こうした主体のための便益が考慮される必要があ

る。 

g) 指標 

（受入国の国内プロセス上持続可能な範囲を超えてデータを収集することによって

生じる）政府の負担を最小限にするためには、ICCPL の成果測定のために用いられ
                                                 
43多くの国において、ポリシーアクションの策定時には公開セッションは行われないが、このアプロ

ーチを導入することによって課題に対して国家的コンセンサスの形成を促す場合があることが示され

ている（例：フランスの「環境協定」）。 
44

 政策アクションの準備の際に多くの国において公開での協議の場が設けられなくても、このような

アプローチ（例えばフランスにおける中央・地方政府や各種団体が参加する「環境国民会議

（Grenelle de l’environnement）の様なもの」）はこのような問題に関する国民的合意形成に資すると

見られている。 
45

 このような大規模な会議の開催準備や調整における行政の負担など、実際の制約が考慮されるべきである。プ

ロジェクトのかたちで、ドナーから技術支援もしくは資金支援が必要となる場合もあろう。 
46

 Hein（2013）は気候変動対策に係る法律が必要であることに注目している。「2014 年の大統領選挙

の実施は間もなくであり、気候変動に係る法律によってインドネシアの緩和に関する取り組みの永続

性が確保されるだろう。」 
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る指標の数は絞られるべきである。全ての指標は確実かつ迅速に測定可能であるべ

きである。 

肝心なのは、活動を密にモニタリングするのではなく、アウトカムやアウトカムを

生み出す影響の連鎖に着目することである。明確に定義された手法や検証方法によ

って目標や指標が定められるべきである。これらの指標は SMART に沿ったものと

なるべきである[気候変動に係る政策の目的が具体的（＝Specific）であること。測定

可能（＝Measurable）であること（情報生産プロセスが当初より明確に特定されて

いること）。定められた目標が実現可能である（＝Achievable）こと。指標の改善が

政策の成功に整合している（＝Relevant）こと。達成期間が定められていること

（=Time phased）。これにより、事前に定められた期間内にアウトカムに関する評

価が実施できる]。 

この提言は、ICCPL の影響を受けた政策の最終的なインパクトを考慮する場合に、

一層の妥当性を有する。 

h) ツール 

財政支援は一つのツールであり、利用可能な全てのツールを考慮することは重要で

ある。ツールは、プロジェクト、技術支援、能力向上のような一連の支援の中で考

慮されるべきである。主流化促進や意識の向上が重要となる第 1 段階では、財政支

援は最適なツールであると言えるが、財政支援と同時にもしくは後の段階において

は、関係省庁や市民社会によってより容易に受け入れられる投資プロジェクトのよ

うなツールを利用するべきである。 

i) Reputation risks 評判リスク 

CCPL によって予期せぬ開発が生じる可能性があることから、CCPL は、ドナー側の

評判リスクを包含している。たとえば、ICCPL のマトリックスにおいて定められた

目標を達成したものの、大規模な森林破壊が起こった、もしくは、汚染を引き起こ

す発電に投資を行った場合（セクター財政支援においては、同様のリスクとして政

治的腐敗の増加が挙げられる）これを抑えるのは非常に難しく、ドナーの評判を潜

在的に悪化させる恐れがある。このため、マトリックスにおいて、｢ネガティブプレ

ッジ条項｣や「ネガティブトリガー」のようなものを導入する可能性も検討されるべ

きである。これがあらかじめ定められていれば、ディスバースメントの中止が可能

となる。もちろん、これらの「ネガティブプレッジ条項」は徹底的な対話を行った

上で実施されるべきである。 

6.3. 方法論に関する課題：３ステップ・アプローチを用いた CCPLs の評価 

理想的には、開発支援活動の評価は、ドナーによるインプットと、受益国における

アウトプット、成果、インパクトの間のリンクを見い出すことが必要である。事前
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評価の場合のように、最終的には費用便益分析のようなものとなりうるものが考え

られる。しかし、財政支援の場合は、受益国の公共政策の実施を通じて、間接的に

成果とインパクトが発現することからリンクを見つけることは難しい。したがって

評価に際しては、3 ステップ・アプローチのような「次善の」アプローチに依拠しな

くてはならない。 

3ステップ・アプローチは CCPLsの評価において有用である。これは、3ステップ・

アプローチが評価に関する課題に包括的かつ論理的な方法で取り組む枠組みを構築

しているためである。これにより、正しい設問を選ぶことが可能となる。このよう

な枠組みがなければ、指標を用いて、事前に合意したアウトカムが達成されている

か否かを確認するためだけに評価が存在していることになってしまうというリスク

が生じる。これは評価の重要な側面であるが、あくまで 1 つの側面である。3 ステッ

プ・アプローチはこの狭い枠組みを超え、i) 財政支援のインプットがどの程度目標

達成に有用であったか、ii) 合意されたアウトカムがより良いインパクトをどの程度

生み出すことができたか、について評価を行うことが可能となる。OECD/DAC のこ

れまでの経験によると、3 ステップ・アプローチは全般的にこれ以上に進むことはで

きない。「この方法論（3 ステップ・アプローチ）を用いることによって、与えられ

たコンテクストにおける、資金の流れや、当該国の政策や実施プロセスへ影響を与

えることによる、財政支援の開発成果への貢献を深く理解することができるが、こ

のような成果が、国の政策や財政支援に「起因」するものであると検証することは

できない。(OECD DAC 2011, p. 15) 」 

さらに、CCPLの場合、標準的な財政支援の評価の場合と比較すると、ステップ 3 の

分析はあまり効果的ではないと思われる。 

ステップ 1 について、CCPLの場合は概して成果が見えにくい。インドネシア政府は

（多くの場合）他の財源から気候変動に係る同様の政策実施に対して資金調達を行

うことが可能である。これは、インドネシア政府が国際的金融市場へのアクセスを

有しているためである（しかし、先進国経済との金利差が低い場合、このアクセス

は必ずしも常に有効というわけではない）。インドネシア政府が気候変動対策に真

剣にコミットしているのであれば（これは CCPL へ資金供与を行うための前提であ

る）、これは概して資金支援なしでも同様の政策を実施することができるというこ

とである。したがって、この場合、主なインプットは技術協力となりうる。しかし、

たいていの場合、影響の連鎖に関する評価は聞き取り調査に大きく依拠しており、

主観を伴うものとなってしまうため、技術協力の評価は大変難しい。それにもかか

わらず、財政支援は「シグナル」としての非資金的な役割も担っている。改革に対

する海外からの支援は、自らの政策が多くの国際的な支援を伴ったものであるとイ

ンドネシア政府が示すためにも重要である。さらに、BAPPENAS（ある程度財務省

も）は、抵抗や遅延という課題を乗り越えることを目的として、関係省庁や地方政

府へ圧力を加えるため外からのプレッシャー（マトリックス、トリガー）を利用す
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ることもできた筈であるが、CCPL の場合、インドネシア政府は気候変動対策のため

に借り入れを行わないこととしたため、外からの圧力を利用することは困難となっ

た。 

CCPL の場合、インパクトは長期的に発現し、インパクトの測定（つまり温室効果ガ

ス排出量の変化）にはタイムラグを伴う上、第 3 者のチェックが不可能であるとい

う理由で、ステップ 2 は極めて複雑である。さらに、評価は妥当性が低い可能性が

ある BAU シナリオに対して実施される。これらの課題は貧困削減支援を評価する際

に直面する課題と大きく異なることはない。 

CCPLの場合、ステップ 3 もまた問題を抱えている。気候変動対策に関するアウトカ

ムおよびインパクトは、インドネシア政府の政策に関連しているだけではなく、他

の歴史的要因や国際的な波及効果とも関連しているためである（この理由で気候変

動は地球公共財であると言われている）。インドネシア政府の政策や介入によるも

のと、その他の要因によるものを解きほぐすことは容易でない。最も起こりやすい

ケースとして、肯定的な影響の連鎖があることが確定されたとしても、「連鎖は強

いのか、中程度であるか、弱いのか」という質問に答えを出すのは難しい。この答

えは事実に基づいた明確な答えがなく、主観に頼りがちになってしまう。非常に単

純明快な政策決定でさえ、計量経済学のような定量的方法論を用いた評価が困難で

ある。最後に、反事実的状況（CCPL が実施されなかったら、何が起こっていたか）

に対して、評価が実施される必要がある点に留意すべきである。受益国がオーナー

シップを強く持ち、気候変動に係る政策が受益国政府にとって優先事項とされてい

るため、自らの資源を用いてでも気候変動対策に係る活動を実施する場合、この反

事実的状況を用いて評価を実施するのは困難である。 

まとめると、インプットとアウトプット間の影響の連鎖が特定される際には、CEF

および 3 ステップ・アプローチは適した手法となる。トリガーやアウトカムに関す

る指標が具体的かつ測定可能な場合、これはより容易となる（トリガーは多くの場

合直接的アウトプットや誘発されるアウトプットに基づいて設定される。）（ステ

ップ 1）。トリガー自体は評価においてあまり重要ではない。トリガーが重要となる

のは、政府や開発パートナーがこれに注目するためであり、これによって有益な情

報が共有されることである。 
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Appendix1.評価方法論、標準的な一般財政

支援（SGBS47）に対する CCPLs  

財政支援の評価に関する最初の枠組みを作ったのは DFID である。DFID は、特に、

世界的に貧困削減を支援するための「ツール」としての、財政支援の評価に焦点を

当てた（DFID 2002および ODI 2002参照）。二国間ドナーや欧州委員会（EC）によ

ってそれまで実施されてきた一連の評価の取り組みを踏まえて、DAC（OECD）は

一般財政支援の評価手法を発表した（European Commission, 2012）。 

この手法は、妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続可能性の 5 つの基準を用

いて、インプットとアウトプット間の関連性を評価するものである。これらは開発

プロジェクトの評価という観点から作成されたものである。これらの重要性を否定

することはできないが、この枠組みは財政支援プログラムの評価を行うには一般的

すぎる。そのため一般財政支援（GBS）に関しては個別の評価手法が開発された。

この手法はしばしば「3 ステップ・アプローチ」呼ばれる。本報告書では第 1 項にお

いて簡潔に同アプローチに関して記載する。 

この手法は、貧困削減を目的とした GBS が多く実施されている低所得国（LICs）向

けに開発されたものである。第 2 項においてこのタイプの GBS（標準的な一般財政

支援／SGBSと呼ばれる GBS）と CCBS（気候変動に係る財政支援）の差異について

記述する。 

事後評価は反事実的な状況に比して行われるべきである。本来、アウトプット、ア

ウトカム、成果は、GBS が実施されなかった状況と比較されなくてはならない。し

かしこれは困難である。なぜなら、GBS が実施されなかった場合の状況を想像する

必要があり、これは主観を伴うためである。GBS は受入国政府の政策に対する支援

であることから、この点においても特殊だと言える。GBS の適格性は通常、i) 政府

の当該政策に対するコミットメントおよび ii) 明示的もしくは内在的な戦略や政策の

「質」に対する評価から始まる。GBS を実施する目的は、受入国政府の政策の主流

化や、仮に GBS が実施されなかったとしても政府が実施していたであろう改革の速

度を速めることである。ドナーは対話を通して政府の政策に賛同しなくてはならず、

追加的支出について提案を行うべきではない（GBS は既存のプログラムやそれに関

連した支出に資金を供与するものである）。モニタリングの指標や GBS のディスバ

ースメントのトリガーは、政府のプログラムの中で既に検討された指標から援用さ

れている。 

                                                 
47

 この本 Appendixは独立した資料として用いる目的で書かれたものである。対象範囲はインドネシア

の CCPL だけではない。3 ステップ・アプローチを用いた CCPLs の評価を行うための一般的な文書で

ある。 
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DAC/OECD の 3 ステップ・手法 

GBS の評価はもともと、プロジェクトの評価と比較して非常に難しい48。GBS の場

合、インプットと成果のリンクは把握しにくい。GBS の下供与された資金は完全に

ファンジブルである。したがって、インプットと直接的アウトプットのリンクをた

どるのは非常に困難となる。さらに、貧困削減にせよ気候変動（CC）分野にせよ、

財政支援（BS）が支援する政策の変更は、その目的を達成するまでに長い期間を要

する。教育分野において政策変更によるインパクトが十分に発現するのは、20 年以

上が経過した後であると言われている。これは発電に係る政策変更のインパクトに

ついても当てはまる。すなわち、このように長期に及ぶのは、意思決定プロセスの

期間や実施期間を反映したものである。 

OECD/DAC 手法は 2012 年 9 月に同ウェブサイトに掲載された資料49に詳述されてい

る（同報告書には、財政支援評価、手法論的アプローチ、EBS に関する記載があ

る）。本評価手法や関連するアプローチを踏まえて実施された、いくつかの GBS 評

価もここに掲載されている（OECD/DAC Network 2011 はこれら 3 つの有用な概要を

提供している）。このアプローチは包括的評価枠組み（CEF）および 3ステップ・ア

プローチに基づいている（EBS, p.3）。 

o 包括的評価枠組み（CEF）は、財政支援プログラムの効果について、

仮説的な効果発現順序を、財政支援が供与される、国家全体のコンテ

クストに含まれる、もしくは影響しあう、5 つの分析レベル（財政支

援インプット、直接的アウトプット、誘発されるアウトプット、アウ

トカム、インパクト）に跨って示したものである。 

o 3 ステップ・アプローチに関しては以下のとおり。i) ステップ 1 は、財

政支援のインプット、直接的アウトプット、誘発されるアウトプット

（CEF の第 1，2，3 レベル）の評価を行うもので、これらの 3 レベル間

の因果関係の分析が含まれる。ii) ステップ 2は、ドナーが財政支援を通

して支援・促進した、政府の政策、戦略、支出活動に関するアウトカム

とインパクトの評価を行うもので、政策インパクト評価手法を通した、

それらのアウトカムやインパクトの主要な決定要因（CEF の第 4，5 レ

ベル）の特定が含まれる。iii) ステップ 3 は、ステップ 2 で特定された

アウトカムおよびインパクトを生み出す、政府の政策、戦略、支出活動

に対する財政支援の貢献を見るもので、ステップ 1 およびステップ 2 に

                                                 
48

 ここでは、セクター財政支援（SBS）に関して議論は行わない。実際、「真の」SBS を考慮すると、

GBS と SBS の差異はわずかである。いずれもその資金は国庫に投入され、国家の手続きを通してデ

ィスバースが行われる。いずれもその指標は当該国が有する国家戦略から選ばれる。GBS の場合（た

いていの場合貧困削減戦略である）はグローバルな観点から選定される。また、GBS および SBS は

ともにセクターの観点から選定される。 
49
 以下ウェブサイト参照： 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/Methodological%20approach%20BS%20evaluations%20Sept%202
012%20_with%20cover%20Thi.pdf 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/Methodological%20approach%20BS%20evaluations%20Sept%202012%20_with%20cover%20Thi.pdf
http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/Methodological%20approach%20BS%20evaluations%20Sept%202012%20_with%20cover%20Thi.pdf
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おける成果を統合・比較することにより行われる。 

 

CEF の第 1 レベルは、資金的貢献、技術協力、政策対話より構成される財政支援の

インプットである。第 2 レベルは、主に、外部からの支援と国家予算および政策プ

ロセスとの関係性の向上といった財政支援の直接的アウトプットより構成される。

さらに、CEF の第 3 レベルは、公共政策の質の向上、公的機関の強化、公共支出の

質（資源配分や実施における効率性）の向上が図られ、その結果、公的サービスデ

リバリーが改善するといった、誘発されるアウトプットである。第 4 レベルは、財

政支援プログラムの成果（アウトカム）である。これは、政府の政策管理やサービ

スデリバリーの改善を通じて、サービスユーザーや経済主体など最終受益者レベル

で起こりうるプラスの効果である。最後に、最終レベルは、財政支援のインパクト

である。これは、プログラムにおいて定められた課題や優先事項において起こりう

るプラスの効果である。 

CEFは EBSの図表 1（9ページ）に示されている（次頁参照）。当然、本報告書にお

いて、期待されるインパクトは主に貧困削減や包含的な成長に関するものであるが、

持続可能な成長に関しても言及されている。しかし、持続可能な成長は評価の主要

な焦点とはならない。 



108 

 

図 A1-1. 財政支援評価のための包括的評価枠組み 

 

出所：DAC-OECD 
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3ステップ・アプローチに関しては以下のとおり（ESB, p.14）。 

ステップ 1：BS のインプット、直接的アウトプット、誘発されるアウトプットに関

する評価（CEFの第 1，2，3レベル）およびこれらの 3レベル間の因果関係の分析。 

ステップ 2：ドナーが財政支援を通して支援・促進した、政府の達成目標である、期

待されるもしくは実際のアウトカムおよびインパクトの評価およびこれらのアウト

カムやインパクトの主要な決定要因の特定（CEFの第 4，5レベル）。 

ステップ 3：ステップ 2 で特定されたアウトカムおよびインパクトにより発現した／

貢献した、政府の政策、戦略、支出活動に対する財政支援の貢献に関する検討。これ

はステップ 1およびステップ 2の成果を統合・比較することによって行われる。 

もちろん最も難しいステップはステップ 3 である。以下のように、ESB においては

具体的な手段は特定されていない50。 

「最初の 2 つのステップにおける成果の比較に関して、両ステップの一貫

性、補完性、統合の可能性に焦点を当てて、各ステップにおける影響の連

鎖の重要性を評価することにより、BS と開発成果の間の「移行的な関係」

を特定し議論することができる（BS→政府の政策および介入；政府の政策

および介入→BS の達成目標であるアウトカムおよびインパクト）。最終ス

テップにおいて、ステップ 1でハイライトされた BSの最も重要な効果（プ

ラス／マイナス／予期されていない効果）と、ステップ 2 で特定された最

も重要な実績（プラス／マイナス／予期されていない効果）および関連す

る決定要素を比較する。これらの間で、強いもしくは弱いリンケージが見

出され、そのメカニズムの分析が行われる。」 

経済学者が選好する方法論とは、CCPL が実施された場合／実施されない場合につい

て、インプットとアウトプット間のリンクに係る全ての側面を考慮に入れた、受益

国の経済モデルをまわすことである51。関連するリンケージにおけるいくつかの部分、

すなわち決定プロセスが政治経済と関連していることを考慮すると、これは明らか

に不可能である。加えて、このリンケージを数量化することはできない。それゆえ、

本評価では次善かつアドホックな方法論に頼らざるを得ない。 

                                                 
50

 これは環境と気候変動の統合を評価する ECのガイドラインの場合にもあてはまる。EC 2009、P.40) 

当該箇所は非常に短く（7 行のみ）分かりにくい：『評価の間は、SPSP が持続的開発に有効に貢献し

たか、また、インプットと開発アウトカム／（環境面も含む）インパクトの間の因果関係が予測通り

のものであったかを評価し、そこから将来への教訓を学ぶべきである。評価において環境面を取り入

れるプロセスが成功したかどうかも査定すべきである。』 
51

 これは、実施された政策のある側面の評価において、高度なモデルが有用ではないという意味では

ない。事例として、Warr and Yusuf (2011)を参照のこと。 
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標準的な評価手法と CCBSs 

CCBSs（気候変動対策財政支援）は GBS の一種であるが、3 ステップ手法を適応す

る際はその違いを考慮する必要がある。このうちのいくつかは重要な課題と関係性

がある。標準的なケース（SGBS）において、受益国は多くの場合低所得国（LIC）

であり、BS は貧困削減を目的としている。CCBS の場合（インドネシアにおける

CCPL はこのような支援の例である）、受益国は、これまでのところ、通常は中所得

国（MIC）であり、目的は、緩和と適応という 2 つの側面を有している（Box A1-1

参照）52。将来的に、CCBSは LICsにおいても実施が検討される可能性がある。 

もちろん、物事はそこまで単純明快ではない。貧困は多面的であり、多くの場合、

その目的は初等教育や基礎医療における実績向上のような中間的なアウトプットで

ある。 

これらの BS の特徴が異なるということを示すために、図表 1 において SGBSs およ

び CCBSs の特徴を示した（図表は特徴を対比させるため、いくつかのあり得るケー

スを示している）。 

表 A1-1：LICs/MICsにおける SGBSs および CCBSs の特徴 

 低所得国 中所得国 

標準的な一般財政支援 目的：公共支出の増加に

よる貧困削減 

大抵はグラントを通じた

資金支援 

目的：政府の外国からの

財源および ODA の有効性

の増加 

目的：革新的なアプロー

チを通じた貧困削減 

大抵はローンを通じた資金

支援（多かれ少なかれ譲許

的な貸付）グラントの場合

もあり（EU） 

CCPL53 目的：気候変動課題への

適応 

大抵はグラントを通じた

資金支援（もしくは譲許

的な貸付？） 

政府の外国からの財源お

よび ODAの有効性の増加 

目的：気候変動課題への

適応・緩和 

大抵はローンを通じた資金

支援（多かれ少なかれ譲与

的な貸付）。その結果、対

外借り入れのコストが減

少。 

緩和および適応 

 

                                                 
52

 ちなみに、開発途上国は適応戦略の妥当性に懐疑的である点に留意する必要がある。開発途上国は、

適応策を過度に重視することで、緩和分野において先進国の努力が減るのではないかと恐れている。 
53

 UNFCCC の枠組みの下「共有の、しかし差異のある責務」。気候変動課題に対する支援は、必ずし

もグラントによる支援とは限らない。 例えば、世界銀行は、G-77 の理事会構成国の中から複数の国

に対してローンを供与している。 
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ここで、SGBS と CCPLs の主な違いおよび標準的な評価枠組みを CCPLs に導入する

ことによる結果について考察する。その内のいくつかは図表 1 に記されているが、

ディスバースメントにおけるトリガーの役割、将来的に支援する政策の事前評価、

マクロ安定性の重要性、支援のタイミング（単年か複数年か）など、実際には、図

表 1に記載されていないその他の差異が重要である。 

資源、海外からの資金調達、公共財政管理 

標準的な場合（SGBS）、政府に供与される資源は目的達成のために（ある程度）利

用されると考えられるため、政府の予算は重要である。例えば、GBS によって調達

した資金は、初等教育や基礎医療のような貧困削減のための支出に利用されると考

えられる。SGBS 評価が公共財政管理（PFM）評価を重視するのはこのためである。

ESB (p.18)によると、ステップ 1は「PFMや調達システム（財政規律、資源配分およ

び実施における効率性の向上、透明性等）」のような課題を考慮に入れる必要があ

る。CCBSs の場合、受益国経済の民間・公的セクターの意識および行動の変革をも

たらすため、主に受益国のインセンティブシステムの変更を促すことが主な目的で

ある（例えば、再生可能エネルギーの採算性がとれるような価格設定）。 

標準的な場合（SGBS）、通常、政府は国際金融市場から借り入れを行うことは現実

的ではない。対外借入においては公的機関に頼らざるを得ない。金額は短期的には

硬直的であり、したがって反事実的状況とは、例えば、SGBS なしでは政府は外国か

ら資金を得ることができない、もしくは、ドナーからの資金はプロジェクト支援や

技術協力（TA）など他の用途に使われていた、ということになろう。この場合、政

府は財源不足に直面するため、「財政ギャップ」の考え方が妥当となる。しかし、

これは MICs の場合は必ずしも当てはまらない。というのも、大抵の場合、MICs は

市場を通じて、妥当なレベルの支出に必要な資金調達を（ハードカレンシーで）行

うことができるためである。しかし、MICs は信用割り当て（あるいは資本流出にさ

え）にも直面することがあることから、「財政ギャップ」の考え方が妥当性を有す

ることとなる。 

さらに、LICs の場合、政府は自国で入手可能な金額より多い額を必要とするため、

金額は重要である。これは財政支援（BS）の標準的評価が、「BS は外国からの資金

調達の促進に影響を及ぼしたか？」、「BS はその他の資金を呼び込んだか？」とい

った質問が含まれる場合が多いことからもわかる。しかし、MIC に対する CCBS の

場合、これらの課題は一般的に妥当性を有さない。実際、過度の外国からの資金調

達は、実質為替レートの高騰や競争力の低下を引き起こす。これは民間資本流入が

多い場合に当てはまる。そして、民間資本（時には公共資本）が急速に国外に流出

してしまった場合、MICにとって大問題となる。 

これまでのところ CCBS は国際金融市場へのアクセスを有する中所得国（MICs）に

対して供与されてきた。この場合、CCBS がなくても、政府は資金借入を行うことが
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可能である（金額が過度に多くなく、公的債務の持続可能性にリスクが及ばない限

り）。財政的な観点から、CCPL と日常的な市場からの借入では、借入条件に違いが

ある（金利、期間、据置期間）。景気刺激策は CCBSの付加価値であると言える。 

受益国政府は CCPS（もしくは他の種類の財政支援ローン）を通じて、i) 外部から調

達する単位当たりの資金から最も多くの利益を得ること（例：供与された資金から

得られる効果に加えて最も多くの政策や制度的な効果を達成すること）、ii) 世界的

な経済危機やその他の外部ショックが経済に影響を及ぼした際に、影響を最小に抑

え、迅速に経済を回復させ、経済的な安定性を確保するため54、可能な資金源を確保

する（分散させる）ことを期待している。 

中所得国の場合、支援額は支出とリンクしないが、i) 信用できるパートナーとみな

されるため、ii) 便益が取引コストを上回ると確信させるため、必要最低限の金額は

供与されるべきである。前者に関しては、チュニジアに対する SBS の事例において、

以下のように指摘されている（OECD DAC Network on Development Evaluation, 

2011）。 

「財政支援による直接的インパクトは限定的であるにもかかわらず、財政源

の提供は大きな間接的効果をもたらした（信用性、対話の窓口等）。したが

って、財政支援プログラムの資金効果は見過ごされてはならず、支援額は、

支援パートナーが重要なパートナーであると確実に認識させるために必要な

最低限の金額を供与することが重要であり、これによって重要な対話プロセ

スへの参加が可能となる。」 

新興国政府の財政規模を考慮に入れると、支援額は相当額必要であることを意味す

る。これによって、ドナーはリスクマネジメント手続きによって却下されてしまう

であろう複数年に跨るプログラムを検討しづらくなるだろう（複数年のプログラム

の資金額は、ある一国に供与可能な最大額を超えてしまう可能性がある）。 

コンディショナリティとトリガー 

SGBS は概してアウトカムとインパクトを測定するための指標として用いられる。特

定の指標は、トリガー、すなわち、変動トランシェのディスバースメントの基準と

して使用される。CCBS の場合、大抵はそのような変動トランシェやトリガーは存在

せず55、政策対話において用いられるアウトプットやインパクト測定のための指標の

みが存在する。このトリガーの不在は、トリガーは関係者間の信用を損なうもしく

は失ってしまう可能性があるという考え方によって正当化される。 

                                                 
54

 JICA は、2009 年に世界的な経済危機がインドネシアを襲った際、CCPL に付随するかたちで緊急財

政支援を供与した。 
55

  (n-1)年における政策指標の実績を確認し、(n+1)もしくは(n+2)年において予期される指標に関して

合意した後に、CCPLの資金供与が実施された。 
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これによって、CCBS は、EC によって導入された「MDG（ミレニアム開発目標）契

約」と非常に近いものとなる。最初の 3 年間は、信用性と予測可能性を向上させる

ため、変動トランシェは導入されなかった。 

しかし、多くの実務家は、変動トランシェは政策対話の促進において妥当性を有す

ると主張している。もちろん、トリガーを用いることで、ディスバースメントの予

測可能性にリスクを与えることになる。この理由により、EC はこの問題に対してあ

る特別の方法を導入した。n 年に、(n-1)年（予算決定前）のトリガーが測定され、

(n+1)年にディスバースメントが実施される。 

SGBS では関係者はトリガーを重視すると考えられることから、CCBSs でのトリガ

ーの不在によって、評価は困難となる。さらに、トリガーは大抵受益国の財務省が

関係省庁に対してプレッシャーを与える際の手段として利用される。この場合、ト

リガーとして使用されるベンチマークに達するための努力は、インプットとアウト

プットのリンクを示すことで確認が行われる。 

政策 

両者において（SGBS および CCBS）、BS は受益国や受益国政府の既存の政治的意

思や政策（多かれ少なかれ技術的観点から検討がなされたもの）を支援する目的で

実施される。したがって、ドナーは「政策の質や、その政策に対する政府の（真の）

コミットメントをどのように評価するか」という問題に直面する。SGBS の場合、貧

困削減政策（実際は一連の政策）は、貧困削減政戦略ペーパー（PRSP）に記述され

ている。この政策の質はブレトンウッズ機関（IDA および IMF）によって評価され

る。これらの機関は、政策の質に関する考察を記述した Joint Staff Advisory Note (元

の Assessment Note)を発表する。これは同機関がそれらの政策の全ての側面に合意し

ているというわけではない。CCBS の場合、ドナーによる評価において、このような

「代表的機関」は存在しない。これにより、気候変動対策56のための良い政策に関す

る共通の「基準」が存在しないという問題が生じる（ただし、BAU シナリオとの対

比での改善という観点はあるものの不明確である）。さらに、SGBS の場合、MDGs

に関する国際的な合意が存在し、（少なくとも 2015 年までに）望ましい政策目的に

関するガイドラインを提供している。他方57、CCBS の場合、開発途上国は定量的な

目標によって拘束されることを公式に拒んでいる（これは「共通だが差異のある責

任」58と呼ばれている）。 

                                                 
56

 さらに、インドネシアの場合、政策は緩和と適応の両者を考慮に入れている。LICs は主たる温室効

果ガスの排出国ではないことから、適応に関する政策に重点を置いている。 
57

 実際、MDGの目標 7は「環境の持続可能性確保」である。ターゲット 7.Aは「持続可能な開発の原

則を国家政策およびプログラムに反映させ、環境資源の損失を減少させる」である。ターゲット 7.B

は「生物多様性の損失を 2010 年までに確実に減少させ、その後も継続的に減少させ続ける」である。

それにもかかわらず、明確な指標は設定されていない。国連の資料には国際合意が言及されている。 
58

 しかし、インドネシアや中国などいくつかの政府は自発的に実施している。 
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これにより、CCBSs の場合なぜ政府のコミットメントが特に強調されるのかがわか

る。政府のコミットメントは主要な変数であり、残念ながら評価は困難である。

SGBS の場合、中期的支出枠組みを通した政策と予算のリンクが政府のオーナーシッ

プを裏付けるものとみなされることが多い。しかし、CCBSs の場合、政策と支出の

リンクが弱いため、これには当てはまらない。i) 合意された目標の達成、ii) 政府高

官の発言、iii) 戦略、プログラム、法律、規制などの公式資料の公表、iv) 国際交渉の

際の公的な立場に依拠する必要がある。 

BS アプローチによると、「国家」は、支援対象の政策に対するオーナーシップを有

するべきと考えられている。これは、しばしば、市民社会もしくは議会、地方政府

など選挙によって選ばれた主体による関与を促すための、必要条件であると理解さ

れている。それにもかかわらず、実際は、市民社会や選挙によって選ばれた主体は、

BSの過程において、わずかな役割しか果たしていない。 

 

囲み A1-1：AFDの気候チームが考える、気候変動対策として「許容可能な」政策 

以下の 2段階が考慮される。 

最初の段階は、適格性の段階である。支援の適格性を有するため、国家は、少なく

とも気候変動対策に係る政策策定の監理や、政策実施のモニタリングを行うため

の、省庁間プロセスの制度的枠組みを備えるべきである。さらに、気候変動対策に

係る政策は、i) 将来的な温室効果ガス排出予測を含んだ最新の「現状維持（BaU）」

シナリオ、ii) BaUシナリオに対する排出量削減に係る国家目標、iii) 目標達成のため

の一連のセクター戦略、iv) 政策実施のモニタリング手段に基づくべきである。 

これらの必要条件が満たされた場合、第 2 段階において、次のとおり、気候変動対

策に係る国家政策の妥当性や頑健性が実証される：i) 制度的枠組みの頑健性、モニ

タリング・ツールの妥当性、ii) 分析の包括性および妥当性、iii) シナリオの妥当性、

iv) 温室効果ガス削減に係る政府のコミットメントの度合い。 

出所：AFD, “Ex post” n°47, page 24 

貧困削減を目的とする政策と、気候変動対策を目的とする政策の違いはあまり重要

ではない。両者とも、成果は長期的に観察する必要があり、本来水平的な政策を主

流化させるという目的がある。支援は、主に貧困や気候変動に係る課題のセクター

戦略への導入促進を目的としている。BS の場合、財務省（MoF）に対して資金が供

与されることによって目的が達成されるという点に困難さがある。これによって、

MoF（もしくは計画省）と関係省庁間で緊張関係が生じる。これは、取引コスト

（モニタリング、情報収集、指標提示）のほとんどが関係省庁の負担となるためで

あり、関係省庁は予算配分の増加といった便益が得られるかどうかわからない中で
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こうした取引コストの負担が求められるためである。このため、大抵の場合、関係

省庁は財政支援にあまり熱心ではなく、プロジェクト、特別基金などの支援を選好

する傾向にある。 

グラント vs. ローン 

SGBS はほとんどの場合、グラントや譲与的融資によって資金供与が行われている。

CCBS はローンによる資金供与であり、その内のいくつかは市場レートよりも低い金

利で資金が提供されている。しかし、開発途上国（77 カ国グループ）は、先進国は

歴史的に気候変動の責任があり、グラントによって気候変動緩和・適応対策資金を

供与するべきであるという公的な立場をとっているため、ここで問題が発生する。 

他方、債務（公的債務および対外債務）の持続可能性に係る問題は、CCPL の場合重

要である。MICs 政府が直面する主な問題は、海外からの資金の流れが不安定である

ことである。すなわち、景気刺激対策のための資金調達は付加価値を伴うというこ

とである。 

費用便益アプローチにおいて、CCBS の費用は受益国の便益と比較検討されるべきで

ある。実際、ドナーの機会費用は、ローンの額ではなく、国庫からの資金の借入費

用と受益国政府によって支払われる金利の差異から取引費用を差し引いたものであ

る。 

マクロ経済の安定性 

SGBS はマクロ経済の安定性促進に貢献すべきであるが、これは CCBSs の場合には

当てはまらない。安定的な資金の供与、中期的な財政枠組みの促進、ディスバース

メントのトリガーとして経済開発に係る IMF の肯定的な評価を得ることによって、

SGBS はマクロ経済の安定性を向上させるべきである。当初は、SGBS は国際収支の

ギャップを埋めるものと考えられていた。現在では、財政ギャップを埋めるものと

考えられている。しかし同時に、受入国政府の経済および資金源としてハードカレ

ンシーの供与を行っている。このため、評価を実施する際は、予算や国際収支への

インパクトも考慮する必要がある。 

ほとんどの CCBSs においてマクロ経済面でのインパクトは目的ではないため、上記

には当てはまらない。それにもかかわらず、CCBS は国家のマクロ経済の安定性を危

険にさらすべきではないとの考えが存在する。この問題はドナーが開発政策借款

（DPLs）を供与する場合、より複雑になる。 

タイムフレーム 

これまでのところ、実際にはほとんどの CCBSs が複数年の技術協力を伴う一連の年

次のローンである。これは、大抵の場合、複数年プログラムである SGBS の場合と
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は異なっている。SGBS は当初は 1 年のプログラムであったが、予測可能性を向上さ

せるため実施期間が次第に延長されていった。 

したがって、標準的な場合は、当初からプログラム全体の目的が周知されているの

に対して、SGBSの場合は評価において問題が生じる。 

CCBS の場合、プログラムの目的やポリシーマトリックスは毎年変化してきており、

継続性の主な要素は技術協力である。標準的な OECD 評価枠組みはこの CCBS の変

化し成長し続けるパターンを考慮に入れていない。 

さらに、技術協力はパッケージの一部であるにもかかわらず、タイムフレームが異

なっている。技術協力は CCBS 完了後も実施され、技術協力と CCBS 間のリンクが

途切れていることを示している。 

サマリー：CCBSs の評価 

先の分析によると、SGBSとの違いを考慮に入れるため、CEFを CCBSに適用する必

要がある。これは次ページの図表で示されている。 
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表 A1-2：CCBS に適用した CEF 
外
部
要
因
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
文
脈
お
よ
び
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
プ
ロ
セ
ス

  

政府の政策 1支出活動 (戦略) 

政府の政策および支出活動へのインプット 

 
3 誘発されるアウトプット  

公共政策、公的セクター関係機

関、公的支出および公的サービ
スデリバリーの改善 

  

4 アウトカム 

政府の政策管理およびサービスデリバリ

ーに対する受益者（サービス利用者およ
び経済主体）からのプラスの反応 

  

5 インパクト 

持続可能かつ包含的な成長 

1 インプット 

 

2 直接的アウトプット   

  1a GBSインプット   
2a  対外支援および国家政策

プロセス間の関係性の向上 
  

3a 公共セクターが提供するモノ

およびサービスの量と質の向上 
  

4a 公的セクターより提供されたモノやサ
ービスの利用の増加とそれによる便益の
増加 

  5a 緩和策、温室効果ガス排出の削減 

   1aa 国庫への資金
移転 

  
   2aa 海外資金の低いコスト
での調達 

  
   3aa 公共マネジメントの改善
（エネルギー、運輸セクター） 

      5aa 林業：植林、森林再生、違法伐採の減少 

   1ab 政策対話およ

びポリシーマトリ
ックス 

  

   2ab 外国資金のディスバー

スメントに関する予測可能
性の向上 

     3ab 気候変動対策政策の主流化   
4ba 景況感の向上および民間セクター投資
および生産の増加 

  
5ab エネルギー効率の向上、再生可能エネルギー利用
の増加 

   1ac 技術協力を含
む能力構築 

     2ac 政策対話 
 

3b 林業セクターにおけるインセ

ンティブの向上（運営価格、
税、モニタリング） 

  4bb 不法な慣習の減少   5ad 運輸セクターにおけるエネルギーコストの削減 

  
 

   2ad 技術協力を通じた助言

および能力構築 

より調整され、促進された
政府戦略の実施 

 

3c 公共政策の策定および実施プ
ロセスの改善 

  
4d 気候変動問題に対する経済の耐性の向
上  

5b 適応策 

  
 

   2ae 総体としての外国支援

（BSを含む）がより調和さ
れる 

  

3d 政策形成および承認に係るイ

ンドネシア政府および同政府の
監督機関間のリンクの強化 

  

 4e インドネシア政府のパフォーマンスに
対する国民の信頼度の向上、特にガバナ
ンス、サービスデリバリーおよび気候変

動対策 

 
5ba 気象予測およびインパクトと脆弱性 

  
 

   
 3e 公的セクター機関の強化（ガ
バナンスの改善） 

  
  

5bb 水資源管理 

1b 様々な政府のイ

ンプット 

 

2b 政府のインプットによる

他の効果 
  

3f インドネシア政府のアカウン
タビリティの強化および予算の
精査 

     5bc 農業 

  
 

   2ba 省庁間のより改善され
た調整  

3g ガバナンスに係る他の改善
（分権化の促進、汚職の削減） 

   
 

5bd 海洋、珊瑚、漁業 

1c 市民社会のイン

プット 
 2c 市民社会のインプットに

よる他の効果 
  

3h 気候変動対策に対する意識の

向上 
  

 
   

   
   2ca 気候変動対策政策策定
に係るプレッシャー 

       
 

 

1d 他の外国支援プ
ログラムによるイ
ンプット 

  
 1d他の外国支援による 直

接的なアウトプット  
     

 
 

「参入条件」に係

る様々な特徴  
  

改革実施に向けての政府の

能力 
  

公的セクターのキャパシティ、
国内アカウンタビリティの度合
い 

  グローバルな経済発展   インセンティブ・ツールの変化への対応 

全体的な支援枠組

み 
  

気候変動対策への取り組み
に対するコミットメントの
度合い 

  
インドネシア政府が提供するサ

ービスへの要望の本質 
  外国資本の流入と流出    国際交渉およびコミットメント 
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CCBS と SGBS の違いは、ステップ 1およびステップ 2において多くの差異があるこ

とを示しているわけではない。この段階における、標準的な評価手法との主な違い

は、CCBS の非資金面でのインプットに焦点を当てていることである。CCBS の金銭

的なインプットはそれ自体が重要ではなく、CCBS はむしろ政策対話、調整枠組みお

よび技術協力実施のツールとして重要である。BS が（いずれにせよ実施されていた

であろう）政府の政策を支援することを目的としているため、ステップ 2 において

評価されるアウトカムやインパクトは、CCBS において目標に設定された政府の政策

のアウトカムやインパクトである。 

これは、CCBSの CEFにおいて反映されるべきである。CCBSの最重要目標は、温室

効果ガス排出に対して持続可能なインパクトを与えることであり、受益国、特に脆

弱な人々が気候変動問題に対する耐性を強化させることである。このため、評価を

妥当なものにするためには、CEF において記載されている CCBS の予期されるイン

パクトが、明確に「根本的な」インパクトの発現に貢献すると確信の持てるもので

なくてはならない。 

SGBS の場合、ステップ 3 において考慮される主なリンクの多くが資金面に関するも

のである。誘発されたアウトプットがどの程度アウトカムやインパクトの向上に貢

献したか評価を試みるものである。これは、資金がファンジブルであることから、

非常に難しい。特定の成果を、特定のインプットや BS に起因させることは不可能で

ある。 

CCBS の場合、資金は期待されるアウトプットを生み出すための重要なインプットで

はないため、困難はより大きくなる。最も重要なインプットは政策対話や国家・国

際プレイヤー間の調整および技術協力である。この種のインプットとアウトカムの

リンクは評価が難しい。さらに、ローンが 1 年単位で実施される一方で、技術協力

は中期的アプローチによって予定が立てられているため、複雑な状況となる。これ

らの理由により、有効性の評価は困難なものとなる。『実際よりも低いコストで同

様の成果を達成することができたであろうか？』という問いはあり得る。なぜなら

CCBS は高い取引費用を伴うためである（プログラムの準備、モニタリング、評価）。

しかし、インプットとアウトプットのリンクが不明瞭であることから、明確な回答

を期待することはできない。 

SGBS の評価では、当初考慮されていた（想定されていた）影響の連鎖をたどるため、

通常、ロジカルフレームワークを参照する。それにもかかわらず、i) 因果関係の一

部は強調されすぎているか、もしくは忘れられている、ii) 予期されていないプラス

もしくはマイナスの結果が引き起こされる場合がある。より具体的には、ポリシー

マトリックスやポリシーマトリックスにおける変化は目的や因果関係をたどるには

有益である。ここでは標準的な DAC/OECD アプローチのように、気候変動対策に係

る政策目標を重点的に取り扱う。CCPL のその他の決定要素、すなわち供給サイドか

らの決定要素（ドナーの外交的・戦略的・経済的利益）は考慮に入れていない。 
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評価は CCPLの目的としてみなされていた成果に限定される。CCPL は（分野横断的

な課題における）政府の気候変動対策に係る政策の主流化のための支援であるが、

政策の特定のサブセクターに焦点を当てている。 

例えば、植林は CCPL の達成目標の一つである。評価は、植林に係る活動が実施さ

れ成功したかどうかを見るものである。これは CEF における CCPL の予期されるイ

ンパクトである。 

しかし、同期間において、森林破壊が起こる場合もある。これに対してポリシーマ

トリックスにて具体的な対策が検討されていなかった場合は、この森林破壊のプロ

セスは CCPL の合意された枠組みの外で起こったこととされ、評価の対象には含ま

れないこととなる。 

反対に、かかる動向は、政府の気候変動対策に係る政策評価において考慮されるべ

きである。とはいえ、こうしたインパクト評価のやり方は次のような質問を提起す

る。政府の政策の全般的なインパクトが期待に添わないものであっても、あるセク

ターにおける支援で、政策指標が達成された場合、成功とみなすべきか？もしくは、

反対に、全般的なインパクトがプラスであるにもかかわらず、達成されていない指

標があった場合は失敗とみなすべきであるか？ 

囲み A1-2：ステップ・アプローチの実例‐マクロ経済の安定性に関する課題 

• ステップ 1：インプット 

– ディスバースメントの金額とタイミング 

– マクロ経済的観点から、インプットは重要であるか？ 

– マクロ経済リスク分析は行われたか？ 

– ローンの金額はマクロ経済分析の結果決定されたのか？ 

– 供与金額は AFDや JICAにとって重要か？（年間 30米ドル） 

• ステップ 2：成果；マクロ経済の安定性は向上したか？ 

– 2007－2008年に既に良くなっていた（持続可能な債務、成長等）。 

– マクロ経済は向上した（レーティング、スプレッド、債務の持続可能

性）。インドネシアは現在投資適格に達している。 

• ステップ 3：インプットと成果の関連性 

– CCPLは資金借入コスト（公的債務、対外債務）を削減したか？  

– 予期しない結果：CCPLは為替レートの上昇に貢献したか？ 

 

結論 

CCBSsの下、財政支援を評価する際は、OECD/DACの標準的な3ステップ・アプロー

チに基づくべきである。なぜならば、このアプローチによって、秩序立った評価方

法が可能となり、関連する評価に係る設問の特定を可能とするためである。それで

も、低所得国における貧困削減を目標とした標準的な一般財政支援アプローチと、

気候変動の緩和と適応を目的としたCCBSs間の違いを考慮に入れるべきである。主
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な違いは、SGBSの場合、資源が直接的にアウトカムや成果に寄与する点であるが、

その他の違いも大変重要である。このため、評価デザインおよび評価に係る設問は

調整されて策定されるべきである。  
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Appendix2.ポリシーマトリックスの例 
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Appendix3.業務実施要領（TOR） 

ICCPLフェーズ I（2008-2010）の JICA/AFD合同評価 

業務実施要領 

 

1. 背景 

 

インドネシアと気候変動：現在の状況 

インドネシア共和国（人口 2.3 億人）は、気候変動枠組み条約（UNFCCC）における

非附属書 I国としての立場にも関わらず、気候変動緩和への世界的な取り組みにおい

て重要な位置を占めている。この立場はいくつかの特有の状況によって生まれたも

のである。第 1 に、（土地利用・土地利用変化および林業 [LULUCF] セクターにお

ける排出を含んだ場合）インドネシアは温室効果ガス（GHG）排出国世界第 3 位で

ある。第 2 に、根強い貧困問題があるにも関わらず、産業セクターによる恒常的な

経済成長があり、それによってエネルギー消費が急増している。第 3 に、気候変動

適応政策の強化はインドネシアにおける喫緊の課題となっている。インドネシアは

海に囲まれており、人口の大多数が農業や漁業を営んでいる。したがって、インド

ネシア経済は、気候変動の影響、特に海面上昇、降水量変化、洪水、干ばつの影響

を非常に受けやすい。 

 

気候変動対策へのコミットメントおよび政策‐インドネシア政府（GOI）のマイル

ストーン 

このため、GOI は、現場レベルで緩和策や適応策に係る施策を実施するだけではな

く、数々の法律・計画・ガイドラインを通して、積極的に気候変動に係る対策に取

り組んでいる。1994 年、インドネシアは気候変動枠組み条約（UNFCCC）を批准し、

10 年後の 2004 年、京都議定書を批准した。2007 年 12 月、インドネシアはバリにお

いて第 13回気候変動枠組み条約締約国会議（COP 13）を開催した。インドネシアは

非附属書 I 国であり、温室効果ガス排出削減への責務はないが、UNFCCC において

提唱された概念である、気候変動対策における「共通だが差異ある責任」というビ

ジョンを共有している。 

 

COP13 の準備段階において、インドネシア政府（GOI）は、2007 年 12 月、気候変動

に対するインドネシアのビジョンを規定する「気候変動に対する国家行動計画」を
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開始した。環境省の監督の下策定された同計画において、気候変動の観点から同国

の最新状況に関する情報が提供され、主要 3 分野（温室効果ガス排出削減、適応、

組織開発）における活動が提案された。 

 

同計画は分野横断的なものであり（農業、林業、産業、エネルギー、観光産業、イ

ンフラストラクチャー等）、政府が利用可能なツール（政府組織、税、投資政策、

分権化、意識向上等）を全て結集したものである。同計画は最後に活動のマトリッ

クスを提示している。マトリックスの構造や内容は、インドネシア気候変動対策プ

ログラムローン（ICCPL）の重要要素に相当する「ポリシーマトリックス」策定の

出発点であり、常に参照されている。国家行動計画は、計画省（BAPPENAS）の調

整の下、開発計画プロセスに移行されている。この目的を達成するため、2008 年 7

月、（イエローブックとしても知られている）「国家開発計画：インドネシアの気

候変動への対応」が公布された。 
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ピッツバーグにおける G 20首脳会合（2009年 9月）において、スシロ・バンバン・

ユドヨノ大統領は、自国による取組として 2020 年までにビジネス・アズ・ユー

ジュアル比 26%削減、更に国際的な支援を受けて 41%削減するという排出削減

目標を公表した。  

 

2010年 3月、9分野において、インドネシア気候変動部門別ロードマップ（ICCSR）

が発表された。インドネシアにおける適応のための優先分野は、水資源分野、海

洋・漁業分野、農業分野、保健分野の 4 部門である。一方、緩和のための優先分野

は、主に林業分野であり、他にもエネルギー分野、産業分野、交通分野、廃棄物分

野の計 5 分野である。加えて、気候変動は、林業と農業やエネルギー分野間のリン

ケージのような、分野間のリンケージも扱っている。 

 

最後に、2011 年 10 月、RAN-GRK（温室効果ガス排出量削減に係る国家計画）が公

布された。 

 

気候変動プログラムローン（CCPL）を通した国際協力機構（JICA）およびフラン

ス開発庁（AFD）による支援プログラムの概観 

インドネシア気候変動プログラムローン（ICCPL）フェーズ 1 は、JICAおよび AFD

の支援によるプログラムで、インドネシア政府（GOI）の気候変動課題に係る政策改

革を支援し、モニタリングすることによって、気候変動緩和・適応・セクター横断

的課題に対処する、3年間のプログラム（2007-2009）である。 

 

2008 年 1 月、日本政府（GOJ）は、排出量削減と経済成長の双方を達成することを

目的とし、気候の安定性に貢献する取り組みを進めている開発途上国を支援するた

め、「クールアースパートナーシップ」を立ち上げた。インドネシアの気候変動対

策への意欲を向上させ、「クールアースパートナーシップ」のイニシアティブを築

くため、気候変動プログラムローンが策定され、2008 年上半期、「ポリシーマトリ

ックス」が GOI、AFD、GOJ間で合意された。 

 

「インドネシア気候変動プログラムローン（ICCPL）」の目的は、気候変動緩和・

適応のための政策改革支援である。活動および指標は、明年 GOI（関連省庁、

BAPPENAS、財務省）とドナー2 機関によって見直しが行われ、「ポリシーマトリ

ックス」内の 3 つのブロックにまとめられている。(i) 緩和、例：温室効果ガス排出



134 

 

量の削減（林業、エネルギー、産業分野）、(ii) 気候変動緩和（水、農業）、(iii) 横

断的活動（空間計画、CDM等）。 

 

ICCPL の枠組みにおいて、2008 年、第 1 回トランシェとして、GOI に対し、AFD が

2 億米ドルの融資を行い、JICA も 3 億米ドルの共同融資を行っている。第 2 回トラ

ンシェとして、2009 年、AFD と GOI の間で新たな借款契約が締結された。AFD は

GOI に対し、3 億米ドルの長期融資を行い（これは全て GOI の予算に組み込まれて

いる）、JICA は第 2 回トランシェとして 3 億米ドルを融資した。最終的に、2010 年、

AFDおよび JICAは第 3回トランシェとして、それぞれ 3億米ドルの融資を行った。

したがって、2008－2010年、ICCPLに対する JICAと AFDの支援は計 17億米ドルに

達した。 
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ICCPLの関係者、ガバナンス、モニタリング 

 

借款契約は GOI を代表して財務省が調印しているが、「ポリシーマトリックス」の

策定は、プログラムが「ポリシーマトリックス」を担う全ての関連省庁や政府機関

によるインプットや協議に基づいている。「ポリシーマトリックス」の策定プロセ

スは、政府が議長を務める諮問委員会および技術委員会によって運営されている。 

 

政府が率いる諮問委員会の議長は、BAPPENAS、社会福祉担当調整省、経済担当調

整省、財務省が共同で務めている。諮問委員会は 1 級官吏を含んでおり、ドナーと

省庁間の調整を行うだけではなく、政策方針を定める。また同委員会は「ポリシー

マトリックス」実施の進捗状況や成果を確認する責務を有する。 

 

技術委員会は BAPPENAS が議長を務め、関連省庁や開発パートナーの代表者を集め、

ディスカッション・セッション、フォーカスグループ・ディスカッション、政策対

話を開催している。技術委員会は諮問委員会に報告を行い、提言を行っている。開

発パートナー（ドナー）は諮問委員会や技術委員会の会合に参加し、GOI から要請

を受け必要とみなされた場合、モニタリング・プロセスにおける技術支援を実施し

ている。技術委員会は「ポリシーマトリックス」において規定されている指標の定

期的なフォローアップを行う責務を有する。 

 

AFD は、GOI に対し、「ポリシーマトリックス」実施のための進捗のモニタリング

支援や諮問委員会会合の準備支援を行う目的で、資金を提供し、モニタリングチー

ムを支援する非常勤の林業専門家をジャカルタに配置した。一方、JICA は開始当初

より「ポリシーマトリックス」をモニタリングするための重要な技術協力を行って

いた（IGES および GG21 がコンソーシアムとして JICA と契約し、ジャカルタに駐

在して技術支援を行っていたが、後に東京から派遣団の形式で技術協力が行われ

た）。この技術協力は、個別契約ベースであるが、「ポリシーマトリックス」の目

的を支援するため、借款契約に並行して実施されている。 

 

評価のコンテクスト 

2010 年、JICA インドネシア事務所は ICCPL のフェーズ 1（2007－2009）について、

自己評価を実施しており、このプロセスやアウトプットは AFD と共有されている。

このプログラム評価は、GOI に対する融資の主要な実績を理解し、将来的な課題を
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特定するため、ICCPLの Advisory & Monitoring (A&M) Team（GG21および IGES）に

よって実施された。最終プログラム評価報告書は、2010年 10月に公表された59。 

  

JICAおよび AFDの各評価部門は、インドネシアにおいて協調融資を行った CCPLの

合同評価を実施することに相互に関心を表明した。評価は AFD 評価ユニットが指揮

を執り、独立したかたちで（第三者によって）実施される。独立評価にあたっては、

上記の最終プログラム評価報告書が再度レビューされる予定で、評価プロセスと並

行して、当該報告書はその筆者によってアップデートされることとなっている。 

                                                 
59

 インドネシア共和国 気候変動プログラムローン 2007-2009（プログラム評価報告書）、2010 年 10

月–JICA、GG21および IGES 
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評価の動機 

 

評価を通じて、次の 2 つの目的に関わる成果が示されると想定されている：i) JICA、

AFD、GOI が気候変動に係る政策実施のために投入した資金額を考慮に入れた、ド

ナー2 カ国の説明責任。ii) 「資産化」、すなわち、「パイオニア」であるインドネ

シアの事例から、財政支援というツールを用いての、インドネシアおよび他の途上

国における気候変動戦略支援策の向上に対する教訓を導き出すこと。 

 

2. 目的とスコープ 

 

3.1. 目的 

 

評価の上位目標は、ICCPL のフェーズ 1 の実施を通じて、GOI が気候変動戦略の策

定・実施手段を得ることにどの程度成功したか評価することである。また、ICCPL

のフェーズ 1 の実施により、気候変動対策関連の課題に持続可能なアウトカムやイ

ンパクトを与えるための政策、戦略、支出活動の効率性や有効性がどの程度促進さ

れたかを評価することである。 

 

ドナーおよびパートナーの国々への説明責任という目的に加えて、評価の際は、何

が達成されたかを再検証し、これによって今後に向けた教訓や提言を得る。これら

の教訓や提言はインドネシアの事例に基づくべきである。これらによって、考慮す

るべき課題や、インドネシアおよび教訓を伝えることが可能な他国へのプラクティ

スに関する、理解や指針を提供することが可能となる。教訓や提言は、以下の点に

着目すべきである。 

 CCPLが効果的になる条件 

 気候変動に係る政策支援の全般的な有効性やインパクトを損ねる恐れのある

政府の政策、制度的構造および行政運営に係る制約 

 将来的なドナーによる（ローンやその他の関連する手段やツールを通した）

気候変動に係る支援効果を最大化するための、ドナーによって特定された改

善点や優先事項 

 

3.2. 評価手法 

 



138 

 

評価手法は、DAC 評価ネットワークの下、EC が国レベルの財政支援60を評価するた

めに構築した枠組みを参照する。 

 

これらの基準に基づき、評価手法は以下の 3ステップ・アプローチを用いる。 

 

 まず、ステップ 1 において、ドナーによって実施された ICCPL プログラムのイ

ンプット61、外部の支援および GOI の予算と政策プロセスの関係性に対する直接

的影響、（公共支出に関する制度的・予算的枠組み、調整プロセス、GOI や関

係省庁における気候変動課題の主流化、外部支援との調和・調整等）資金調達や

国家の制度的な取り組みの変化に対する誘発された効果に関して評価することを

目的としている。 

 

 ステップ 2 では、実施された気候変動対策に係る国家政策のアウトカム（GOI

の対応）および（気候変動・開発関連課題における）インパクトの評価を目的と

している。この段階では、評価を行う際、全般的なプログラムのレベルと分野別

のレベルを考慮に入れる必要がある。また、アウトカムおよび進捗に関する評価

は気候変動政策に密に関わっている分野において実施される。この点において、

緩和や適応に係る政策に関する多くの分野が考慮に入れられる。林業分野は、イ

ンドネシアにおける気候変動に関する優先分野であるとともに、フランスが

ICCPL だけではなく技術協力や調査を実施しているため、確実にスコープに含

まれる。また、エネルギー分野も、JICA が同分野における専門家を 1 名配置し

ているため、スコープに含まれる。コンサルタントは、自らの資金的・人的能力

やチーム内での専門的能力に依拠し、その他の分野を評価スコープに加えて提案

することが可能である。さらに、分野ごとの分析を行うことで、国家および地方

レベルにおける効果を評価する機会が得られることとなる。 

 

 ステップ 3 は、ステップ 1 およびステップ 2 の結果に基づき、気候変動に係る

GOI の政策の全体的な管理・運用に関する変化に対して ICCPL がどのように貢

                                                 
60 以下ウェブサイトを参照： 
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/budget_support_en.htm 
61 上記の手法によると、因果関係のリンケージについて、5 つのレベルのロジカルな順序が適用され

る。i) レベル 1: 資金的貢献、技術協力、政策対話を含む財政支援インプット; ii) レベル 2: 主に、外国

からの援助、国家予算、政策プロセスにおける関係性の向上による、財政支援の直接的アウトプット; 

iii) レベル 3: 公共政策の質、公的セクター機関の強化、公共支出の質（資源配分の効率や経営効率の

向上）が肯定的に変化し、結果的に公益事業の提供が改善されるなど、誘発されるアウトプット; iv) 

レベル 4: 財政支援プログラムのアウトカム。これは、政府の政策管理やサービスデリバリーの改善に

よって、事業利用者および経済主体等の最終受益者段階において起こりうる肯定的効果をいう; v) レ

ベル 5: 財政支援のインパクト。これは、プログラムにおいて定められた課題や優先事項において起こ

りうる肯定的なインパクト。 

http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/budget_support_en.htm
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献したかについて、情報を統合し、結論を導き出すことを目的としている。評価

者は、ICCPLプログラムを通して投入されたインプットと、グローバルなレベル

および分野的なレベルにおいて起こった変化の間の連鎖や関係性を特定するため、

先の 2つのステップを統合する。 

 

3.3. 対象期間と対象スコープ 

 

本評価の対象範囲は、AFDおよび JICAが ICCPLフェーズ 1（2008－2009）に関して、

2008－2010年に実施した支援である。 

 

2010/2011 年に ICCPL に参加した世界銀行や ABD など他のドナーに対して、情報提

供および聞き取り調査が実施され、適切と判断された際はこれらのドナーの立場も

考慮に入れる。しかし、これらのドナーはフェーズ 1 に参画していないことから、

これらのドナーによるインプットは本評価の対象外とする。 

 

本評価におけるテーマ別スコープは、AFD、JICA、GOI が ICCPL プログラムのフェ

ーズ 1 に対して供与したインプットに関する、全ての原因と結果の連鎖を取り上げ

る（例：財政支援、調和化、省庁間対話や国際的な対話への貢献、モニタリングシ

ステムへの貢献等）。また、このインプットには技術協力を含んでいるが、ICCPL

プロセスに直接的に支援を実施したもののみを対象とする（例えば「ポリシーマト

リックス」を通したモニタリングシステム支援）。テーマ別技術協力は評価スコー

プの対象外である。 

 

3.4調達 

 

本評価は 5 名のコンサルタントによる共同チームによって実施される。うち、2 名

は直接 JICA によって雇用され、他 3 名は現在の TOR に基づき AFD によって選定

される。 

 

3. 段階および活動 
 

5.1. 開始段階 
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本評価の開始段階では、評価プロセスにおける関係者の取り組みを確認し、入手可

能なデータを収集・再検討し、ICCPL 支援のロジックを理解・再構築し、より総合

的に評価の枠組みや手法を決定することを目的としている。 

 

本評価プロセスは、評価チームとマネジメント・グループ間の調整業務や相互作用

の基盤を構築するため、マネジメント・グループ、評価チーム、BAPPENAS の最初

の協議をテレビ会議を通じて開始することから着手する。この段階において、入手

可能な文書のほとんどが収集され、事前に検討作業を行う。また、マネジメント・

グループおよびレファレンス・グループやその他の関係者に対して聞き取り調査を

行う。ここで、評価枠組みの具体的な内容を特定する。さらに、マネジメント・グ

ループとともに、評価質問（EQ）の表や（詳細な評価質問、データ収集計画・ツー

ル、分析ツール等）全般的な評価の枠組みを策定し、それらに関して議論・合意す

る。また、データ収集や分析のためのツールとして、主な関係者や関連機関に対す

る聞き取り調査、フォーカスグループ、調査、専門家パネル、事例研究、多基準分

析、費用効果分析、その他の関連するツール・手法を用いる。 

 

開始段階では、パートナー国における状況（特にデータ）に係る特異性・制約・潜

在性を踏まえて評価枠組みを策定するため、評価チームはインドネシアにて第一次

現地調査を行う。 

 

この段階はインセプション・レポートの提出によって完了する。このレポートには、

レビューの結果に基づき、コンサルタントが提案した当初のアプローチを改善した

評価手法に関する記述が含まれている。 

 

4.2. 現地調査段階 

 

現地調査の段階においては、評価質問に対する回答を入手するため、情報収集を行

い、収集したデータのより詳細なレビューや、様々なツールを用いた徹底的な分析

を行うこととする。 

現地調査の実施段階では、評価のために入手可能なデータを踏まえた基礎分析のほ

とんどが完了し、残されたデータのギャップに係る課題に取り組む必要がある。不

足情報の収集には、特定のツールが使用される。開始段階の終了時に確認された評
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価質問に関する回答や回答に関する徹底的な分析を確実に行うため、これらのツー

ルを統合して使用する。 

 

現地調査段階の最後に、評価チームは事前調査結果をレファレンス・グループ（RG）

に対して発表する。また、同結果は、公式なブリーフィングの場において、備忘録

（aide-mémoire）の提出をもって、発表・議論される。備忘録は現地調査を通じて

得られた課題の報告を目的とする短い資料である。 

（RG会議の前に MGへ送付される）備忘録は以下の課題を取り上げる。 

 データ収集および収集したデータに基づく分析計画 

 直面した課題およびその解決策 

 収集したデータとそれらの当初の分析の適用範囲および信頼性に関する評価 

 最も重要な事実関係と当初の調査結果 

 分析および価値判断に関する次の段階 

 

4.3.分析・統合段階 

 

分析・統合段階では、机上調査で開始した分析を深め、評価質問に何らかの結論を

与え、適切かつ共有された提言を行うことを目的としている。これらの段階は、気

候変動に関するドナーの支援並びに財政支援活動一般を促進するため、活動に関す

る提言および教訓を正式な形で発表するための基盤としての役割を果たすべきであ

る。よりグローバルな視点では、この段階において、上記のパラグラフ 3.1 および 4

において列挙した課題を反映する基盤を提供する。評価チームは提言や結論の形式

化を念頭に、調査時間を充当する必要がある。これらの提言に基づいて、コンサル

タントは、議論を促進する制度的手法だけではなく、関係者間で共有される提言の

確認や、特定の業務に対するアプローチを提示すべきである。 

 

分析 

 

このような評価の複雑性を鑑みるに、収集された全ての情報に関する全体的な観点

や徹底的な分析は必要不可欠である。これらの情報は、聞き取り調査による一次デ

ータや、既存の情報に加えて、特別に本評価のために収集された情報の情報源から

入手した資料、事実や数字に基づいた二次データを含む（聞き取り調査、事例研究、

テーマ別のアウトカムおよびインパクトに関する研究等）。これらの情報の全体的
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な統合や分析に基づき、評価チームは、評価の目的を達成するため、評価報告書の

初稿を作成する。 

 

最終報告書の作成およびジャカルタでのフィードバック・ワークショップの実施 

 

本評価の最終報告書の作成は、レビューとコメント入手のため、（ジャカルタの RG

を含む）3 つの RGs へ送付される。このレビューは、記載漏れや誤りが指摘され、

評価の結論や活動に係る提言に関するフィードバックを得る目的で行われる。GOI

からのコメントはジャカルタでのフィードバック・ワークショップにおいて評価チ

ームへ伝えられる。このワークショップは BAPPENAS によって開催され、ICCPL の

主要な関連省庁が出席する予定である。 

RGs による評価のレビューやフィードバック・ワークショップによって受領したコ

メントは、価値判断の独立性を損なうことなく考慮されるべきである。評価チーム

はコメントを受領もしくは拒否する可能性があるが、コメントを拒否した場合、

（文章で）受領拒否の理由を正当化しなくてはならない（これらのコメントや評価

チームの返答は本報告書に添付される）。 

このレビューの後、評価チームは、最終報告書の修正案およびサマリーをマネジメ

ント・グループに提出して承認を得る。 

 

最終報告書・統合文書 

 

評価チームは、MG のコメントを踏まえた最終評価報告書、統合文書およびサマリ

ーを作成する。評価チームはコメントを受領もしくは拒否する可能性があるが、コ

メントを拒否した場合、（文章で）受領拒否の理由を正当化しなくてはならない

（これらのコメントや評価チームの返答は本報告書に添付される）。 

 

4. 主な成果物 

 

 インセプション・レポート：ICCPL の支援ロジックの再構築、プログラム評

価報告書を含む文献のレビューから得た事前調査結果を含む。マネジメン

ト・グループと議論・確認を行うため、詳細な評価枠組みや評価手法を提示

する。 

 備忘録：次の課題を取り上げる。データ収集および収集したデータに基づい

た分析計画、直面した問題およびその解決策、収集した情報とそれらの最初
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の分析の適用範囲および信頼性に関する評価、重要な事実関係と事前調査の

結果、分析および価値判断に関する次のステップ。 

 最終報告書ドラフト：結論や提言だけではなく、評価手法に基づいた評価分

析の結果を提示する。これは、レファレンス・グループによってレビューが

行われ、マネジメント・グループによって承認される。JICAと AFDのコメン

トがまとめられた後、レビューとコメント取得のため GOIに送付される。 

 パワーポイント・プレゼンテーション：コンサルタント・チームは MG 会議

において、パワーポイント・プレゼンテーションを行い、最終報告書のドラ

フトを提示する。 

 背景評価報告書（40 ページ＋付属文書）：レファレンス・グループ、マネジ

メント・グループ、GOIのコメントを踏まえて、評価チームが作成し、MGが

承認する。 

 最終評価報告書（15-20 ページ）は背景評価報告書から援用される。また、2-

4ページのサマリーを入れる。 

 

 

最終評価報告書およびサマリーは AFD、JICA、BAPPENAS によって議論され、

マネジメント・グループによって承認される。これらの 2 文書の公開には

BAPPENASの承認が必要である。 

 

全ての提出物は、協議とフィードバックのための時間を必要とするため、日時決定

前の適切な期間内（2 週間）に送付されるべきである。正確な日程は評価実施中に決

定する。 

 

5. 情報の開示 

 

（最終評価報告書、統合文書、サマリー）の最終版は、WORD および PDF フォーマ

ットで、各 1部ずつ、メールによって、MGに送付する。これらは以下のフォーマッ

トや言語で印刷し送付する。 

- 最終評価報告書 5部（英語） 

- 最終評価報告書（附属文書付）5部（英語） 

各報告書には、最終評価報告書および附属文書の CD-Rom をともに提出しなくては

ならない。 

-統合文書およびサマリー10 部。各部は日本語、フランス語、インドネシア語に翻訳

される。 

 

全ての報告書は原文として英語で作成される。JICAおよび AFDは最終報告書の一部

もしくは全てを日本語もしくはフランス語に翻訳する。サマリーおよび統合文書は、

AFD および JICA の情報開示制度に基づいて、 JICA、AFD、可能であれば

BAPPENASのウェブサイトに掲載される。 
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6. 主な協議 

 

 評価を開始するにあたって、マネジメント・グループ、BAPPENAS、評価チ

ームの初顔合わせをビデオ会議で実施する。 

 あるマネジメント・グループ会議をもって当初の段階を終え、インセプショ

ン・レポートの議論に移行する。 

 最終報告書ドラフトに関する議論を行うため、マネジメント・グループ会議

が行われる。 

 GOI に対して評価結果に関するフィードバックを行うとともに、最終報告書

ドラフトに関するコメントを収集するため、ジャカルタにおいて、AFD、

JICA、BAPPENAS によってフィードバック・ワークショップが共同開催する。 

 レファレンス・グループはインドネシア現地で 2 度協議を行い、覚書および

AFDの最終報告書ドラフトについて議論を行う。 

 

7. 評価実施の責務 

 

ICCPLの評価は JICAおよび AFDが責任を負う。 

 

評価は、東京、パリ、ジャカルタの 3 つのリファレンス・グループが参画し、公式

のマネジメント・グループによって実施され調整が行われる。 

 

マネジメント・グループ（MG）は評価ユニットに代表される主要ドナーである

JICAおよび AFDによって構成される。以下はマネジメント・グループが責任を負う。 

 評価が BAPPENAS を通してインドネシア政府によって支持・実施されること

を担保する。 

 コンサルタントの調達までに ToRを作成し、入札プロセスを完了させる。 

 AFD によって選定された評価チームが、DAC の基準に則した、ToR の要件を

満たす能力やスキルを提供可能か確認する。評価の主要機関として AFD が自

らの規定に基づきコンサルタント選定を行う。同時に、JICA もまた、自らの

規定に基づき、少なくとも評価チームの一員として 1 名の日本人専門家を雇

用する。評価チームは、AFD によって雇われたフランス人のシニア・コーデ

ィネーターがリーダーシップをとる。 

 レファレンス・グループとコミュニケーションをとる。 

 評価手法が DACの基準に則しているか確認する。 

 提出物並びに評価のための必要資金を確認する。 
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 The three Reference Groups (RG) are composed of :3つのレファレンス・グループ（RG）

は以下のように構成されている。 

 AFD評価ユニットの調整の下、AFDの専門家 

 JICAの評価部の監督の下、在外事務所や気候変動を担当している関係部 

 GOI：BAPPENAS の調整の下、関係省庁の代表者（例：ICCPL の技術委員会

のメンバー） 

 

レファレンス・グループは評価の進捗状況に関して定期的に MG より報告を受ける。

評価実施中に MG や評価チームにて協議が行われる。RGs は覚書や最終評価報告書

ドラフトに対してコメントやレビューを行う。 

 

8. 評価チーム 

 

公平性を維持するため、評価は ICCPL に関する活動に直接的に携わっていない専門

家によって実施される。これらの専門家は中立を保たなくてはならない。利害の対

立が起こらないようにすべきである。 

 

評価チームは計 5 名の専門家によって構成される。評価チームは、林業やエネルギ

ー分野など、より詳細に分析を行う分野だけではなく、マクロ経済、財政管理、政

治学、計量経済学、統計学や、インドネシアの背景情報、気候変動に係る交渉、財

政支援、評価（主に財政支援の評価）に係る知識を有していること。各専門家は複

数の課題別・分野別の能力が必要であり、全ての専門家は英語を読み書きともに流

暢に操れなければならない。その他の言語能力は強みとなる。 

 

JICA によって雇用される 2 名のコンサルタントは、財政支援の国際専門家 1 名およ

びエネルギー分野に係る現地の専門家 1 名によって構成される。現在の TOR に基づ

いて雇用された評価チームは、これら 2 名のコンサルタントがチームとして評価業

務を行う。AFD によって雇用される国際専門家 1 名（財政支援評価もしくは公共政

策評価の専門家であることが望ましい）は、5 名のコンサルタントのチームのリーダ

ーとして推薦され、マネジメント・グループの承認を得る。JICA が雇用したコンサ

ルタントは主に財政支援やエネルギー分野に関する報告書の一部の作成に責任を負

い、残りの部分は AFD によって雇用されたコンサルタントによって作成される。チ

ームリーダーは、チームのメンバーに対し、報告書の準備並びにドラフトの作成を

行うため指示を出す。 
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コンサルタントは以下の基準に基づき評価を実施する必要がある。 

- OECD/DAC評価基準（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続可能性） 

- ECの国レベルにおける財政支援の評価手法（附属書を参照のこと） 

 

コンサルタントは、これらの評価手法の枠組みを、本評価の特徴を踏まえて作成す

る。コンサルタントは、現在の合同評価の範囲や重点分野に則したものとなるよう

に、一連の評価質問に微調整を加える。この評価基準リストに基づき、評価質問の

数を絞り込み、優先順位をつける。これらの質問は上記の 3 ステップ・アプローチ

の枠組みに統合する。また、以下の 2 つのレベルにおいて、本評価の便益に関する

判断および結論、提言を提示する。 

- プログラムレベルにおいては、ICCPL のフェーズ 1 の全体の質や有効性に関

して。 

- よりグローバルな視点からは、インドネシアや他国における気候変動・開発

に係る政策に対する財政支援の妥当性や付加価値に関して。公共政策の変化

促進を支援するためのツールとして、より一般的な観点から評価判断、結論、

提言を提示する。 

 

これらに基づき、コンサルタントは以下を提出する。 

- TORに関する基本合意書 

- 評価手法に関する提案 

- 評価チームの構成（個々のメンバーの業務調整のための組織的アプローチや

詳細な CVsを含む） 

- 評価チームメンバーが有するスキルに関する一覧表 

- 評価チームの各メンバーが要する時間の割り振りや出張経費等を含む詳細な

予算計画 

- 詳細な業務計画およびタイムテーブル 

 

 

9. 業務日数 

 

評価に要する想定日数は以下のとおりである。 

- AFDが雇用するコンサルタント：110日（森林分野の専門家：20日を含む） 

- JICA が雇用する日本人コンサルタント：54 日（エネルギー分野を担当する当

地コンサルタントの日数は協議にて決定する） 
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10. スケジュール 

 

JICA/AFD合同評価のスケジュールは以下のとおり。 

フェーズ 主目的 現地調査 提出物 レビュープ

ロセスおよ

び協議 

タイミング（契約

時点において想定

される日：D） 

インセプ

ション段

階 

評価スコープの理解 

評価枠組みの構成・

改良・完成 

第 1 次現

地調査 

インセプシ

ョン・レポ

ート、評価

質問 

初顔合わせ

（ビデオ会

議） 

マネジメン

ト・グルー

プ協議 

D (3月)＋2.5ヶ月 

現地調査

段階 

未入手データの収集 

詳細な分析の着手 

暫定調査結果につい

て協議を行い、形式

化する 

第 2 次現

地調査 

（ 2012

年 5 月末

頃） 

覚書 レファレン

ス・グルー

プ会議 

D+4.5ヶ月 

分析およ

び統合段

階 

分析の実施 

評価質問に対する分

析結果の深化 

教訓および提言の作

成 

 評価報告書

ドラフト 

レファレン

ス・グルー

プ協議 

D+7ヶ月 

第 3 次現

地調査 

（ 2012

年 10 月

頃） 

最終報告書

ドラフトお

よびパワー

ポイントに

よるプレゼ

ンテーショ

ン 

マネジメン

ト・グルー

プ協議 

ジャカルタ

におけるフ

ィードバッ

ク・ワーク

ショップ 

D+8ヶ月 

   - 最終報告

書 

-統合文書 

- サマリー 

 D+9 ヶ月（2012 年

11月末 
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Annexes 

 

1. 評価手法に関する参考資料 

評価手法に係るガイダンスとして、以下のリンク並びに資料を参照する。 

http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/budget_support_

en.htm 

 

-  “Methodology for evaluation of budget support operations – Issue Paper – May 2008 – 

Assignment for the European Commission”. 

- “Methodology for evaluation of budget support operations – Methoological details –April 

2009”.   

- “Methodology for evaluation of budget support operations - Tools for step 2 : the evaluation 

of the impacts of government strategies - April 2009”. 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/budget_support_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/budget_support_en.htm
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